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午前９時５７分 開会 

○安田分科会長 ただいまから予算決算委員会民生教育分科会を開会をいたします。 

 １１日の本会議で予算決算委員会に付託されました決算関係議案、議案第７９号、平成

３０年度米子市一般会計等の決算認定についてのうち、当分科会所管部分を審査をいたし

ます。 

 審査は、市民生活部、福祉保健部、教育委員会の順で、発言通告一覧表に沿って行いま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 この際、委員の皆様に申し上げます。審査終了後に指摘事項の取りまとめを行いますが、

指摘事項に上げる項目は、実際に発言された指摘事項しか上げることができませんので、

指摘をされる際には質問や要望で終わることなく、その旨をはっきり伝えていただきます

ようお願いをいたします。 

 それで、決算認定でありますので、決算にかかわることを中心にお願いをいたします。

余り飛躍した議論が続きますと委員長で制止をさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは初めに、市民生活部所管部分を議題といたします。 

発言通告一覧１ページをごらんください。最初に、５３ページ、事業番号１０６番、国

民健康保険事業特別会計繰出金（財政安定化）についてを議題といたします。 

 岡村委員。 

○岡村委員 どこでお聞きしたらいいのかなということで、一応ここで上げさせてもらっ

たんですけども、御存じのように国民健康保険、３０年度から都道府県単位化という形に

なったわけですけども、それについて米子市の国保会計にどういった影響があったのかど
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うなのかといった点についてお伺いしたいということで上げさせてもらいました。よろし

くお願いします。 

○安田分科会長 佐小田保険課長。 

○佐小田保険課長 岡村委員のお尋ねですけれども、平成３０年度の国保制度改変により、

県も市町村とともに国保の運営を担うことになりました。また、制度改革とあわせて、国

は毎年３,４００億円の財政支援の拡充を行うことになっています。県は、財政運営の責任

主体となり、国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化させる役割を担うことになっ

ております。市町村では、今までどおり資格管理や保健事業を行うほか、財政運営的には

県が示す国保事業費納付金を納付することとなり、納付金の納付に必要な保険料等の歳入

確保をする必要があります。 

 米子市においても平成３０年度、平成３１年度において納付金を納付するに足りる保険

料等の歳入を現保険料率で確保できると判断し、保険料率等の改定を行っておりません。

しかし、被保険者の減少による保険料の収入減や１人当たりの医療費が増加傾向にあるこ

とを踏まえながら、今後については引き続き保険料収納率の向上により歳入の確保、保健

事業の推進、医療費の適正化事業を行う中で、毎年年末に県より示されている次年度の納

付金の金額によって必要となる保険料の見込み額を算出して次年度の保険料率の検討をし

ていく必要があるというふうに考えております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 大体状況というのをお示しいただいたと思うんですけども、よくこういう都

道府県単位化に伴って国保料・税が、例えば今、安く抑えるために市町村独自の法定外繰

り入れとかそういうものをやって保険料が上がることを抑えるということをやってきた部

分があるんですけども、そういったものがやれなくなるというふうなことで国保料なんか

上がるんではないかという心配というのが出されています。そういったことについての見

解をお尋ねしたいと思います。 

○安田分科会長 佐小田課長。 

○佐小田保険課長 今のお尋ねですけれども、昨年から鳥取県１９市町村の会議を設けま

して、将来的には鳥取県の保険料の平準化といいまして統一をするような動きをしており

ます。いろいろ各市町村において料率が違うんですけれども、国保会計、財政を見ながら

なるべく上げないような格好では会議をしてるんですけれども、今何回か開催して、そう

いった格好で検討している最中です。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 最後、要望ですけども、将来的に県によって平準化される、統一化されると

いうふうなことを今お示しになったんですけども、やっぱりそういった点で国保料が上が

るということがないように、県も適切なやっぱり持ち出しというか、繰り入れをしていた

だくことを強く言っていくということをお願いしたいと思います。以上です。 

○安田分科会長 次に、９１ページ、１８２番、後期高齢者健康診査事業について。 

 岡村委員。 

○岡村委員 一応この説明書に書いてあるとおりで、後期高齢者の健康診査、それから人

間ドックという中で人間ドックのことについてお伺いしたいというふうに思うんですけど

も、一応この３年間の受診者数を見ますと１,４６６人が３０年度は１,７５０人という形
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でふえているわけです。そういった中で、今後の課題というところに書いてありますけど

も、健康診査、人間ドック事業、今後も実施するというふうなことがうたわれているわけ

です。このことについてどういうふうなことに実際なっていくのか確認したいと思います。 

○安田分科会長 佐小田課長。 

○佐小田保険課長 ことしの１月の閉会中の委員会にも保険課のほうで御説明させてい

ただきましたけれども、後期の人間ドック事業については、経過措置として令和元年度と

２年度において対象者を半数で募集して実施いたします。令和２年度をもって事業廃止す

るという方針は変わっておりません。 

 生活習慣病の早期発見については、健康診査、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診

をあわせて受診していただきますように御説明していきたいと考えております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 総合的な人間ドックも、やはり今後も私は継続していくべきだというふうに

以前も申し上げたところなんですけども、今年度、一応対象者の半分を対象にやるという

ことなんですけど、実際申し込みの状況というのはわかりますでしょうか。 

○安田分科会長 佐小田課長。 

○佐小田保険課長 平成３１年度において今現在の申し込み状況は、１,４００名ぐらい

申し込みがあります。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 ３１年度、１,４００何人というふうな申し込み状況ということなんですけ

ども、やはり去年の実績などを見ましても対象者が半分に減っているにもかかわらずかな

り申し込みが多いなというふうに感じたんですけども、この申し込み状況というのは昨年

度と比べてどうだったんでしょうか。 

○安田分科会長 佐小田課長。 

○佐小田保険課長 今、委員さんおっしゃったように、昨年度は１,７５０人です。今現

在１,４００人ということですと、一応該当の方半分が募集してますので、ことし３月、町

内の回覧板とかでいろいろ周知しました。今まで受けておられない方も申請がありまして、

その辺でふえているというような状況だと分析しております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 ことしの３月議会のときにも申し上げたんですけど、医師会といろいろ調整

をしながらやっていくと、暫時半減して、２年後には全廃するということだったですけど、

医師会との調整はどういうふうな形になってるんでしょうか。 

○安田分科会長 佐小田課長。 

○佐小田保険課長 事前に西部医師会さんとも具体的な内容を説明させていただいて、御

理解はしていただいております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 ぜひ今年度、来年度の状況を見ながら、やはり何らかの形でこういった事業

が全廃ということでなく、部分的でも、同じように半分ずつでもするとかいうふうな形で

継続されることを要望したいと思います。以上です。 

○安田分科会長 次に、矢田貝委員から出ております受診率向上の目標と具体策について

は、事業番号１８１番のときにお願いをしたいと思います。 
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 次に、２０９ページ、４１５番の収納率向上特別対策事業について。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 収納率向上特別対策事業についてなんですが、記載してあるとおりなんです

が、前年比０.６６ポイント上昇ということで、そちらに対しては承知しました。 

 目標等を設定されておられると思うんですが、そちらに対してはどうでしたでしょうか。 

○安田分科会長 佐小田課長。 

○佐小田保険課長 平成２７年度に国民健康保険料の料率を改定いたしました際に、現年

度分収納率を平成２７年度は９０％、その後、毎年１％ずつ上昇させて、平成３１年度は

９４％に目標設定いたしました。平成３０年度は、目標９３％に対し９２.２６％となり、

目標は届きませんでしたが、先ほど奥岩委員がおっしゃったように前年度比０.６６ポイン

ト上昇した次第です。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 毎年１％ずつ上昇という目標を掲げられて、０.６６が高いのか低いのかと

いうのはちょっとなかなか評価がしづらいところだとは考えるんですけど、それに対して

１年ずつわずかながらの成果は上がっているということなんですが、昨年も聞かせていた

だいたと思うんですけど、収納率向上について今取り組んでおられることとか伺わせてい

ただいてよろしいでしょうか。 

○安田分科会長 佐小田課長。 

○佐小田保険課長 今の御質問ですけれども、平成２８年度から収納率の向上の対策とし

て体制の見直しを図りました。収納アドバイザーの雇用、また収納の担当職員の２名増員

で体制を強化しております。そして効率的な対応をしているところです。また、クレジッ

ト収納やコンビニ収納、あとペイジー収納サービスをあわせて、多様な納付方法を実施し

てるところです。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 さまざまな対応をしておられるということで、それがプラスに働いてるのが

見えるんですが、繰り返しになりますけど、目標も設定されておられますので、今回が了

というわけではないですけど、あと約０.４ポイント足らなかったというところの、そちら

のほうの把握はどういったふうにされておられますでしょうか。 

○安田分科会長 佐小田課長。 

○佐小田保険課長 担当職員もしておりますが、どうしても問題なのが接触できない方、

文書を出しても電話もないがというところがやっぱり多々あります。なかなか夜間電話と

いってもいろいろなお仕事もありますんで、そういったのを担当職員といろいろ相談いた

しまして、今後そういった対策のほうも、接触できなかったらどういった格好でして相談

するのか、そういったところを考えていきたいと思っております。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 じゃ、対策につきましては、今伺わせていただきましたので、そちらのほう

を推進していただきますよう、こちら指摘させていただいて質問終わります。 

○安田分科会長 三鴨委員。 

○三鴨委員 私はいいです、大体。 

○安田分科会長 いいですか。 
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 渡辺委員。 

○渡辺委員 いいです。 

○安田分科会長 いいですか。 

 次に行きます。２１０ページ、４１７番、特定健康診査事業について。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 先ほどの１８２とつながった形でお尋ねさせていただきますけれども、ド

ックがなくなっていくというところで、ドックと特定健診のところの受診の割合でいきま

すと、過去３年間の、先ほどの１８２でいきますと、ドックのほうがだんだんふえてくる

という流れというのは後期高齢になるまでに自分の健康についての意識が高まってきて、

後期高齢になったときにはドックを受けるという癖がついてこられているというふうにも

見れるんじゃないかなというふうに私は思っておりまして、そこでこの特定健診の事業を

推進していくというところと、ちょっとドックが終わるということで切れてしまうことが

ないように、うまく受診の流れがそちらに動くようにしていかないといけないというふう

に思うんですね。そこで目標を立てていろいろと取り組まれると思うんですけど、その目

標の立て方を見させていただきますと、国がある程度６割で持ってきてるところに現実半

分じゃないですか。この６年の間に倍にするという目標、ここに持ってきなさいというと

ころでそうしなければならなかったとは思うんですけれども、具体的にそこら辺というの

は無理がないのかというか、でき得る対策を持っとられるのか、そこに到達、行くまでの

あたりの、ちょっと教えていただければなと思いますけど。 

○安田分科会長 佐小田課長。 

○佐小田保険課長 今の御質問ですけれども、今現在は委員さんおっしゃったように６

０％ということで非常に高い、国が示してる目標になっておりますが、今現在米子市でや

ってる取り組みとしては、健診の未受診者の方に対して健診の受診券を発送します。発送

後にまた勧奨はがきでの通知とか、それから継続して受診していただくような対策として

今、先日やったんですけれども、健康がいいな講演会といいまして、鳥大の教授の先生か

らいろいろな生活自体の中身、生活習慣病の対策、予防とか、そういった格好で実施して

ます。あと保健指導の利用勧奨のほうも保健師さんがうちのほう、３０年度いますんで、

再勧奨通知や電話対策や、あと訪問とか実施して今やっとるところです。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 この部分につきましては、保健指導というところで、もしかしたら健康対

策課の地域に向けてのいろんな事業と、対象となる市民の方には線なんかないわけですか

ら、何かやってる行事については積極的に出ていって、自分に対する健康の意識増加とか、

受診をして自分のデータを何かに生かしていくという方法を探っていくという事業には、

庁内では違っても市民は同じ受けとめ方をすると思うんですが、しっかり庁内の連携をと

っていただいて、この国保のデータヘルスを使って計画を立てられた、そこに向かっての

責任をとっていかれる課はもちろんあると思うんですけど、庁内でぜひともそこの健康の

意識づけというところは連携をさらにとっていただければなというふうに思います。 

 この健診事業ってトータルにいろいろなところが事業して、市民の皆さんの健康づくり

をしていくんですけど、目的というのは、がんであったら早期発見、早期治療だったり、

健康の成人病対策であったり、そういったところをアップしていくという、そこだと思う
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んですね。その動機づけをいかにしていくかという視点と思い切った政策、ポイントをつ

けて何年か受診しなかった人には何かがバックしてくるとか、何か変わらないと、ドック

は後期高齢の方はなくなっていくという方向は予防にシフトするからでありますし、この

今回の６年かかっての受診率向上というのも健康増進というところですんで、ぜひとも連

携をとられまして大きな取り組みとして米子市の健康づくりというところでお願いしたい

なというふうに思っているんですけど。その辺、庁内の連携というのは日ごろからできて

いるんですか、健康づくりとして。 

○安田分科会長 佐小田課長。 

○佐小田保険課長 今、おっしゃったように、私ども保険課だけではなかなか受診率向上

ということはできません。今、健康対策課、先月でしたか、永江地区フレイル対策という、

フレイルの予防ということで事業のほう、ちょっと実験的な面もあるんですけど、やって

おります。今も健康対策課と密にしておりますけど、今後もいろいろ密にしていきたいと

思ってます。 

○安田分科会長 永野健康推進室長。 

○永野保険課健康推進室長 庁内の連携についてですが、月に１回保険課、健康対策課、

長寿社会課、こども相談課と業務連絡会という形で会議を持っておりまして、お互いの各

課で共通認識を持ってやっております。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 わかりました。今、御回答いただいて、健康推進室というところが鍵を握

るのかなというふうに思っております。ぜひ、今後ともしっかり連携をとって推進をお願

いしたいと思います。以上です。 

○安田分科会長 次に、３５ページ、事業番号７０番、こどもエコクラブ環境学習事業に

ついてを議題といたします。 

 岡村委員。 

○岡村委員 小学生のうちから身近な環境に接するといった、そういった体験学習という

のは本当に重要だなというふうに感じてるんですけども、事業の成果のところを見ますと、

平成２８年、２９年、３０年度に、回数がちょっと３０年度は１０回に減って、延べ参加

人数も２２９人と半減以下という感じになっているわけですけども、これの分析。どうし

て回数が減ったのか、当初からそういう予定だったのか、それと延べ人数が減ったのはど

ういったことなのか、その分析についてちょっとお知らせいただけませんか。 

○安田分科会長 福田市民生活部次長。 

○福田市民生活部次長兼環境政策課長 平成３０年度のこどもエコクラブの活動回数が

少なくなった理由についてでございます。こどもエコクラブは、ボランティアによるサポ

ーターにより活動を行っているんですけども、そのサポーターの確保が困難になってきた

という状況もございまして、活動内容の見直しをいたしました。 

 それともう一つは、昨年、記録的な猛暑であったりとか豪雨等の影響によりまして熱中

症のリスクや安全面を考慮しまして、活動を中止することも３回ほどございました。その

ような理由によりまして、平成２９年度までは１８回活動を行っておりましたけれども、

平成３０年度は１０回と活動回数が減っております。 

○安田分科会長 岡村委員。 
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○岡村委員 わかりました。去年の暑さということも影響したという部分もありますけど、

やはりそういった専門性が求められる指導者というか、そういったところにボランティア

による指導をお願いするといったところの限界があるのかなというふうに思って、そうい

った点から今後の課題・方向性のところに書いてありますけども、より専門的な知識を持

つ米子水鳥公園を主体として本事業を実施するということになったということです。そこ

ら辺の経緯をもう一遍お伺いします。 

○安田分科会長 福田次長。 

○福田市民生活部次長兼環境政策課長 事業主体を米子水鳥公園に移した経緯について

でございます。これまでこどもエコクラブは、さまざまな環境学習をテーマとして活動し

てきております。中でも中海の特性を生かした自然観賞とか、生き物についての学習であ

ったりとか、壁新聞づくり、そういったことをメーンに活動を実施してまいりました。 

 今年度から米子市水鳥公園におきましては、新たに自然観察指導員、専任職員になりま

すけれども、そういった方を採用しまして、米子市水鳥公園を本市の環境に関する生態系

調査であったり、研究及び環境学習の拠点施設としての機能向上を図ってきたところでご

ざいます。米子水鳥公園を管理する中海水鳥国際交流基金財団の環境学習事業というもの

がもともとございましたけれども、こちらのほうに統合することにより事業を実施するこ

とといたしました。水鳥公園のほうが事業主体となりますことで、これまで水鳥公園が培

ってきた中海における環境学習のノウハウや専任指導員を中心とした施設職員の専門的知

識を生かしたフィールドワーク等の活動が実施でき、中海のもたらす恩恵やすばらしさに

ついてより理解を深めることができるものと考えております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 この措置というのは、本当にいいことだなというふうに私も感じました。ぜ

ひＰＲなどもして、参加者とか、そういった多くの小学生が親しめるようにお願いしたい

と思います。以上です。 

○安田分科会長 次に、３７ページ、事業番号７３番、住宅用太陽光発電導入推進事業に

ついてを議題とします。 

 岡村委員。 

○岡村委員 設置費用が軽減されるといったことで続けられてるんですけども、これは何

年度から始まった事業で、この間の設置実績というものがわかりましたらお願いします。 

○安田分科会長 福田次長。 

○福田市民生活部次長兼環境政策課長 太陽光発電の導入推進事業でございますけれど

も、この補助事業は平成２１年度の９月から実施いたしまして、平成３０年度をもって終

了しております。 

 実績についてですけれども、住宅用の太陽光発電設置に対しまして平成２１年度に補助

金制度を創設いたしまして、その後、平成３０年度までの１０年間で２,０８７件、これは

新築、既存も全部合わせてですけれども、補助しております。その間の年度ごとの実績で

ございますけれども、平成２４年度が４６２件、これをピークといたしまして、その後減

少傾向にあり、平成３０年度はピーク時のおよそ４分の１、１１５件となりました。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 この間、今後の課題・方向性のところに書いてありますけども、設備価格が
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約半額になっていることからというふうに書いてあるんですけども、そういったことで導

入支援の役割は終わったということなんですけども、設備価格の推移というのはわかりま

すでしょうか。 

○安田分科会長 福田次長。 

○福田市民生活部次長兼環境政策課長 米子市のでよろしいでしょうか。 

（「はい。」と岡村委員。） 

 米子市の補助は、当初がキロワット当たり４万８,０００円で始めております。上限額が

１９万６,０００円でございました。それが平成３０年度におきましては、キロワット当た

りが２万４,０００円で、上限額は９万８,０００円となっております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 今、お答えになったのは補助金額がそういうふうに半分になったということ

なんですけども、ここに書いてあることは設備価格が約半額になっていることからという

ふうに書いてあるんですけど、これは設備そのものの価格が半分になったという意味では

ないわけですか。 

○安田分科会長 福田次長。 

○福田市民生活部次長兼環境政策課長 設備価格でございますけれども、一般的に太陽光

発電が、補助事業を始めたころなんですけれども、大体１キロワット当たりの整備に６４

万円ほどかかっておりました。それが太陽光パネルであったり、パワーコンデンサーであ

ったり、そういった機器の性能が向上してきたことと、あわせて価格も低下してきたとい

うことで、導入しやすい環境が整ってきたというところでございます。それによりまして

当初キロワット当たり６４万円だったものが３０年度ベースですと大体１キロワット当た

り３２万円と、ほぼ半額になっております。一般的な住宅で言いますと、仮に４キロワッ

トのパネルを載せることが大体できますんで、それを考えますと当初二百四、五十万かか

っていたものが百二、三十万ぐらいで設置できるようになったという状況がございます。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 状況、流れはわかりました。それで、この補助ですけども、県内の他の市町

村の状況というのはわかりますでしょうか。もう続けてないのかどうなのかということに

ついてお伺いしたいと思います。 

○安田分科会長 福田次長。 

○福田市民生活部次長兼環境政策課長 県内の各市町村の状況ですけれども、一応米子市

以外の３市について確認しております。各市とも、ここ数年補助単価及び補助上限額下げ

られておりまして、特に補助上限額につきましては大体県内の４市で当初１件当たり２０

万円程度だったんですけれども、これが境港市さんを除いて３市では引き下げられており

まして、鳥取市が平成３０年度時点で上限額が３万円で、倉吉市については本市と同様、

平成３０年度をもって補助事業を廃止されています。 

○安田分科会長 いいですか。 

○岡村委員 いいです。 

○安田分科会長 次に、９５ページの事業番号１９０番、分別収集事業（環境事業課）に

ついて。 

 安達委員。 
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○安達委員 ごみの収集、一般的に言っていろいろ大変だと思います。特にこの何年か暑

い夏に収集するのは特に大変だなと思います。自分も１年だけ配属があって清掃センター

にいたんですが、補助で収集するときがあったんですけれども、真夏の収集というのは、

それはこたえる作業かなと思いつつ、この事業がずっとこの間何年と続いているかなと思

いながら、分別の種類とかはここ何年、固定化されてると思うんですが、まずそこを教え

ていただけますか。何種類、何科というんですか。 

○安田分科会長 田子クリーン推進課長。 

○田子クリーン推進課長 安達委員の御質問にお答えいたします。可燃ごみ、それから燃

えないごみ等ございますけども、種類としましては１３種類に米子市の場合は区分けして

おります。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 １３種類が今何年も続いてるわけですけれども、これから新しい事業に係る

ここの科目数をふやすかどうか質問する前に、今回の３０年度の決算を見ますと２９年度

と比較しまして、いわゆる家庭系の一般廃棄物排出量が減少しておりますけれども、この

担当課が一生懸命頑張られて減少というのが見られたかなと思うんですが、そこら辺のと

ころの経過をちょっと教えていただきたいと思うんですが。 

○安田分科会長 田子課長。 

○田子クリーン推進課長 御質問いただきました家庭系の一般廃棄物につきましては、お

っしゃいますように数字で比較しますと平成２９年度に比較して３０年度は５９４トン減

少しております。この効果につきましては、行政はもとより市民の皆様の生活ごみの排出

の抑制等お取り組みに尽力していただいた結果だと考えております。以上です。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 そこで一般廃棄物の中には家庭から出るごみと、それから事業所から出るご

みがあると思うんですが、その分析ということはしておられるか、そこをちょっと教えて

いただけますか。 

○安田分科会長 田子課長。 

○田子クリーン推進課長 ９月の議場での御質問とも関連したお尋ねだと考えておりま

す。確かに家庭系と、一般廃棄物の中には事業系、例えば紙くず、木くず、そういった事

業で排出される一般廃棄物といったものも排出されております。この数量につきましては、

ずっと横ばいもしくは減少の傾向でございましたが、平成２９年度と３０年度とを比べま

すと７３９トン排出の量が増加しておる状況でございます。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 その増加の背景とか傾向、実績ですからふえた傾向は今言われるんですが、

どのような背景があるかとか、中身については深掘りしておられますか。研究とかをして

おられますか。 

○安田分科会長 田子課長。 

○田子クリーン推進課長 ふえた背景、理由のお尋ねでございます。実際のところふえて

おるのは事実でございまして、明確な要因がはっきりこれだとちょっとお示しできない状

況でございます。本年度、事業所への訪問、事業系の一般廃棄物排出者への確認、指導す

べきことがあれば指導等も行いながら検証していきたいと考えます。 
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○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 それは３０年度の成果とか実績をもとに、この令和元年度、指導を進められ

るというところなんですが、できるだけそれを細かいところを分析してもらって次年度に

つなげていただきたいなというのと、一方で、今御存じのように市内には民間さんがいろ

いろな形で参入されて、エコポイントとか、それからカードの発行で、いわゆる我々公共

が収集する以外のところでいろんなごみを収集しておられますが、そういった取り組みの

内容とか実績とかというのは担当課でわかるもんですか。例えば、何々事業所が今、内浜

産業線のところで何年か前から始められましたけれども、ああいうところにも投入ができ

るようになったわけですね、それでポイント制にされた。そういった量が市でわかるもん

ですか。ちょっとそこはお聞きしたいところですが。 

○安田分科会長 田子課長。 

○田子クリーン推進課長 御質問にございましたように、確かにクリーンセンターの近隣

にもできております。実際のところデータ等は持ち合わせておりません。事業所の者訪問

等ございましたら、そういう場所に聞けば教えてもらえる範囲で、企業活動でしたら聞け

るわけですから、状況調べながら考えていきたいと思っております。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 最後にしますけれども、そういったところでやっておられるので、いわゆる

一般廃棄物が公共のほうに搬入されるのがどんどん減らにゃいけんのかなと思いつつ、期

待値を思いながらこれから推移を見たいんですけれども、かなり事業所がふえていますし、

それからサービスが拡大してるところを見受けるに河崎のほうの投入が減るのを期待して

取り組みをさらに強化していただきたいという要望にかえたいと思います。よろしくお願

いします。 

○安田分科会長 以上で市民生活部所管については終わりました。 

 説明員入れかえのため暫時休憩をいたします。 

午前１０時３５分 休憩 

午前１０時４０分 再開 

○安田分科会長 予算決算委員会民生教育分科会を再開します。 

平成３０年度米子市一般会計等の決算認定についてのうち、福祉保健部所管部分を議題

といたします。 

 それでは、５１ページの事業番号１０２番、地域福祉計画推進管理事業について。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 この地域福祉計画推進管理事業、今年度で計画ができ上がるということで

御努力いただいているところなんですけれども、今後の課題・方向性というところに書い

てあるとおりで、この２年間、この次の具現化のための動きというのを並行して探りなが

ら計画策定に進んでいらっしゃったと思いますけれども、今後どのような動きをされてい

くのかというところをお伺いさせていただきます。 

○安田分科会長 大橋福祉保健部次長。 

○大橋福祉保健部次長兼福祉政策課長 今後の課題ということでお話しさせていただく

ということでよろしいですね。ここに書いておりますように、地域福祉計画の実践自体が

住民を巻き込んだ形になっていきますので、私どもとしてはこの計画を住民の中に浸透し
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ていく作業は当然しなきゃいけないと思っております。現年度でも市民フォーラムを開い

たり、あるいは１１月にシンポジウムを予定しておりまして、それぞれ市民への伝達を行

っていきたいというふうに思っております。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 福祉政策課を中心に庁内の連携をとられて進んでいらっしゃると思うん

ですけども、ずっと本会議の質問等でも言っておりますけども、このまちづくりという観

点で地域共生社会を進めていくときに福祉政策課というところが本当に担っていくことで

それぞれの今現在地域を支えているいろんな角度を担当している部は違います。そこのと

ころは、福祉政策課というところで本当にそれぞれのところを統括していけるのかという

ところについてはどのように、決意と覚悟は、そういうのは私はわかっているんですけれ

ども、本当にできていくのかというところはどうなんでしょうか、正直なところ。 

○安田分科会長 大橋次長。 

○大橋福祉保健部次長兼福祉政策課長 私のリードの能力がないと言われたらそうかも

しれませんけども、仕組みとして今、私どもは各課の担当者を呼んでこの計画策定の前に

全庁的な会議をやっているわけですね。そこでやっていますし、課長級は課長級でそこで

討論されたことについて合意を得ながらやっております。そういう意味で今やってる仕組

みが欠点があるというふうには思っておりません。もし、それが足りないとすれば私に能

力がないということで、それはおわびしたいと思います。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 それは、私はちょっと違うかなって、力がないとかそういうことではない

というふうに思っていまして。たまたまなんですけど、きのうは社会教育委員の皆さんの

集まりがありました。この議会の中でも聞きましたけど、地域包括支援センターの方々に

はこういった構想です、計画も進んでいますというのは説明がありました。きのう、社会

教育委員の皆さんから出てきたときに担当課長さんのほうからは、公民館の中に新しい組

織とか新しい人材の配置というところの構想は持っておりますけれども、きょうは皆さん

に説明はできませんということだったんですね。庁内の連携がしっかりできていて、福祉

政策課長の口からは伝えることができる部署、担当の関係の方々があって、どうして社会

教育委員の会に出られた担当課長が、案はあるんだけれども伝えられないんですと言うか

ということが庁内全体として同じ立ち位置に立ってないということじゃないかなという、

きのう、ああ、そうなんだ、やっぱりそうじゃないかと思ってしまったんですけど、そこ

のところはどうですか。 

○安田分科会長 大橋次長。 

○大橋福祉保健部次長兼福祉政策課長 社会教育委員の会、社会教育委員さんの集まりで

すね、そこのテーマが何だったか存じ上げませんけれども、生涯学習課が所管課長だと思

うんですけども、そこはそれで社会教育をテーマにした中でのお話だったんではないでし

ょうか。私どもがやっております地域福祉に関して申し上げれば、私たちはコミュニティ

ワーカーなどを置いたりしながら地域のために尽力をしていく仕組みを持っていくという

ことは了解済みでございます。ただ、それが公民館の具体的な内容にどのように影響する

のかは少し言えないということがあります。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 
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○矢田貝委員 副市長はどのようにお考えでしょうか。きのうの会では、あるんだけれど

も答えられないという言い方でした。ほかのところでも地域振興課が公民館の方々にいろ

んな来年以降に向かっての職員としての立場のあり方とか、いろんなことで問題意識は共

有して、それぞれの課からいろんな対話があっていると思うんですけども、具現化に向け

て重要になっていく共生社会の実現というところの意識啓発、共通の課題というところに

庁内全体で本当に立てていて、同じところでそれぞれが担当課の口から市民の方に意見を

聞くなりして、それが集まってきてこう進んでいくんだよというところに立ててないんじ

ゃないかなという、何かすごく思うところがあるんですけど。 

○安田分科会長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 私も昨日の会議の場面とか職員の発言を子細に知りませんので、そのこと

についてのコメントはできません。ただ、一つだけ申し上げたいのは、以前にも申し上げ

たことあるような気もするんですけど、地域包括の人が地域のさまざまな課題をできるだ

け包括的に対応していく、これはこれから目指すべき方向性だろうというふうに思ってお

りますし、そのことについての共通認識は庁内でできております。これは私ははっきり申

し上げます。 

 ただ、一方の委員のおっしゃる究極的な目的である、本当にワンストップといいましょ

うか、そこに向けて、わかりやすく言いますと福祉保健部ではやはりどうしても厚生労働

省の所管業務をやっておりますし、それから従来の公民館というのは社会教育施設、これ

は文科省でありますし、そういったさまざま、国の縦割りとは言いませんけども、やっぱ

りエリアエリアがあって、それぞれの歴史があるわけであります。もちろん究極は、その

各地域が、あるいは各家庭が、あるいは各個人が自立的に幸福に生活していくという、こ

れが最終目的であるわけでありますけど、それに向かって新しい体制をどうつくっていく

のかというのは、それぞれの今の現状からそこに向かってどうベクトルを合わせていくの

か、あるいは最終的に資源や体制を共有できるものは共有していくのかということだと思

っています。それぞれの今立ち位置がありますので、そこから共通の目的に向かって歩き

始めてると。 

 繰り返しになりますが、今、福祉政策課がやっている取り組みというのは、やはり福祉

保健部所管事項を起点したものになります。これはどうしてもそうなります。したがって、

地域包括センターどうするのかとか、コミュニティワーカーどうするのかというような話

にしても全てやはり福祉という、どちらかというと狭い意味の福祉というところに起点が

あります。 

 一方で、繰り返しになりますが、教育委員会は、やはり従来からの生涯学習なり公民館

というものからそこにどうやってアプローチしていくか、それをどう融合させるのか、あ

るいは融合できない部分もあると思いますので、そういった仕組みを今つくろうとしてい

るということですので、恐らく担当者が言ったのは生涯学習なら生涯学習のサイドでそう

いった新しい方向性に向かってどう歩み始めるのかという案を今考え始めてるということ

の部分を言ったんじゃないかなというふうに思います。 

 ただ、それは全部今一枚の絵ができてるかというと、これは正直言ってまだ一枚の絵は

完全にできてません。できてませんが、一枚にしようという努力をしてるいうことだけは

御理解いただきたいと思います。 
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○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 よくわかりました。これ以上言ってもずっと私の思いと、わかってるけれ

ども、なかなか進んでいかないというところ、一致してこないところだと思うんですけれ

ども、それぞれの方が一生懸命部門の責任でもって頑張っておられるところのもとの説明

が弱いから、もしその説明を公民館の方、またいろんな活動されてる地域の方、地域包括

支援センターの方等はお話を聞いたときに、どっちに向かっていこうとしてるのかな、自

分の今の立場どうなっていくのかなみたいな、そういう不安のほうが残ってしまうんじゃ

ないのかと、もう少し説明があってもいいのじゃないのかなというふうに思っております。 

 これ以上は申し上げませんけれども、この部分につきましてはしっかりと計画を立てて

いただくということだけではなくて、具現化に向けてのタイムスケジュール、それからど

ういった方々から意見を集めていくのかというようなことを早く見える形でお示しいただ

きたいなということで、指摘兼要望になると思うんですけれども、この辺はしっかりとお

願いをしておきたいと思います。 

 副市長とか皆さんが何か私が言うたびに、そこは力がないということであればというよ

うなこと言われます。そんなふうには思ってませんで、庁内の皆さんが動いてらっしゃる

というの感じるからこそ、市民の側からしっかりと説明をしていただいて、市民の力、意

識が盛り上がってくるような取り組みをぜひとも急いでいただきたいという思いから発言

をさせていただいております。どうぞよろしくお願いします。 

○安田分科会長 次に、５２ページの事業番号１０４番、生活困窮者自立支援事業につい

て。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 これにつきましては、書いてあるところについてもう少し詳しく説明をい

ただきたいと思います。出動内訳、相談内訳等の件数の推移についてお願いします。 

○安田分科会長 橋尾福祉課長。 

○橋尾福祉課長 まず推移ということでございますけれども、５２ページのほうに今年度

の相談件数と受け付け件数等を示しておりますけども、まず受け付け、３年間の推移で見

ますと、相談受け付け件数は、２８年度が２２６件、平成２９年度１９５件で、３０年度

が２２８件でございます。情報提供のみ、他機関への受け渡しとなった件数につきまして

は、平成２８年度１６３件、平成２９年度１６４件、３０年度が１１７件でございます。

支援の申請件数につきましては、平成２８年度が２５件、平成２９年度３３件、３０年度

は３７件でございます。そのうちの支援計画の作成件数につきましては、平成２８年度２

３件、平成２９年度３３件、平成３０年度３１件でございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 社会福祉協議会との仕事のすみ分けであるとか、連携のぐあいというのは

どんな感じになってますでしょうか。 

○安田分科会長 橋尾課長。 

○橋尾福祉課長 この事業につきましては、米子市社会福祉協議会のほうに委託という形

でさせていただいてはおりますけれども、社会福祉協議会と、あと関係機関であります米

子公共職業安定所、あるいは本市の担当課であります福祉課、あるいはそのケースごとに

担当課が変わってくることはありますけれども、長寿社会課ですとか、障がい支援課、そ
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ういったところと月に１回支援調整会議というものを開催して、それぞれ個別のケースに

つきまして情報の共有、集約を図っているところでございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 その具体的な情報の共有の仕方というのは、書面があったりとか、定期的

に持たれているとか、そういうことなんでしょうか。 

○安田分科会長 橋尾課長。 

○橋尾福祉課長 そのケースのプランを作成したりとか、評価をしたりということになり

ますので、そういった書面のほうを準備してケース会議を開催をしておりまして、その中

でプラン作成はもちろんですけども、一定の支援を行った後にはその対象者の意向なんか

をもとにしまして継続するか、あるいはそれで終結とするか、そういった評価なども行っ

ております。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 きちっと記録を明確に残されていくとか、本市独自の取り組みがされてい

るだろうと思いますけれども、この生活困窮の方々がそこに陥るまでの取り組みというの

は、本当に横のつながりでいかにセーフティーを強化していくかということだと思います

ので、ここにつきましてはどんどんいろんなニーズが変化してくるようですし、それぞれ

一人一人背景も違うので、これというものができにくくて、本当に大変な深いお仕事だと

思っておりますけども、ぜひとも一歩手前で、生活困窮に陥るまでの一歩手前というとこ

ろの皆さんのお仕事と期待しておりますので、今後も報告等も見させていただきたいと思

います。 

 書類につきましては、健対のほうでいただいたこども相談のほうの書類というのは明確

にこういうものがあるというのは聞きましたけれども、もし工夫されているようなものが

あるんだったら、後でいいですので、こういった方法で、こんな項目でとって生活困窮に

陥るまでにどこに向かってつなげたみたいなものがあるようでしたら教えていただきたい

と思います。以上です。 

○安田分科会長 いいですね。 

○矢田貝委員 はい。 

○安田分科会長 次、５３ページ、事業番号１０５番、生活保護受給世帯学習支援事業に

ついてを議題といたします。 

 福祉課から説明書修正の報告があるみたいですので、お願いしたいと思います。 

 橋尾課長。 

○橋尾福祉課長 ５３ページの上段の資料の中ですけれども、事業の成果のところです。

参加登録の生徒さんのところを中学生１３名と書いておりますけども、正しくは小中学生

で１７名ということになりますので、修正をお願いいたします。 

○安田分科会長 それでは、質問に入ります。 

 岡村委員。 

○岡村委員 できましたらこの生活保護受給世帯学習支援事業とあわせて、７３ページに

あります１４５番のひとり親家庭学習支援事業、これをあわせてお聞きしたいというふう

に思いますけど、よろしいでしょうか。 

○安田分科会長 １４５番は通告してありますか。 
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○岡村委員 ええ、後で。 

○安田分科会長 後でしてありますか。 

○岡村委員 書いてありますけど。 

○安田分科会長 ほんなら一緒にお願いします。 

○岡村委員 こうした生活保護世帯とか、ひとり親家庭の子どもさんの学習を支援してい

くといったことで、毎週土曜日の午後開かれて、平成３０年度４０回といった回数を開催

されたということなんですけども、最初にお伺いしますのは、合わせて小学生、中学生そ

れぞれ何人ずつ登録、参加されたのかいうことをお聞きしたいと思います。 

○安田分科会長 池口子育て支援課長。 

○池口子育て支援課長 生活保護受給世帯の学習支援事業とひとり親世帯の学習支援事

業をあわせて実施しております。登録している児童数ですが、小学生が２２名で、内訳と

してはひとり親世帯が９名、生活保護世帯の方が１３名。中学生が１８名、内訳はひとり

親世帯が１４名、生活保護世帯が４名です。 

 各回の参加者数につきましては、学校行事の関係とかもありましてかなり変動が大きい

んですけれども、毎回数名から十数名程度ということで参加いただいております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 小学生、中学生合わせて４０名の方が登録、参加されているということです

けども、本当に地道な活動をされて、特に指導されてる方というのはボランティアでやっ

ておられるというふうにお聞きしてるんですけども、そうした方々は大体どういった方に

お願いしているのか、何人お願いしてるのかいうことが、教員のＯＢの方とか、島大の学

生さんだとかあると思うんですけど、その辺の内訳をお願いします。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 ボランティアでお願いしている方は、教員のＯＢの方で登録され

てる方が８名、それから島根大学の学生さん、登録されてる方が大体１８名、そのほかに

見守りスタッフとして８名の方に登録いただいてます。 

 各回、参加する子どもさんの人数に合わせてということもありますけれども、大体十五、

六名のスタッフで運営していまして、元教師の方が３名程度、島根大学の学生さんが６名

程度、それから見守りスタッフの方が３名程度、そのほかに市の非常勤職員、専任の職員

がおりますが、これが１名、それから送迎バスの運転手として１名、あと福祉課、子育て

支援課の職員が大体３名程度毎回参加させていただいております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 そういったスタッフの方々に支えられての活動だというふうに思うんです

けども、例えばこういった指導者、スタッフを確保するといった点でいろんな御苦労もあ

るんじゃないかと思うんですけど、そこら辺はどんな状況でしょうか。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 この事業続けるに当たっての課題ということでよろしいですか。

（「はい。」と岡村委員） 

 ボランティアの方に関しては、もう設立当初からずっと変わらず続けていらっしゃる方

が多いということがありまして、大変ありがたいことなんですけれども、その一方で、新

しくボランティアとして参加していただく方というのはなかなかふえない状況です。島根
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大学の学生さんについては、年度当初に大学全体でボランティアの参加について受け付け

をいただくというイベントがありまして、そこで一定数の学生さんに御参加いただいてい

るというふうになっております。 

 新たなボランティアの確保ということと、それから現在１カ所で運営をしておりますの

で、参加のしやすさということを考えまして拡大していきたいというふうなことが課題と

して上げられると考えております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 こういったボランティアの方のスタッフを確保するというのは、大変な作業

だというふうに思います。いろんなところに働きかけて、ぜひこういった事業が継続でき

るように御努力をお願いしたいというふうに思います。以上です。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 今、岡村委員の質問に対して報告いただいたところはわかりました。これ

からの事業の目的というところで考えますと自立をしていっていただくためのいろんな応

援ではあると思うんですけども、この事業が発展していくために、エリアが１カ所で、送

迎までしていらっしゃるというところ、それから当初からの市の職員さんの御苦労という

か、かかわりというのが直営とも言わず、中途半端な後押しというか、すごく何か大変じ

ゃないかなと思っているんですけれども、そこら辺の負担感というのはどうなんでしょう

か。そのことを解消するという目的もサービスの充実というところも含めて、エリアを拡

大していくというところに向かっていかれてるというふうにも理解してますけど、それで

いいんでしょうか。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 学習支援の取り組みということにつきましては、子ども食堂など

民間の事業者の方が社会貢献というところで今、取り組みをいただいてるというふうに伺

っております。こういうことの動きもあわせまして、学習支援の機会を拡大していきたい

というふうには考えてます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 この間もたまたま子ども食堂を一生懸命されてる方に出会って話しまし

た。自分は貧困世代、なかなか食べていくことのできない子どもたちにという思いで始め

たけれども、どうも最近は違ってきて、そこ世代の垣根を越えて地域の人たちが気軽に集

まれる場というところに向かってるんだよねみたいな会話で、お互いが、そうですね難し

いですねって、市でなかなか子ども食堂って一言で言ってもその捉え方もいろいろなので

難しくて、でも支えたいというところに市は動いてます、理解してくださいというような

話ししたところなんですけれども、今おっしゃったとおりで、子ども食堂が今あるという

ことと市の政策でそういった居場所とか学習支援の場所を提供していくというところを少

し整理していかれないと難しいのかなというふうに思います。市のかかわりとして、予算

であるとか、市とのかかわりというところ、これからふれあいの里でやってきたこの事業

については、市はしっかりと人も出す、お金も出すというところだけど、そうじゃないと

ころについてはどうしていくのかというところもばらばらっとなってくると思いますので、

ぜひ職員の皆さんも自分のお時間を使ってその支援に動いてらっしゃるんですけれども、

拡大するためにもう少し整理されていってもいいのかなというふうに私個人として思って
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います。意見です。 

○安田分科会長 次に行きます。５４ページ、事業番号１０７番、障がい者支援事務費に

ついて。 

 岡村委員。 

○岡村委員 これについてちょっと一点だけお伺いしたいということなんですけども、事

業の概要のところで（２）で専任の障害支援区分認定調査員の配置とか、（３）で窓口対応

非常勤職員の配置というふうなことが書いてあるわけですけども、これについてやはりこ

ういった障がい者福祉とか、そういったことについてある程度専門性を持った方の配置と

いうのが望まれるというふうに思うんですけど、実際どういうふうになっていたのかお伺

いします。 

○安田分科会長 仲田障がい者支援課長。 

○仲田障がい者支援課長 障害支援区分認定調査員につきましては、資格自体に公的な定

めはございませんが、本市としまして認定調査には障がいに対する基本的な知識が必要だ

と考えておりまして、採用時の受験資格を障がい福祉または高齢者福祉業務に係る資格を

有するか、その職務経験がある方というふうにいたしました。 

 現在、採用している職員は、社会福祉士の資格を持っておりますとともに、障がい福祉

サービスの管理責任者の資格も有しておる職員であります。県主催の障害支援区分認定調

査の研修を受講した上で業務に当たっております。 

 窓口対応の非常勤職員につきましては、特に資格は持っておりませんで、基本的には窓

口の一時受け付け事務補助ということで雇用しておりますので、書類の授受とか一時対応

ということで特段の資格は持っておりません。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 わかりました。そういった専門性を有する配置、区分の認定調査員の方です

ね、そういった配置だということなんですけど、窓口対応の非常勤職員の配置で、特にそ

ういった専門性というのは求められない、取り次ぐだけという感じの何かお答えだったよ

うなふうに受け取れたんですけども、でもいろいろそういった具体的なケースに接する中

で専門性というのが必要になってくるんではないかなというふうに私は思ったところでお

聞きしたんですけど、そういった点はいかがでしょうか。 

○安田分科会長 仲田課長。 

○仲田障がい者支援課長 確かにいろいろなケースのお客様が来庁されますので、ある程

度知識があったほうが仕事はしやすいと思います。今、登用している職員は、幸いといい

ますか、非常に勉強熱心ですので、さまざまな障がい福祉に対する制度等も勉強してもら

っておりまして、ある程度のことはその非常勤職員で対応ができるぐらいには成長してい

っております。現場での実務経験等はございませんが、かなり役に立ってもらっていると

いうふうに感じております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 最後、要望ですけども、ぜひそういった障がいのある方々の立場に立った対

応が的確に行えるように努めていただきたいというふうに思います。以上です。 

○安田分科会長 次に、７２ページ、事業番号１４４番、障がい児通所等給付事業を質問

をお願いします。 
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 奥岩委員。 

○奥岩委員 通告どおりになるんですが、まず決算額が平成２８年度、２９年度、３０年

度と伸びてきているんですが、こちらの背景について伺います。 

○安田分科会長 仲田課長。 

○仲田障がい者支援課長 障がい児通所等給付事業としましては、未就学児の支援を行う

児童発達支援と医療型の児童発達支援、就学児の授業の放課後に支援を行う放課後等デイ

サービスがございます。給付の決算額が伸びている背景といたしましては、支給対象者及

び事業所数の増加が理由だと考えております。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 今、事業所数の増加というようなことがあったんですが、給付対象者もです

けど、こちらが変化してきた理由といいますか、状況についてどう把握しておられますで

しょうか。 

○安田分科会長 仲田課長。 

○仲田障がい者支援課長 給付対象者や事業所数が増加している理由ということでした

が、例えば５歳児健診等が行われてきて、発達に課題があるお子様がふえていると言うと

おかしいですけど、そういったお子様の療育が必要になっているというニーズに対応して

事業所もふえております。実際に利用者というか、給付対象者というのも３年間で１,３０

０人ほどふえております。そういう状況だと思います。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 ５歳児健診と連動して、早期発見といいますか、早期な対応ができるように

なったんで、その受け皿を含めてというような御答弁だったと思うんですが、そうします

と、今後の課題のところにも書いて把握はしておられると思うんですけど、現在のサービ

ス状況につきまして、そちらについて現在充足しているのか、それとも不足しているのか、

そこについてはどうお考えでしょうか。 

○安田分科会長 仲田課長。 

○仲田障がい者支援課長 現在の状況といたしまして、サービスの利用希望者が施設がい

っぱいで利用できませんと断られるというケースはほぼないものと思っておりますが、で

は十分に足りているかというと、なかなかそこも難しいところでして、先ほども申し上げ

ましたように給付対象者、利用希望者はふえていっておりますので、事業所もこれからあ

る程度整備をしていかないと足りなくなるおそれがあるというふうに考えております。現

在の供給体制にさらに事業所として参加していただくために、施設整備の補助金等も市と

しても考えておるところです。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 しっかりと実態把握されているということで、施設サービスも含めて今後、

対応されるというようなお話でした。平成３０年度決算ですので、ちょうど３０年度から

５歳児健診も始まっておりますので、先ほど御答弁あったとおり、５歳児健診も給付対象

者増の要因となっているのではないかということでしたので、そちらのほうもしっかりと

調査・研究されながら、随時対応を早い段階でしていただけたらと思いますので、サービ

スについてのことと給付対象者について今後もしっかりと図られるということですので、

指摘事項とさせていただきたいと思います。以上です。 
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○安田分科会長 ほかの委員、よろしいですか。 

〔「なし」と声あり〕 

○安田分科会長 じゃ、次に行きます。事務報告の１５９ページ、障がい者就労施設等か

らの物品の調達について。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 事務報告の１５９ページになります、１０番のところですね、障がい者就労

施設等からの物品調達になりますが、こちらの目標達成率とその内容について御説明まず

お願いいたします。 

○安田分科会長 仲田課長。 

○仲田障がい者支援課長 事務報告には本市全体の目標額と実績額しか掲載しておりま

せんが、各部局ごとの目標達成率、未達成のところを申し上げますと、市民生活部達成率

９７.５％、福祉保健部達成率９６.０％、淀江支所７７.８％、議会事務局３３.９％とな

っており、ほかの部局については１００％これの達成率になっております。 

 未達成の理由ということで各部署に尋ねましたところ、主な原因としまして、購入して

いた物品、これはバイオディーゼル燃料なんですけど、そういったものを年度途中で事業

所さんが販売されなくなったとか、事業所自体が繁忙のため発注したかった委託業務を受

けていただけなかった、あるいは発注予定だった印刷物の仕様が変わって障がい者施設で

は対応不可能になったというようなことが主な理由として上げられます。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 ちょっと私といたしましても反省するところが非常に大きいところであっ

たんですが、さまざまな理由でというところ、全体的には目標達成されたということでし

た。 

 今後についてなんですが、先ほど御答弁いただきましたとおり、いろいろな理由も考え

られると思いますので、当初こちらのほう物品調達を始められたときから比べますと非常

に額も伸びておりますし、各部局さんの御努力のたまものだというのは感じております。

今後も引き続き同様にしていただければと考えておりまして、ちょっと我々も反省すると

ころは非常に大きかったんですけど、以上にさせていただきます。 

○安田分科会長 ほかの委員さんは。 

 三鴨委員。 

○三鴨委員 ちょっと追加で質問させていただきたいと思うんですけれども、理由をお聞

きいたしますと受け手の側の理由も多かったと思います。そのあたりの目標を立てる際の

話し合いですとか、そういったところも今後必要になってくるとは思うんですけど、その

あたりはいかがでしょうか。 

○安田分科会長 仲田課長。 

○仲田障がい者支援課長 優先調達の目標につきましては、毎年、新年度予算のときに各

部署に優先調達で調達できるものをなるべくお願いしたいということでお願いをしました

後、新年度予算が始まりまして、各部局に調達額の目標として予算がどれだけついたかと

いうことを集約しているところですが、なかなかやっぱり出したい側、発注したい側とそ

れを受ける側のマッチングというのは難しい問題もあるようでして、先ほど申し上げまし

た多忙の状況とか、そういうこともありますので、できれば発注の際にはどれくらいのボ
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リュームなのかとか、いつ自分のところのをやってほしいのかという、そういうスケジュ

ールをきちんと詰めて事業者側とより詳細な打ち合わせをした上で発注をしていただくよ

うに、また今年度、来年の予算の向けて各課にお願いをしていきたいと思っております。 

○安田分科会長 三鴨委員。 

○三鴨委員 その点は指摘事項になろうかと思いますので、しっかりとお願いしておきた

いと思います。 

 もう一点お伺いしたいのが、奥岩委員も言われましたけども、年々上がってきている中

で、この実績額を見ると、ここのあたりが結構マックスの辺まで来てるのかなという印象

を受けますけれども、今後はどう対応されるのかというところを最後、伺っておきたいと

思うんですけども。右肩上がりで行くということはないような印象受けたんですけど、い

かがですか。 

○安田分科会長 仲田課長。 

○仲田障がい者支援課長 委員のおっしゃるとおり、これから先ずっと右肩上がりで優先

調達の金額が上がっていくというのはちょっと難しいと思います。まず事業所さんのほう

もいろんな取り組みをやり始めておられますので、受けていただける物品ですとか業務と

いうのはふえていくと思いますが、我々のほうとしても発想をいろいろと柔軟にして、ど

うやったら事業所さんに受けていただくような発注の仕方ができるのかということも考え

ていかなければならないと思っています。 

 ただ、金額的には実績でいきますと米子市３０年度は１,９００万でして、鳥取県内の４

市の中では一番実績は上がっているところです。３１年度の、令和元年度ですけど、ほか

の市町村の目標を見ましてもそんなに右肩上がりはなってない状況ですので、去年よりも

ことし、ことしよりも来年と少しずつやっぱりふやしていく努力ということを重ねていく

のではないかというふうに思っています。 

○安田分科会長 三鴨委員。 

○三鴨委員 では、課題ですとかいろいろと認識されているということですので、次年度

予算におきまして話し合い等きちんとされて、目標を立てたらそれをしっかりと達成でき

るようにお願いしておきたいと思います。これは指摘させていただきたいと思います。 

○安田分科会長 では、次に行きます。４９ページ、事業番号９８番、地域福祉活動事業

について。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 事業の成果のところで決算額としてはほぼほぼ同じような額でありまし

て、支出についてはほぼ決まった目的に出ているものだろうなと思うんですけど、その支

出の内訳についての確認と、それぞれの方々が行っていらっしゃる事業の把握の方法であ

るとか、分析についてお伺いさせてください。 

○安田分科会長 塚田長寿社会課長。 

○塚田長寿社会課長 地域福祉活動事業費につきましては、米子市の民生児童委員協議会

に委託をしておりまして、その内訳は２７地区あります民生委員・児童委員の数に応じた

額を活動費として支出をしております。 

 内容につきましては、各委員が活動記録簿に日々記録をしておりますので、その活動内

容の活動件数を毎月各地区で集計をしていただいて報告をしていただき、市としては把握
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をしております。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 今後の課題と方向性のところに、この地域の中でこういった方々が、いろ

んな課題が変化して複雑化していく中で果たされるべき役割というのは大きいということ

で、この中にも書いてあるんですけれども、この事業でいくとただ活動を指示しているだ

けというところで、市としてこういった社会が変化している中、また共生社会を目指して

いく中というところで、ただ例年どおりの報告の仕方というところでいいのかって感じる

ところがあるんですけども、そのあたりは今後何かあるんでしょうか。ことしこんなこと

がありましたとか、特別に担っている役割の変化があれば教えてください。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 民生委員・児童委員の方の役割を広く市民の方にも知っていただく

ために、本年度はホームページにわかりやすく活動の内容を紹介させていただきました。

相談支援をしますというところと、あわせて市で相談関係機関とのつなぎ役という役割を

担っていただいておりますので、そういったことで紹介するとともに、今現在支援内容が

個別化、複雑化しておりますので、また支援する世帯もふえております。こういった活動

の報告もいただきますけれども、一方、地域包括支援センターの職員も実は民生委員の地

区の会議に参加をしたりしておりまして、顔の見える関係づくりに努めておりますので、

そういったところでは連携を強化いたしまして、市ももちろん相談に乗ることもございま

すし、ネットワークを強化していこうかと考えておるところです。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 その点大事なところだと思います。長寿社会課のほうで報告だけを受けて

いるということではなくて、積極的にこれからこういった方々、地域の中の活動していた

だける方をどう新たな仕組みの中に生かしていくのかというのはしっかりと示していかれ

る上でも意見を聞く、これからいろんなタイムスケジュールを示していかれると思うんで

すけれども、ぜひ民生委員さん、主任児童委員さんたちからの意見を聞いていくというと

ころもお願いしておきたいと思います。これはもっと強化していかないといけないという

ふうに思っておりますので、指摘をさせていただきたいと思います。 

 一個確認ですけれども、鳥取県がひきこもりの実態調査をしたときに、市が把握するた

めに動いていただいた方々というのがこの方々だと理解してよろしいでしょうか。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 民生委員協議会の委員さんにも御協力をいただいて調査をさせて

いただきました。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 鳥取県が行ったわけですけれども、米子としての実態把握というのが弱か

ったという面も感じておりまして、ぜひともこういった方々、また地域包括支援センター

の方々等も含めて一度特別な事業として実態把握のために動き出されるということも緊急

に必要じゃないかなというふうに思っております。これは長寿社会課だけではなくて、ひ

きこもりに対しては障がい者支援課のほうも事業として持っていらっしゃいますので、一

度大きな取り組みとして実態把握と、それから本市としてどのように取り組んでいくのか

ということを示していただきたいなというふうに思います。以上です。 
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○安田分科会長 では、次に、５２ページ、事業番号１０３番、地域支援活性化事業につ

いて、質問をお願いします。 

 安達委員。 

○安達委員 この事業ですけれども、全額委託料で予算が組んであると思うんですが。そ

このところ確認したいんですが、全額委託料でしたよね。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 本事業は、地域における支え合いの仕組みづくりの構築を図るため

地域福祉コーディネーター１名を配置しとりまして、これを米子市の社会福祉協議会に委

託をしております。委託料でございます。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 それで何点かお聞きしながら昨年の振り返りなんですが、１点目は、地域ケ

アシステム、この制度があると思うんですが、その構成と事業の実績内容をお聞きしたい

と思いますが、実績を含めてどのように担当課として考えておられますか。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 地域包括ケアシステムの実現に向けて、まず地域福祉コーディネー

ターがその一つを担っておりまして、地域に出向きまして、手法といたしましては地区版

の地域福祉活動計画を策定したり、サロンの立ち上げをしたり、支え愛マップづくりの支

援など行っております。そういったことで地域の支え合いの仕組みをつくるということで

活動していただいております。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 その支え合い活動の拡大が必要というふうに捉えたんですけれども、その中

で、そのことをもって考えれば、小地域ごとの支援体制というのは地域ごとの比較ができ

るというふうに担当課はとっておられると思うんですが、そこはどのように受けとめてお

られますか。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 先ほど申し上げました地区版の地域福祉活動計画も、これは米子市

２７地区ございますけれども、９地区しかまだ完成しておりませんで、今、１地区策定中

です。地域によりまして差異があるということは認識しておりますので、今後とも計画的

に協力をしながら、それぞれの地域の特色を生かしながら進めていきたいと考えておりま

す。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 そこで言われる特徴、そこの地域の特性みたいなものがあると思うんですね。

紋切り型で一つのモデルをつくって、そこに行ってくださいじゃなくて、その地域にそれ

ぞれ特性があると思うんですが、その捉えをどのように、もう少し掘り下げて受けとめて

おられるかお聞きしたいんですが。紋切り型ではないと思ってますので。どうでしょうか。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 長寿社会課といたしましても、この事業のほかにも地域ケア会議で

すとか、そういったことで地区のほうに出かけて地区の方とお話をさせていただく機会が

ございますけれども、地域のつながりが強い地区もあるところもございますし、なかなか

そういった地域課題を考えるような場が持てない地区もあると認識しておりますので、そ
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のあたりは今後は、今現在策定しております、先ほど出ましたけれども、地域福祉計画の

中でもどういった形で進めていくかというのは担当課の長寿社会課としても考えておりま

す。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 今のところは９地区ですか、２７ある中の９地区だと。ことしももう既にこ

の事業は進めておられると思うんですけれども、いわゆる全地区に広げていこうとしてい

るのか、ことしは何地区まで行った、来年は何地区まで行った、最終到達は２７なのか、

そこのところの今後のこの３０年度の実績を踏まえて、これからの方向性をさらに教えて

いただけますか。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 協力していただける地区の事情もございますので、毎年２地区ずつ

ですとか、そういったことでなかなか進まないところもございますけれども、これは一つ

の地区に入る手法ですのでいろんな形があると思います。ですので、今年度については１

地区ずつというふうに聞いておりますが、少しずつ進めてはいきたいと考えております。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 最後にしますが、今１人のコーディネーターに委託料を人件費として委託し

ておられると思うんですが、今後ふやそうとする中でさらに人件費をふやして、１人役な

のか、０.５人役なのかわかりませんが、新年度に向けていく方向性としてさらに行こうと

するなら、そこはどのように考えておられますか。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 今、国の補助金をいただいて配置をしておりますけれども、基準額

が１０万人以上３０万人未満の都市ですと８００万円が上限となっておりますので、多く

の配置は実情としてはできません。今後は地域福祉計画で配置を考えておりますコミュニ

ティーワーカーですとか、ソーシャルワーカーといった形で移行していくかというのは今

後、福祉政策課とも協議をしながら進めていきたいと考えております。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 要望にかえますが、行き先が広がりを持たせようとしておられるのがよくわ

かりますので、そこをさらに踏み込んでいただくためには委託費の増額なのか、言われた

地域にあるそれぞれ人材の機能を拡大するとかを進めてもらえばと思います。よろしくお

願いします。 

○安田分科会長 次、行きます。６２ページ、事業番号１２３番、敬老事業費補助金交付

事業を質問をお願いします。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 今後の取り組みについて、まず伺いたいと思います。今の状況、今までの

考え方としては１人７００円で開催されてきた事業に対して支援をされてきたわけですけ

ども、今後も同じような考えでいかれるのか伺います。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 現在、敬老事業費補助金といたしましては、１人当たり７００円掛

ける会員の人数ということで補助金を交付しておりますが、現在の実態としますと２７地

区の社会福祉協議会に対して補助金を交付しておりますが、会員の増加に伴いまして補助
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額も増加しているところですけれども、その参加者のほうが会員の約２割と年々減少傾向

にございまして、本市といたしましては補助金を交付する上でこの状況が適切かどうかと

いうところは課題認識をしているところでございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 私もこれはもう漫然と支援をし続けていけばいいということじゃないと

いうふうに考えておりまして、これだけの予算を使って高齢の方々の敬老会を支援すると

いうところとは違ったボランティアポイントであるとか、健康増進の何か活動支援に向か

ってのお金の使い方というのが有効ではないかな、その時期だなというふうに今、課長が

おっしゃったところの問題意識は共有しております。しっかりと検討して、大きく変化す

るというのは一遍には理解が得られないところかもしれませんけれども、予防に向かって

シフトしているというところをしっかりと説明をして、協力を得ながらこの大きな予算に

つきましては検討されてもいいんじゃないかなというふうに思っております。以上です。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 矢田貝委員とちょっと視点が違うかもしれませんが、自分が一番この委員の

中で近いのかな、７７歳、対象年齢に近づいてるのかなと思いつつ、この間、社会福祉審

議会とかの傍聴を何回かさせてもらうときに、この敬老事業という、委員さんの発言内容

がちょっと傍聴しててわからないところもあったんですが、いろんな分野の委員さんがお

られて、この敬老事業の参加や実績を問う質問が多かった中で、自分も聞いてて、はっき

り言ってこのような対象者、参加者が少ないなら見直しをすべき的な意見が強くあったよ

うに思ったんです。今回、いわゆる昨年度の決算を見るに当たって、まず対象者は年々ふ

えてますけども、実績的には出席者が少ないのはどのように担当課として受けとめておら

れるかお聞きします。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 ２年前に実施いたしました社会福祉協議会と本市との聞き取り調

査によりますと、欠席の理由は、御病気などの理由ですとか、会場が市内の大きなホテル

ですとか旅館で実施されているところが多いですので、会場までの移動が負担となって出

たくても出られないというような御意見があると聞いております。 

 また、一方では、新しく会員になられた７７歳の方などにつきましては、まだ参加する

ほどの年齢になっていないというような御自身の意見から参加をされない方がいらっしゃ

るというふうに聞いております。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 その後半部分で、自分は対象者になったけど、イベントに行かれる思いが、

つまらないというんでしょうか、参加をしてまでというところは担当課としてどのように

思っておられますか。随分そういう人たちが多いと思うんですけれども。聞くこともあっ

て、私も。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 先日の社会福祉審議会の中で委員さんに御意見をお伺いしたこと

がありますけれども、その中でも会の内容をもっと若い世代の方にもかかわっていただい

て、柔軟な内容にしたら参加がふえるんではないかとか、そういった御意見もいただきま

して、会の名前を変えたとかというようなこともあるかもしれませんけれども、またそう
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いった部分は地区社会福祉協議会の事業でございますけれども、市としましてもその部分

は協力して協議していきたいと考えております。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 さっき言われた地区社協とのかかわりが非常に強いイベントだと思って、地

区社協が担うべきイベントかなと思うんですが、その中で言われた中にもちょっと触れる

んですが、自分も何回か行って、開会から閉会までいませんけれども、手づくり感がちょ

っと違うなと。自分がかかわってきた高齢者福祉の場面で境港の場合は７地区が、前半、

後半に分けていますけれども、非常に手づくり感があるんですよね。小学校の体育館でや

りますから、お金を少なくやっていかれるんですが、近所の人にも来やすい場面が非常に

傾向としてあるんじゃないかな、そんなことを担当課としては考えられることはないでし

ょうかって思うんですけれども、どうでしょうか。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 補助対象といたしましては、飲食費は補助対象とはしておりません

ので、会を開催するということが条件になっております。敬老会を開催することによって

参加する、高齢者の方が出かけるきっかけづくりとなっていただくというのも一つの目的

としておりますので、そういった意味ではもっと参加していただけるように、実はこれか

ら地区社会福祉協議会にも実態につきましてアンケートをする予定としておりますので、

十分把握した上で今後検討していきたいと考えております。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 最後言われたように、ことしですか、アンケートを全地区されるんでしょう

か。その問われる内容も聞きたいんですけれども、そのことをもって次年度にどのように

事業を継続されるのか、見直しをされるのかわかりませんが、中身をお聞きして、どのよ

うに対応されるか、期待を込めて推移を見守りたいなと思います。よろしくお願いします。

要望です。 

○安田分科会長 次に行きます。 

（「関連でいいですか。」と土光委員） 

 土光委員。 

○土光委員 この事業に関して補助金の性質ですけど、敬老会を開催するというのが条件

だという、だから逆に、例えばだけど、もし開催しなければ補助金は出さないという、そ

ういう性質の事業ですか。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 開催することを条件にしておりますので。それで全地区飲食形式を

とらない、会食方式を必須としておりませんので、記念品の贈呈ですとか、セレモニー的

なことをされているところもあります。 

○安田分科会長 土光委員。 

○土光委員 それからもう一つ、この補助金が出て、そのお金は敬老会、今言った記念品

も含めてだけど、それに関してしか使えないお金ということになるんですか。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 委員さんのおっしゃるとおりです。 

○安田分科会長 土光委員。 
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○土光委員 昨年のことについてちょっとやりとりをしたんですけど、実際出席率が２割

とか、なかなか趣旨と敬老会、実際やっていることがちょっとうまいこといってないかな

と思うのですけど、例えば聞く例では出席者が２割で、ただ記念品は一応全員対象にして、

そうすると残りの８割の方に配るのが非常に負担になるとか、そういった話も聞くんです。

だから、この補助のやり方として、敬老会ということに限定せずに、要はお年寄りのため

にその地区で何をするのが一番いいのかというのを、ある程度地元の社会福祉協議会の判

断に任せて、聞く話では、例えば配食サービス、非常に喜ばれるけど、予算が以前ほど出

なくてなかなかやりづらくなってきているとか、そういう話も聞くので、その地域地域で、

敬老会も含めてだけど、何をするのが一番効果的かというのが判断に任せて、その補助も

敬老会に限定せずに、もうちょっと広い使い方ができるというふうに変えたらいいのでは

ないかと思うのですけど、これは私の意見です。何かあれば。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 多くの市費を投入して行う事業でございますので、福祉に関する課

題ですとか、事業というのは地区によってもさまざまでございますので、ニーズに応じて

柔軟に対応できるような補助金が望ましいのではないかというふうには考えておりますけ

れども、そういうことも考えながら今後検討していきたいと思います。 

○安田分科会長 次、行きます。事務報告の１６６ページ、地域包括支援センター運営事

業について。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 細かいことなんですけれども、各地域包括支援センターの受けられる相談

件数というところと実態把握件数というところが事務把握のところ、１６６ページの中段

あたりにあります。これについて具体的に御説明をいただきたいと思います。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 事務報告の地域包括支援センター運営事業の相談件数と実態把握

件数についてですけれども、こちらが相談件数といいますのは各センターで受けました電

話ですとか訪問に限らず全ての相談の件数を上げております。この中には介護の申請だけ

ではございませんで、個人の方からの一般的なお話での相談ですとか、ケアマネジャーや

民生委員さんからの相談なども含めて、包括の業務とかかわった業務として上げておりま

す。また、実態把握件数といいますのは、実際に住所とかお名前を伺った上で御相談を受

けたケースで、今後、また引き続き相談をする可能性があるということで台帳を作成し、

システムに入力いたしまして登録して残してる実態把握の件数でございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 地域包括支援センターごとに上がってますよね。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 包括支援センターごとに実績を上げていただいております。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 先ほど民生委員・主任児童委員さんのところでも言ったんですけれども、

問題把握を、それぞれの地域の中の世話役さんだったり核になる方々というのはされてる

と思うんです。それをどうやってつなげていって、困窮に行くまでにセーフティーで救っ

ていくか、地域のいろんな集まりの中に引っ張って参加していただけるようなつながりが
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できるかというときに、どこかできちっとした統一した連携ができる資料というか、それ

ぞれがそれぞれのやり方で把握をして、書類に起こしていくということではなくて、何か

庁内のシステム的なもので、あっ、この人ここでひっかかりかけてるというところのシス

テムがあればいいかなというふうに思っているんですけれども。そういった問題を明確化

するために、地域包括支援センターも含めて長寿の事務報告というのはいろんなことが混

在してしまってると思うんですね。この辺はどうでしょうか。今後の事務報告のあり方、

また今年度は見える化システムの中で包括の課題等も出てきてるんですけども、この辺を

改善されていくということはないでしょうか、御予定というか。 

○安田分科会長 塚田課長。 

○塚田長寿社会課長 事務報告の中で基本委託料に含めるものですと、あと別に委託をし

ている事業ですとか、そういったものが混在しておりますので、わかりにくい表記がある

ということにつきましては、改善するよう整理をいたしたいと思います。 

 また、全国指標の包括支援センターの公表の仕方につきましては、今年度は６月に実施

をいたしまして、県を通じて国に報告をしておりますが、まだ全国で比較した結果という

のは届いておりませんので、まだ現在は公表はしておりませんが、市で集計したものは７

月に実施しました運営協議会の中で公表しておりますので、そちらの結果につきましては

運営協議会の開催結果報告と一緒にホームページには掲載する予定でございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 今、課長がおっしゃいました、公表していくということで、またこれも改

善されるということですけども、地域包括支援センターがこれから全世代型に拡大してい

けるかどうかって、これから福祉政策課が検討される中の大きな土台というか、検討の土

台になってくる部分だと思いますので、即事務報告に来年度は上がってくるかというのは

別にして、ぜひとも一度整理をしていかれるべきじゃないかなというふうに考えておりま

す。この辺は指摘と言ったらおかしいですけれども、この事業の整理であるとか、検討に

向かう土台づくりとしての資料という意味で要望させていただきますので、くれぐれもよ

ろしくお願いいたします。 

○安田分科会長 なら次の項目に入ります。６７ページ、事業番号１３３番、福祉保健総

合センター運営事業について。 

 岡村委員。 

○岡村委員 ここにも記されてますけども、民間福祉活動を推進する事業の拠点というふ

うに書いてあるわけですけども、そういった点で多くの市民の皆さんに利用していただい

てる施設だなというふうに感じています。そういった点で、例えば大会議室とか４階の会

議室、そうしたものの利用状況というのは現在どうなってるのか伺います。 

○安田分科会長 清水健康対策課長。 

○清水健康対策課長 平成３０年度のふれあいの里の会議室、貸し館の部分でございます

が、主な利用状況につきましては、大会議室が利用件数が１２８件、利用者数は１万８,

３１３人でございます。４階の中会議室は、利用件数が８４４件、利用者数は２万４,４３

４人でございまして、施設全体の利用件数といたしましては年間１,７９３件、利用者数が

５万６,３６８人御利用をいただいておりました。 

○安田分科会長 岡村委員。 
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○岡村委員 いろいろ多くの市民の方に利用されていると。本当に使い勝手がいい施設だ

なというふうに思うんですけども、そういった点で、例えばちょうどきのうお聞きした風

呂のほうが修繕に回っとって利用ができない状態になっとるというふうな状況、間もなく

それが再開されるというふうにはお伺いしたんですけども、そうした状況だとか、適切な

メンテナンスというんでしょうか、そういったものが本当に大切だなというふうに感じて

るんですけども、そういった点で、例えば大会議室の可動式の椅子がもう出し入れできな

くなってるといった状況というのが、これはもうどうしようもないのか、そういった点に

ついて考え方をお知らせいただきたいと思います。 

○安田分科会長 清水課長。 

○清水健康対策課長 今現在、大会議室が階段状の状態で使わせていただいておりまして、

以前はそれを引っ込めますとフラットの状態で使えることもあったんですが、昨年その設

備が故障いたしまして、今階段状の状態で使わせていただいておりまして、これに関しま

しては、ふれあいの里の大規模改修時にそのあたりについてはどのようにしていくのかと

いうことは、今後ちょっと検討していきたいというふうに考えております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 フラットにして使いたいという要望も寄せられていたというふうなことを

お聞きしたもんですから、今後どういうふうに対応されるのかなということで、ぜひ検討

お願いしたいというふうに思います。 

 それから駐車場のことですけども、混雑状況というふうに書かせていただいたんですけ

ども、以前は健診時とかそういうもの、子どもなどと車で来られた方が多くなって、とめ

られなかったというふうな状況がよく見受けられたということなんですけども、平成２９

年度の後半からゲート式の駐車場になったということで、そういったものが幾らかでも緩

和されたんじゃないかなというふうに思うんですけども、３０年度は例えば満車になって

もう入れることができなくなったといった状況というのは多く見受けられたのでしょうか、

そこら辺の状況をお伺いします。 

○安田分科会長 清水課長。 

○清水健康対策課長 先ほど委員さん御指摘いただきましたように、２９年の９月に駐車

場拡幅いたしまして、ゲートを設置して有料駐車場といたしましてから当初の目的どおり

施設の利用目的外の駐車というのが全くなくなりまして、かなりそのあたりの駐車場の利

用についてはスムーズにいったと。ただ、年間１０日間ぐらいは大会議室とか４階の研修

室の利用の人数の多寡によっては満車になる日があるというのも実態でございます。そこ

につきましては事前にわかっておりますので、主催者様に御協力いただいて、公共交通機

関での御利用であるとか、乗り合わせといったようなところで御協力いただきながら運営

させていただいてる状況でございまして、ただ先ほど言いましたように慢性的に駐車場不

足という状況ではない状況でございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 裏の駐車場に回すときの利用というのは、今おっしゃったみたいにあらか

じめたくさんの人が来られると想定をされたときに開放されるというやり方ということで

よろしいんでしょうか。ふだんはチェーンがかかってるんですか。 

○安田分科会長 清水課長。 
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○清水健康対策課長 裏の駐車場につきましては、今、委員さんおっしゃられましたよう

に、満車が想定されるときには開放することもございますが、基本的にはあちらのほうは

開放せずに表で駐車していただくことにしております。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 健診のときとかも裏まで回らないで前側の駐車場で対応できてるという

ことでしょうか。 

○安田分科会長 清水課長。 

○清水健康対策課長 平成３０年につきましては、私が記憶する限りでは年間ほかの混雑

ぐあいによりまして１日、２日健診と重なったときには裏に回っていただいたことがあっ

たというふうに記憶しております。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 利用の方々に不便がないようにあらかじめの対応をお願いしたいと思い

ます。たまたまだと思いますけど、私、裏に回ってくださいと言われたんですけども、裏

に回るつもりでチェーンのところに頭突っ込んだんですけど、そこから自分はどうやって

そのチェーンを動かせばいいんだろうってなって、誰か慌ててスタッフの方がおりてこら

れて対応していただいたということがありまして、ばたばたさせてしまったなって何か心

が痛かったんですけど、それは事前に運営側がきちっと対応されていればよかったことな

のかななんて思っておりまして、大変だと思いますけど、その辺のしっかりとした対応お

願いしたいと思います。 

○安田分科会長 途中でありますけれども、次の項目ちょっと長くなりそうですので、こ

こで暫時休憩をしたいと思います。 

午前１１時５４分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○安田分科会長 休憩前に引き続き予算決算委員会民生教育分科会を再開いたします。 

 ８７ページ、事業番号１７３番、５歳児健康診査事業について。 

 岡村委員。 

○岡村委員 ５歳児健康診査事業という形で取り上げさせていただいたんですけども、本

当に就学前の子どもたちの状況をいち早く把握するという意味で大切な事業が始まったん

だなというふうに感じたところです。この事業については、ほかの委員の方も質問されま

すので、その導入部というような形で簡単に質問させていただきたいと思いますけども、

まず一次健診、二次健診というふうな形で言われてますけども、どういった形で具体的に

行われているのか、一次健診は具体的にどうなのか、また二次健診というのはそのうちど

ういったものを対象にどういった形で行われているのか、これについてお願いします。 

○安田分科会長 松浦こども相談課長。 

○松浦こども相談課長 まず、一次健診でございますが、対象といたしまして全ての年中

であります、その年度に５歳に達するお子さんを対象としておりまして、お子さんの様子

につきまして行動面ですとか社会性などにつきまして２５の質問項目のアンケート方式で

実施しております。この評価につきましては、各項目の得点を集計いたしまして、支援の

必要性が低い、それから幾らかある、あるに分けることによって評価しているところでご

ざいます。 
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 ３０年度の対象者といたしましては１,４１１名でございまして、そのうち返送者が１,

２７５名でした。評価の結果といたしまして、支援の必要性が低いお子さんにつきまして

は７０９名、それから支援の必要性が幾らかあるお子さんにつきまして２４７名、それか

ら支援の必要性があるお子さんにつきまして３１７名でございました。 

 それから二次健診につきましては、この一次健診におきまして支援の必要性があるお子

さんの中で保護者が二次健診につきまして希望されたお子さんを対象としておるところで

ございます。 

 二次健診の当日の流れですけども、ふれあいの里米子市福祉保健総合センターを会場と

いたしまして、保健師によります問診ですとか、身体計測、それから心理士によります子

どもさんの観察、問診を行うことで評価を行いますとともに、保健師や発達支援員により

ます子育て相談、心理士によります心理発達相談、教員によります教育相談を実施してい

るところでございます。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 今、一次健診、二次健診の流れ、そしてどういった対象者だったのかといっ

たことをお答えいただいたわけですけども、これについて例えば保育園ですとか幼稚園と

の連携といったものというのはなかったのか、最初の一次健診の場合、単に質問に答えて

もらうだけで終わったのかどうなのか、その辺について伺います。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 まず一次健診でございますけども、このアンケートの返送におき

まして、どうしても返送がない場合というのも結構ございますので、その点につきまして

保育園ですとか幼稚園におきまして保護者に対しまして声かけをしていただいて、返送し

ていただくような形で協力いただくような形でお願いをしたところでございます。 

 それから二次健診でございますけども、二次健診につきましてはできる限り保育園です

とか幼稚園の先生方に同行していただくような形でお願いをしたところであります。です

から、具体的に二次健診に来られた方のうち大体半分ぐらいは、幼稚園ないし保育園につ

きまして園の関係者の方が同行していらっしゃいました。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 身近に接しておられる保育士さんなどによる、やっぱりそういったサポート

が本当に大事だなというふうに今感じました。 

 それとあと一点お伺いしたいのが、アンケートに１,２７５名が返送されたということで

したですけども、そうすると大体１４０名近くの方が返送されてないという結果になって

いるわけですけども、こういった、いえばいろいろ言ったけども返送もなかったといった

方に対するフォローというでしょうか、そういうものはどうなってるでしょうか。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 一次健診で、確かにおっしゃるとおり返送率からしますと９０％

は超えてございますけども、１３０幾ら返送されてないことは事実であります。そこにつ

きましては、まず実際に米子市内の保育園ですとか、それから幼稚園とかに実際にそのお

子さんが属してないのかどうなのかというような形でちょっと確認をとらせていただいて、

あわせまして何か様子にふぐあいがないのかという部分で確認をさせていただいてるとこ

ろでございます。 
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○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 最後、要望ですけども、こういった返送されないといった方々に対して、や

はりそこは注意深く見ていく必要が私は逆にあると思いますので、そこら辺よろしくお願

いしたいと思います。以上です。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 今、岡村委員の続きにもなりますけれども、こちらが二次健診必要、相談

必要と思った人と、そうじゃないところの、必要と思ったけども、保護者のほうが希望し

ませんと言った方も岡村さんのおっしゃったのと同じようなフォローをしていく必要があ

る方だと思うんですけど、そういった方についてはどのような対応をなさっているんでし

ょうか。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 二次健診におきまして支援の必要性があるという方であっても

相談の希望がないという方は１９４名いらっしゃったわけですけども、その対応につきま

しては、この一次健診の結果を送付します際に日ごろの子育てのヒントになるような子ど

もさんへの対応の仕方の用紙に加えまして、市で行っております発達支援事業の案内をあ

わせて送付をしているところでございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 トータルとして記録というものがどのようなシステムでされているかと

いうところで、この５歳児健診につきましては全国の中でもきっと注目をされている事業

になってくると思うんですけれども、スタートの年からそこら辺のフォローの仕方とか、

記録の利用の仕方とか、管理の方法とか、そういったものがきちっとできていたのか、も

しできてないんだったらしっかりとそれに今取り組まれて、長く有効的な事業として続く

ようにしていただきたいと思うんですけど、現状をお伺いしたいと思います。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 この５歳児健診の結果の管理に対しましてですけども、お子さん

の健康情報を管理しております健康対策課の健康カルテにおきまして記録・管理をしてい

るところでございます。ですから１歳半健診とか、６カ月健診なんかと同じようにこの健

康カルテによって記録し、管理をしているところでございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 アンケート回答された方も全て含めて５歳児の段階で、年中さんの段階で

健康カルテができるという理解でよろしいんでしょうか。全年中児に対して。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 ちょっと私の説明が下手だったのかもしれませんけど、この健康

カルテといいますのは、６カ月健診ですとか、それから１歳半健診、それから３歳児健診

なんかを一連で管理しているシステムでございまして、そこの中に５歳児健診の結果もち

ゃんと記載して記録するというような形でございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 わかりました。それから次の総合相談のところにも関係してしまうんです

けれども、しっかりその辺の管理の仕方と、それから過去を振り返って情報が欲しいとい

うときも引っ張り出せるような情報の保管年数であるとか、その辺もしっかりとしていた
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だいて、５歳児健診が有効に活用されることを期待したいと思います。以上です。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 事務報告の１７２ページとあわせてになるとは思うんですが、まず通告して

おりましたところで小学校との連携についてはどのような工夫をされたでしょうか。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 小学校との連携についてどのようなことだったのかというお尋

ねかと思いますけども、平成３０年度からこの５歳児健診しておりますが、それにあわせ

まして、３０年度から幼稚園、保育所、認定こども園と小学校を対象といたしまして、こ

ども未来局と教育委員会が連携をいたしまして、合同情報交換会の場を設定したところで

ございます。この合同情報交換会におきまして、円滑な就学を目的としまして５歳児健康

診査、いわゆる５歳児健診の結果も含めまして情報共有につきまして小学校とできるよう

になったところでございます。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 今、おっしゃっていただいたのは３０年度の結果でよろしかったでしょうか、

確認です。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 今のお手元の結果といいますか、５歳児健診からいたしますと年

中者という形ですので、３０年度に５歳児健診を行われた対象者の方がこの３０年度の情

報交換会としてストレートにつながったという形ではありませんので、昨年度この５歳児

健診の方からしますと３１年度の情報交換会でつながったという形であります。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 承知しました。この合同情報交換会についてなんですが、これがどの時期に

何回ぐらい行われたでしょうか。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 この合同情報交換会につきましてですけども、３０年度につきま

しては小学校の夏休み期間にブロックごとで開催いたしまして、市内４ブロックに分けて

おりますので、各ブロックごと１回、それで合わせますと４回開催しているような形でご

ざいます。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 先ほどからほかの委員さんも質問しておられますけど、一次健診、二次健診

の結果をもってしっかりと交換ができておられるということなので、そのところに関しま

しては評価したいと考えております。 

 今後に向けてなんですが、じゃ、合同情報交換会を持ちまして、きちんと必要な児童さ

んといいますか、幼児さんといいますか、その方々に対しては今後どういったようにしよ

うというところまで、そこまでお話がそこで進んでいるんでしょうか。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 ５歳児健診の後のフォローといたしましては、就学前におきまし

ては巡回支援とか、巡回相談とか、そういったような形で支援を行っておりまして、それ

から就学に当たりましてのいわゆる連携という点につきましては、この合同情報交換会の

情報交換におきまして気になるお子さんの様子ですとか、そういったものにつきまして連
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携して就学した後もフォローがとれるような形で対応していただくような形で依頼をして

いるところでございます。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 ちょっと教育委員会の皆さんはおられないので、健康対策課さんからだとそ

のあたりまでの答弁になるかなと思うんですけど、せっかく連携をされてるということで

したので、情報交換会もされますので、情報渡したら渡しっ放しで終わるというよりはそ

こからさらにお互い連携をもっと密にとっていただいて今後の施策に生かしていただきた

いなとは思います。 

 先ほど言いました事務報告の１７２ページのところに関しましては、１９４名の方に対

しての対応に関しては、ほかの委員さんからも質問がありましたので、同様でしたので理

解いたしました。今いろいろと伺ってお答えを聞いたので、わかったようなところにはな

るんですけど、引き続き、まだ連携も始まったばっかりですし、先ほど言わせていただい

たとおり、その連携をより密にしていただいて、お子さんの発達をしっかりフォローして

いただけたらと思いますので。ちょっとフォローのところもあわせて、二次健診に行かれ

る方に対しての相談希望がなかった方ですとか、そういったところにフォローに関しまし

てもまだまだ改善の余地があると思いますので、そのあたりのところ指摘させていただい

て終わりにしたいと思います。 

（「済みません。ちょっと関連して。」と矢田貝委員） 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 今の奥岩委員の話に関連してなんですけども、５歳児健診の結果が合同情

報交換会につながるかというので、就学前のことになってくると１年おくれたデータにな

ってくると思うんですけど、年長児に向かっての就学支援シートというところと健康カル

テというのはリンクするものなんでしょうか。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 先ほど言いました健康カルテのほうは健康対策課のほうで管理

しているものでして、実際にシートとしてそのもの、いわゆる健康カルテイコールそのシ

ートという形ではありませんが、例えば５歳児健診を受けた後に巡回相談とかでこういっ

た支援をこのお子さんは受けてらっしゃいますよというようなものにつきましては、保育

園ですとか幼稚園とかのほうでも重ねてそれは追加して書かれるものだと思っております。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 これは新しい事業ですから、ぜひいろいろなところとの連携というのがう

まくいくように、あらゆる担当課との連携を密にしていただきまして、いい事業にしてい

ただきたいと思います。 

○安田分科会長 ちょっと確認です。事業番号１７７番、ヨネギーズ不妊治療応援事業は

取り下げでいいですね。 

〔「はい」と声あり〕 

○安田分科会長 なら次、行きます。 

（「関連でいいですか、この５歳児健診について。」と土光委員） 

 土光委員。 

○土光委員 質問が何点かあります。一つは、一次健診で低いと幾らかあるとある、課題
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があるという方に関しては二次健診の案内する。この幾らかあるという結果のところに対

しては、どういう対応を。今の話では何か特に何も対応してないように聞こえたんですけ

ど、それはどうなんですか。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 ちょっと言葉足らずで申しわけなかったですけども、必要性があ

るという形で希望されない方に対してのお答えをしておりましたけども、幾らかあるとい

う方につきましても子どもさんへのかかわり方の用紙ですとか、それから市でやっており

ます発達支援事業の御案内は同じように同封させていただいてるところでございます。 

○安田分科会長 土光委員。 

○土光委員 例えば、幾らかあるという保護者さんが二次健診を希望された場合、案内を

しなければ希望しないかもしれないけど、幾らかあるでも二次健診受けてみたいという保

護者さんがいたとすると、どういうふうな対応になるんですか。 

○安田分科会長 清水課長。 

○清水健康対策課長 その場合は、相談の御希望があれば二次健診のほうに来ていただく

ようにしております。 

○安田分科会長 土光委員。 

○土光委員 それから、あるというのが３１７名で、希望するのが１２７、つまり希望し

てる方が半数以下ですよね。一応、課題があるというふうなアンケートの結果があって、

希望しないというのはどういう理由からというのは、その辺は把握してますか。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 若干でございますけども、実際このアンケートに書いてございま

す中で希望しないという中で、既に医療機関にかかっていると、受診されてるというよう

な形で書いてらっしゃる方がいらっしゃいました。ですから、そういった理由も希望され

ないとなるのかなという形で解釈してるところでございます。 

○安田分科会長 土光委員。 

○土光委員 一応アンケートに回答する保護者さんなので、つまり希望しないというのが、

いわゆるほったらかしで希望しないと、そういうケースを一番なくさないとだめだと思う

んですけど、少なくともアンケートに回答している保護者さんだから何らかのそれなりの

ちゃんとした理由があって希望しないというふうに考えていいものですか。もうほったら

かしで希望しないというのは、実際そういうケースはないというふうに認識してるんです

か。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 全ての方がこのアンケートに希望されない場合という形で明記

をされてるわけではございませんけども、あくまでもこの５歳児健診といいますのは、い

わゆる発達に課題があるという部分につきまして保護者の方に結局認識していただいたり、

気づいていただくきっかけづくりという形の側面もございます。この５歳児健診のアンケ

ートだけじゃなくて、常日ごろ保育園ですとか、幼稚園、それからこども園等で発達に課

題があるお子さんにつきましては、その園からの情報によってフォローしている場合もご

ざいますので、それもあわせてトータル的なフォローという形で考えてるところでござい

ます。 
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○安田分科会長 土光委員。 

○土光委員 あともう一つ、希望するということで二次健診受ける方が１２３名で、いろ

いろ相談して、例えば最終的に今後継続して何らかの支援が必要だなというふうになるお

子さんがどのくらいいるのですか。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 平成３０年度の二次健診後のフォローでございますけども、その

うち引き続き巡回相談においてフォローを行いましたお子さんが９９名、それから医師相

談につないだケースが１０名、それから医療機関の紹介をさせていただいたお子さんが６

名でございます。以上です。 

○安田分科会長 次、行きます。９０ページ、事業番号１８０番、健康増進事業について、

質問をお願いします。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 この事業につきましては、先ほど来の後期高齢者の方に対しての健診事業

に比べて、その前の段階の健康増進事業ということで、特定健診、保健指導というところ

に含まれてくるものだと理解してるんですけれども、これの受診率の目標設定とか受診率

向上のための取り組みというようなことは、どのように今されているのかというのをまず

伺いたいと思います。 

○安田分科会長 清水課長。 

○清水健康対策課長 まず、この健康増進事業での目標設定ということでございますが、

まず米子市の健康診査事業というのがございまして、こちらにつきましては受診率３０％

ということを目標にやっておるところでございます。 

 それと、節目の歯科検診というのがございまして、こちらのほうにつきましては今現在

具体的な数字で目標設定はしておりませんが、前年より増加ということでの設定をしてお

るところでございます。 

 あと、肝炎ウイルスにつきましては、目標値といたしましては５０％ということで設定

をしてるところでございます。 

それと、がん検診ではない……。 

（「両方お願いしてもいいです。」と矢田貝委員） 

○安田分科会長 次の項目がある。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 済みません、次の項目のがん検診のところも含まれて、私、全ての検診に

つきまして同じように聞かせていただいていこうと思ってたんですけれども、国保の関係

で後期高齢というところにはきちんと第２期のデータヘルス計画として立てて、倍近く、

６年かかっての受診率向上というとこで６０という目標があると思うんですが、今の特定

健診の、７４歳までの健診につきましては現実的なところをおっしゃったと思うんですけ

れども、そこが保険課の中できちんと連携がとれていて、米子市全市民の方々の健康増進

という取り組みになってないとだめだと思うんです。それは目標が、じゃあ、それぞれの

保険者によって違ったりとか、働きかけを米子市がどこまでできるのかというような問題

はあると思うんですけれども、しっかりとその辺を目標立てられていくべきじゃないかな

と思っておりまして伺ったところなんですけども。それで、私が健診について言わせてい
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ただきたいのが、まず１点目は、肝炎だったりとか、節目の歯科検診であったりというと

ころで５歳刻みだったりとか、いろいろと角度つけて紹介されている事業がありますけど、

それらを有効にするためにもその年の受診券を発信するときに、あなたはことし当たって

ますよというような取り組みではなくて、例年配る受診券の中に、来年は特にあなたには

チャンスがやってきますということで、ことし受診券をもらって、ことしの数カ月の間に

受診というのはなかなか現役世代の方にとっては難しいと思うんですけれども、もう少し

市内全体に向かって、ここっていう節目は、私は来年やってくるんだというような推進の

仕方が１年前倒しができないのかなというふうに考えるんですけれども、その辺は無理な

んでしょうか。今は、多分現状、この年あなたは当たってますというような印刷物が１枚

入っていて、ああ、私の生年月日が行くと、ことし自分なんだなという認識なんじゃない

かと思うんですけど、その辺どうでしょう。工夫されるべきだと思うんですけれども。 

○安田分科会長 清水課長。 

○清水健康対策課長 今、例えば節目の４０歳、５０歳とかに送る前の年にそういったよ

うな受診勧奨的なものをという御提案だったと思いますが、今はそういったようなことは

やってないんですけども、ただ実際、今現在、受診を受けていただくために大体６月の末

にがん検診等一斉に送らせていただくんですが、いただいてすぐに受けていただくという

こともなかなか難しい中で、１年前のものをちょっといただいて、１年後にまた来てとい

うところのちょっとどのあたり皆さんに刺さっていくのかというところはまだ私どもも検

討がし切れてませんし、ちょっと正直よくわからないというところはございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 正直、私もわからないですけれども、同じように今までやってこられたこ

とを繰り返していては受診率のアップにつながらないというところは、もうこれは全くそ

うだなと思っていただけると思うんです。何をしていくかというところの一つの取っかか

りとして、健診についての働きかけを角度をつけるという意味で、ぜひともその辺は研究

をしていただきたいなというふうに思います。 

 それから周知につきまして、さっき課長がおっしゃいましたけども、現実のところが事

実３０％とおっしゃったと思うんですけれども、がん検診今２０％台のところをそれでい

いのかというところ、それから高齢者の人間ドックのところもなくなってくるとなったら

多分がん検診の受診率がアップしてこないといけないのかなって思うんですね。高齢に行

かれるまでに最後にここできっちり自分の腫瘍マーカーをチェックしとこうというような

働きかけというのも必要だと思いますので、それぞれの事業を担当課でされてると思うん

ですが、そこをよくよく見て、じゃあ、自分のところでここでしっかりとアピールしてい

かないといけないなって、７４までなのでという区切りではなくて、その働きかけを、例

えば７０で１回しっかりとしておくとか、七十三、四のところでしておかないとラスト１

年ですよというようなところも出てくると思いますので、研究していただきたいというふ

うに思います。よろしくお願いいたします。 

○安田分科会長 事業番号の１８１番、がん検診事業について。 

 岡村委員。 

○岡村委員 がん死亡率の減少及びがんの医療費の削減を図るためにも必要だというふ

うなことが書いてあるわけですけども、ただ受診者数を事業の成果のところで見てみます
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と残念ながら受診率が上がってるというふうではなく、逆に下がってる部分というのも見

受けられるということは本当に残念なことだと思います。これは全国的に、全国と比べて

も低い水準にとどまっているんじゃないかなというふうに見ておるんですけども、こうし

た受診率低迷の要因はどこら辺にあると考えておられるのかまず伺いたいというのと、そ

れぞれ目標、例えば胃がん検診の場合、受診率を当面何％にしていくとか、肺がんは何％

にするとかという目標値というのは立てていらっしゃらないのか、そこら辺伺います。 

○安田分科会長 清水課長。 

○清水健康対策課長 まず目標値でございますが、がん検診につきましては昨年度策定い

たしました米子市健康増進計画の中でいずれも５０％という目標は立てておりまして、こ

れは国のほうが設定している数値でございまして、そちらのほうに向かってこの計画自体

は進めたいというふうに考えております。 

 あと、先に御質問いただきました……。 

（「低迷の原因、要因。」と岡村委員） 

 低迷の原因というとこでございますが、これにつきましては今、米子市の受診率という

のが県と平均いたしまして若干受診率が低いものもございますが、大体県の平均と同じよ

うな数字ではございますが、一番大きな原因として一般的に言われますのが、なかなか健

康に関して関心を持たれない方が多いであるとか、そういったようなことも影響はしてる

んだろうとは思いますけども、ただ、私どものほうもいろいろ啓発等はしておりますが、

まだちょっとそこについて足りない部分とか、そういったものがあるんでなかろうかとい

うふうには考えたところでございます。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 関心持たれてない部分があるのかもしれないというふうなところだと思い

ますけども、そういうところで今後の課題・方向性というところの最後のところに、県と

協力して啓発活動に努めるというふうに書いてあるんですけども、私は啓発だけで受診率

を上げていくことが本当にできるだろうかというふうに思ってます。厚労省が出しており

ます受診率向上施策ハンドブックですか、そういったところにもいろいろこういったこと

をやっていきましょうというふうなところが書いてあるんですけども、例えば効果的な受

診勧奨の実施ですとか、対象者網羅的な名簿管理に基づく個別受診勧奨、再勧奨、またか

かりつけ医や薬局の薬剤師を通じた受診勧奨を進めると、そういったことが書かれている

わけですが、こういったことはなされてないんでしょうか。 

○安田分科会長 清水課長。 

○清水健康対策課長 個別の受診勧奨というのは、先ほどもちょっと言いましたけども、

６月の末に皆さんのほうに送らせていただいとりまして、そういった意味では個別の受診

勧奨というのはさせていただいておりますが、再勧奨につきましては、市報でありますと

か、ごみカレンダーのほうで期限が迫ってきましたので受けてくださいといったような全

体に対する再勧奨というのは広報等も通じてやっているとこではございますが、お一人お

一人というところについては再勧奨まではやってないという実態でございます。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 市報やごみカレンダーというふうなことが出たんですけど、私はそういうふ

うに一般的な投網を打つような形で、それが本当に再勧奨に効果的に機能するかといった
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ら、それはならんと思います。ここにも書いてありますけども、やはり本当に受けたくな

るようなものを相手に個別に送りつけるといったことが書かれてるわけで、やっぱりそう

いったことの努力というでしょうか、そういったことが私は必要だと思うんですけど、い

かがお考えでしょうか。 

○安田分科会長 清水課長。 

○清水健康対策課長 今、委員さんおっしゃられますように、勧奨の仕方一つとってもや

はり効果があったりなかったりということはあろうかと思いますので、今、厚労省のほう

もそういったような有益なといいますか、効果が出るような勧奨の仕方というのを示して

おりますので、ちょっとそのあたりは研究してみたいというふうに今考えてるところでご

ざいます。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 ぜひそういったものも参考にしながら、個別の一人一人に、ああ、やっぱり

受けないけんなと思ってもらえるような働きかけといったことが大事だというふうに考え

ます。 

 それとあわせて、医療費抑制、削減とかいうことに有益だということで受診率の向上と

いうのが言われてるわけですけども、そういったものというのは、先ほど目標値が国が示

す５０％というふうに言われましたけども、じゃ、それをいつまでにするのかとか、それ

から例えば今実際二十数％のものをいきなり５０％と書かれて、本当に実効性があるのか

というふうに思います。よく税・料の徴収率を上げていくということで目標値を設定して

ますよね。そういうふうな形がいいのかどうかよく研究しなきゃいけないと思いますけど

も、やはり今２７％のところを３０％にいつまでにしていこうとかいうことを、そういっ

た目標値をもって、がん検診受診率を向上させていくという働きかけ、努力が必要じゃな

いかなというふうに思いますけど、これいかがお考えでしょうか。 

○安田分科会長 清水課長。 

○清水健康対策課長 今御提案いただいたとおりというふうには考えとりまして、一足飛

びにはなかなか受診率の向上というのが難しいとは思っておりますので、先ほどから話の

ありました、ちょっといろいろ御提案いただいたようなことも含めまして、受診率が向上

するような方策というのを考えていきたいというふうに考えております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 最後にしますけども、やはり目標を持って事に当たっていくといったこと、

そして具体的に厚労省が示しとるようないろんな方策などもぜひ参考にして、受診率アッ

プにつなげていただきたいということを強く指摘しておきたいと思います。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 先ほど矢田貝委員、岡村委員からいろいろと質問していただきまして、今、

力強い御答弁もいただきましたので、重なるところは省略させていただきまして、通告し

ております乳がんの検診について伺いたいんですけど、パーセンテージだけ見ますと、よ

く質問されるとは思うんですけども、なかなかここが上がってない現状と、ほかと比べま

すと一つだけ１０％台というような実績が出てますが、まずここの受診率の低さについて

どう分析しておられるのか伺います。 

○安田分科会長 清水課長。 
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○清水健康対策課長 今、御指摘いただきましたが、乳がんの検診は、ほかの検診と違い

まして２年に１回検診をお願いしておるものでございまして、前年度受診された方は次の

年は受けられませんけども、計算上、母数はそのまま一緒ということになっておりますの

で、分母は変わらずに対象者数は低いままの数字ということで変更がありませんので、ほ

かのがんよりも大体半分ぐらいの受診率になっとるという実態でございます。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 今のでわかりましたけど、それがちょっと聞かないとなかなかわかりづらか

ったので、報告されるときはそれがわかりやすいようにまとめていただけるとありがたい

なと思います。 

 先ほど岡村委員さんもお話しされておられたんですけど、全体的にこれだけ、検診もし

ていただいて、休日の検診回数も多いんですけど、やはりなかなかこの数値だけ見ますと

上がってこないというところがあるんですが、実際のところ、乳がんに限って今伺わせて

いただくんですけど、休日のがん検診も６回されておられまして、数としては多いとは思

うんですが、そこがなかなかつながってないといいますか、２年に１回なのでというとこ

ろもあったんですけど、ほかの２０％台が、じゃ、５０％に行かないとか、そういったと

ころはどのように分析されてますでしょうか。 

○安田分科会長 清水課長。 

○清水健康対策課長 これがどうして数字が上がらないかという分析ではないのですが、

今、一応乳がんにつきましては年齢別の受診率というのがございまして、ちなみに４０代

は５０.５％、５０代が３６.８％、６０代が１３.８％、７０代が１０.５％、８０歳以上

の方が１.６％ということで、年齢層によっては高い受診率があるんですが、それが総じて

しまうとちょっと低い受診率ということがございまして、今後はちょっとそのあたりも含

めながらどのように受診率を上げていくのかということを検討していきたいと考えており

ます。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 現状についてしっかり分析されているということでしたので、先ほどの岡村

委員と重なるんですけど、それもあわせて今後の受診率向上についてしっかりと工夫して

いただけたらと思いますので、ここのところ指摘させていただいて終わりたいと思います。 

○安田分科会長 では、次に行きます。７９ページ、事業番号１５７番、地域子育て支援

センター事業について。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 まず、済みません、事業の１５７番と１３９番と、それから１６２番と３

９６番の事業番号につきまして、ほかの委員さんとかぶってないみたいでして、同じ趣旨

で聞きたいと思うんですけど、まとめて伺ってもよろしいでしょうか。 

○安田分科会長 みんな通告しておられますね。 

○矢田貝委員 はい。今、おられるので。 

○安田分科会長 なら一緒にお願いします。 

○矢田貝委員 済みません。今、申し上げました事業番号につきまして、１５７の地域子

育て支援センター事業と１３９の地域組織活動育成事業と、それから１６２番の児童館活

動事業と児童文化センターの整備事業と、ほかにも児童の健全な居場所という視点で質問
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ですので、あわせてお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、放課後の子どもの

過ごす場所につきまして、なかよし学級、放課後デイ等使うお子さんにとっては、ある程

度の時間までは支援、大人の目がある中で居場所というのが確保され、それがある面では

遊びの場でもあり、学習もあるというようなことになると思うんですけども、それ以外、

そういったサービスを使われていない方々にとっての健全な居場所というところの確保と

いう視点で、それぞれのお尋ねしたい子どもに関係する施設というものが今どのような対

応、利用状況なのかというのをまずお伺いをしたいと思います。まず、子育て支援センタ

ーのほうからお願いしたいと思います。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 子育て支援センターの利用状況ということでございますけども、

まず利用対象といたしましては乳幼児及びその保護者という形で実施をしておるところで

ございます。実際に子育て中の保護者の方の孤独感ですとか不安感を軽減するために親子

が交流し、子育てについての相談、情報提供、助言等を行って子どもの健やかな育ちを支

援する場所でございます。利用方法につきましては、予約の必要はなく、開所時間内であ

ればいつでも利用できるという形であります。 

 実際に、直営の子育て支援センターからしますと３センターございまして、その開所時

間につきましては祝日を除く月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時という形で実

施しております。ただ、ふれあいの里にございます子育てひろばだけ祝日につきましても

午前９時から午後４時まで開所しているところであります。 

 また、委託の子育て支援センターを２つお願いしておりまして、キッズタウンさんとい

う子育て支援センターにつきましては、祝日を除く月曜日から金曜日の午前９時半から正

午までと、それから昼を挟みまして、午後１時半から４時という形で開所しておりますが、

第３日曜日の午前中だけちょっとイレギュラーで開所しているところでございます。 

 もう１カ所委託しております新開子育て支援センターにつきましては、祝日を除く月曜

日から土曜日という形で週６日開所しておりまして、時間につきましては午前１０時から

午後４時という形での開所でございます。 

○安田分科会長 番号は。 

○矢田貝委員 地域組織活動支援事業につきまして、どうでしょうか。 

○安田分科会長 児童館はどんなですか。 

 池口課長。 

○池口子育て支援課長 児童館活動事業についてですけども、まず支出の内訳といたしま

しては、児童館職員の人件費、代替職員の人件費、あと光熱水費を初めとした管理に係る

費用というふうになっておりまして、人件費で大体１,８００万というふうになっておりま

す。 

 利用の対象は１５歳未満の児童ということになってますが、おおむね３歳ぐらいから小

学生低学年の方の御利用が多いというふうに伺っております。 

 開設時間は、平日は午後１時から５時３０分まで。ただし、淀江児童館については午後

６時まで開設をしております。そのほか学校の長期休業日につきましては、午前８時３０

分から午後５時３０分までで、同じく淀江児童館は午後６時までです。休館日は、日曜日、

国民の祝日、１２月２９日から翌年１月３日までとなっております。 
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 管理運営の方法につきましては、車尾、前田、下福万、淀江児童館とも直営方式で運営

しております。 

○安田分科会長 矢田貝委員。児童文化センターは。 

○矢田貝委員 ちょっと今のところで１カ所確認を。聞きそびれちゃったかもしれません

けど、事前の申し込みはなくて、来たら利用できるんですか。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 事前の申し込みは不要でして、開館時間は自由に御利用いただけ

ます。 

○矢田貝委員 わかりました。ありがとうございます。では、児童文化センターをお願い

します。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 児童文化センターにつきまして、利用方法等同じ形で、開館時間

内であれば誰でも自由に御利用いただいております。 

利用料金は原則無料ですが、プラネタリウムの観覧料と、あと貸し室が一部ございまし

て、そちらについては有料とさせていただいております。 

開館時間は午前９時から午後５時まで、閉館日は毎週火曜日と祝日の翌日及び１２月２

９日から１月３日までの間となっております。 

管理運営方法は、指定管理者に委託をしております。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 ありがとうございました。本当はこの後の入れかわりの後の公民館という

ところについてもお伺いしたいところなんですけれども、子どもの安全な遊び場というと

ころにつきましては、保護者にとっては不審者情報であるとか、天候のぐあいであるとか、

いろいろな心配事がある中で、どこで何をして遊んでるんだろうかというようなことの相

談を地域の中でも受けることがあるんですけれども、それぞれの利用方法が柔軟に対応で

きるところがありましたらぜひとも子どもたちの居場所としての活用方法を御検討いただ

けないだろうかなというふうに思っておりまして、これについてはそれぞれの現状を一覧

にするなりしていただきまして、ぜひとも開放していただければなというふうに思います

し、その場所のあり方については一番個数が考えられる、施設の数としては公民館が一番

子どもたちにとっては近いところだろうなというふうに思っておりまして、これから地域

の拠点のあり方を考えられる中で、職員がいる時間帯というふうに限られてしまうかもし

れませんけれども、何らかの御検討をいただきたいというふうに思いましたので聞かせて

いただきました。何か御検討されてるようなことがあるんでしょうか。 

 今、本当の問題提起みたいなことなんですけども、実際のところ子育て支援センターに

ついては、小さいお子さんについて、長期休業のとき等に小学生がやってきて危ないとい

うようなことは聞いたことがあります。また、視察で行かせていただいたところでは、大

きな施設の中を大人も子どもも走って回れるような、砂場確保の、いろいろな調理実習も

できるような大きな施設がありました。その背景には屋外で遊べないという被災地のとこ

ろででき上がってきた施設というような理解もあったんですけれども、ぜひ御検討してい

ただきたいなと思っております。回答はいいです、要望です。 

○安田分科会長 なら次、行きます。８１ページ、事業番号１６１番、あかしや運営事業
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について。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 あかしや運営事業についてですが、まず実績について伺いたいと思います。 

 あと、あわせて有資格者さん配置をされていると思うんですが、基準どおりなのか、そ

れとも加配があるのかといったところを伺わせてください。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 まず、あかしやの実績ということでございますが、この１６１の

あかしや運営事業に載せておりますように、平成３０年度につきましては定員としており

ます３０名の通園児につきまして受け入れたところでございます。そのうち継続が２０名

で、新規が１０名でございました。 

 新規の希望につきましては１１名おられましたが、この希望に沿えられなかったお一人

につきましては、年度末ぎりぎりのお申し込みだったことと、それから追加の保育士の確

保が困難なために希望に沿えなかったものでございます。 

 なお、そのお子さんにつきましては、住所地であります自治会の保育園に通われながら

あかしやの親子通園の事業で支援を行ったところでございます。 

 それから有資格者の配置ということでのお尋ねかと思いますけども、あかしやにつきま

しては日常生活におきまして基本動作や知識・技能を習得するとともに集団生活に適応す

ることを目的としておりまして、小集団における支援を中心に行っておるところでござい

ます。あわせて、子どもの課題に合わせました機能訓練を行う必要性も認識しておりまし

て、平成３０年度から保育士以外の専門職といたしまして作業療法士の方と言語療法士の

方につきましてパート職員として雇用しておるところでございます。 

 今後につきましても機能訓練に係ります人員の安定した配置につきまして、引き続き検

討してまいりたいと考えております。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 実績としまして応募が１名定員を超過していたということなんですが、そこ

のお子さんに対してはしっかりフォローができているというようなことでした。配置に関

しましても、基準にはないんですがというところで、専門資格の方を２名置いておられる

ということ、こちらは昨年の委員会でも御報告を受けていたところではあるんですけど。 

 もう一点ちょっと質問させていただきたいんですけど、今後の課題・方向性のところで

職員の資質向上を図りというところと適切な職員体制というようなところ書いてあるんで

すけど、先ほどの御答弁聞く限り職員体制についてはしっかりされているのかなというと

ころがあるんで、そこからさらによいのを図られるのかなと考えるんですが、そこもあわ

せて資質向上と職員体制のところについて伺わせてください。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 まず職員の資質の向上というお尋ねかと思いますけども、職員の

資質の向上につきましては、療育等に関しますさまざまな研修につきまして職員を参加さ

せておるところでございます。また、今年度につきましては、鳥取大学医学部附属病院と

連携いたしまして、利用児童の発達の状態に応じました支援につきまして、あかしやの職

員に対して助言指導していただく予定としているところでございます。 

 それから、職員体制というお尋ねかと思いますけども、これにつきましては平成２９年
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度と比較いたしまして、保育士でありますけども平成２９年度は正規職員が６名、それか

ら臨時職員が３名だったわけですけども、平成３０年度につきましては正規職員７名とい

う形で１名増員になっておりまして、あと同じように臨時職員３名が配置されておったと

ころでございます。 

 それから冒頭御説明いたしましたけど、言語聴覚士と作業療法士につきまして３０年度

から、パート職員ではありますけども、雇用しているところでございます。以上です。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 わかりました。決算と次年度予算額を見ますと、今いろいろと資質向上です

とか職員体制の強化を図られるということでしたが、余りそのあたりが予算額のほうにあ

らわれてないかなと思いますので、本年度通われてる昨年度申し込みのあった１名、ほか

の園に行かれた方もおられるということでしたので、施設のハード面の整備なのか、それ

とも施設数をふやすのかというところは難しいと思いますけど、そことソフト面のところ、

先ほど御答弁いただきました資質向上ですとか体制のところ、きょうの午前中のほうの話

に戻るんですけど、５歳児健診も始まりまして、今後ニーズがそこと連動してなのか、そ

の前の段階でなのかわからないですが、いろいろとニーズが上がってくるのは考えられま

すので、引き続きここ見ていただいて、必要であれば予算増等の検討もしていただけたら

と思いますので、こちら指摘させていただいて終わりたいと思います。 

○安田分科会長 次の項目行きます。８３ページ、事業番号１６５番、家庭児童相談室運

営事業について。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 それでは、１６５番のところになりますが、まず実績についてなんですが、

これが２番の事業成果のところ見させていただきますと７人体制でされたということです。

こちらで事業されたということなんですが、通告しておりましたとおり、７人体制でしっ

かりとサービスが提供できたのか、まずそこのところ伺いたいと思います。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 この相談件数とか取扱件数につきまして７名体制でしっかり対

応ができたかというお尋ねかと思いますけども、この体制ではございますけども、児童相

談所ですとか医療機関、教育機関など要保護児童対策地域協議会といいまして、この地域

の関係機関で構成しております団体でございますけども、こちらのほうと連携ですとか役

割分担を行って対応を行ったところでございます。 

 今おっしゃった７名で対応ということで、相談件数の増加にも対応してきたわけですけ

ども、こういったような状況に対応するために今年度、平成３１年といいますか令和元年

度ですけども、家庭相談員を１名増員して、総勢８名体制にて現在は対応しているところ

でございます。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 体制としては３０年度は十分であったんですが、相談件数もふえてくるので、

また増員体制でしっかりとサービス向上を図られるというようなことだったと思います。 

 これが、相談件数の把握の仕方、７名体制で、先ほどのお話ですと連絡があってという

ところだと思うんですけど、ちょっとイメージがつきづらかったんですけど、どういった

連絡方法といいますか、相談の系統といいますか、そこのところ伺わせていただいてよろ
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しいでしょうか。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 この家庭児童相談室の相談の案件という形でございますけども、

４９８件のうち、養護相談といいまして、養護相談のうち児童虐待相談が９９件、その他

の相談というのが約２７１件という形で、結構多い割合としておるところでございますけ

ども、ここにつきまして、例えば虐待以外ですと経済的な問題ですとか、保護者の離婚と

か、あと傷病、それから結構あるんですけど養育能力の問題等が結構いろいろと相談とい

う形で入ってございます。冒頭にお話ししましたように、関係機関からのもちろん経路別

から言いますと相談というのが多いんですけども、その他住民の方からこういった泣き声

がするんだけどというような形もございますので、それぞれの案件につきまして関係機関

と連携しながら対応しているところでございます。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 わかりました。３０年度そういった形でしっかりされて、先ほどの繰り返し

になりますが、今後も増員されてしっかり強化されるということですので、引き続きしっ

かりサポートしていただきたいと思います。以上で終わります。 

○安田分科会長 じゃ、次の項目行きます。９０ページ、事業番号１７９番、こども総合

相談窓口運営事業について。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 まず、この相談窓口の対象となる人の年齢を確認の意味でお伺いさせてい

ただきます。そして事業報告の中では、どういった内容についての相談がありましたとい

う仕分けが、月別、区分別に分かれた表が示してありますけれども、それとは違った角度

で相談者の年齢につきまして、特に１５から１８はどうなのかなという思いがありますの

で、そこら辺の現状をお伺いさせていただきたいと思います。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 今の総合相談窓口におけます相談対象者の年齢という形のお尋

ねだったかと思いますけども、就学前を対象、ですから６歳までの相談が９４件、それか

ら小学校、７歳から１２歳という形で小学校が６１件、それからその後、１３から１５と

いう形で中学校の方が８件、それから中学校卒業以上の方が２１件、その他電話等もござ

いますけども、年齢不明という形で相談の内容では年齢がはっきりわからないというよう

な案件というのもございます。 

 それからもう一点お尋ねだったのが１５歳から１８歳という形での相談件数ということ

だったかと思いますけど、この中学校卒業以上という２１件のうち７件が１５歳から１８

歳までの相談でございました。その内容につきましては、不登校相談でしたり精神的に不

安定だというような相談でして、その対応につきましては障がい者支援課ですとか児童相

談所等、他機関につないだような案件でございました。以上です。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 これは要望ですけれども、先ほど長寿のところでも言ったんですけれども、

私たちが決算審査させてもらうのに、事業というところで比較的このピンクのファイルの

ほうに目が行くんですけれども、これの説明をきちっと理解しようと思ったらどうしても

事務報告の水色のファイルのほうやって、水色のファイルのほうから質問させていただく
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こともあるんですけども、物によってはこのピンクのファイルのほうに、事業報告書のこ

こにあるんですというところがちょっと示していただけると大変わかりやすいですし、逆

にこの説明が不足しているんじゃないのかなというところも当局の皆さんにとってもまと

めていかれる中でわかる部分じゃないかなというふうに思います。市民の皆様には青いほ

うが検索をすれば見ていただけるものになると思いますので、ぜひともこの青いもの充実

とともに決算の主なファイルとの連携ができたらなというのは、これは私のお願いなんで

すけど、御検討いただければなというふうに思っています。 

 こども総合相談窓口というのも、支援体制というところのスタートしたときに、５歳児

健診と同時に米子市の大きな目玉としてスタートしたと思うんです。全国が米子を学んで

いくんじゃないのかなって期待をしている事業なんですけれども、このこども総合相談窓

口につきまして相談をしてきた方というのは、やはりこれからいろんな問題を抱えている

ところの振り返りに戻ってくるかもしれないですね。あるところで相談に行ったんだけど、

この人って過去どうだったんですかねってなったときに、先ほどの５歳児健診のときにも

言ったんですけど、記録の仕方というのはどういうふうになっておられるのか、相談員の

方々と家庭児童相談室の連携のやり方であるとか、その辺のところもう少し詳しく教えて

いただけませんでしょうか。 

○安田分科会長 松浦課長。 

○松浦こども相談課長 この総合相談におきます記録というお尋ねかと思いますけども、

この記録につきましては、いわゆる継続がある支援の相談だけではなくて、１回だけの相

談で終結したケースにつきましても全て記録をしておりまして、担当内で情報共有した上

で保存しているところでございます。また、継続支援を行っているケースにつきましては、

相談者の一覧で継続支援を行っていることがわかるようにしておりまして、以前の記録が

反映できるようにしているところでございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 去年も言ったと思うんですけど、ある保育園に行かせていただいたときに、

発達相談で行き詰まってしまったお子さんの記録、保育園のときはどうだったんですかね

といって、保存期間が１０年を過ぎてるんだけど、これはとっとかないといけないという

資料の中にその人のデータを情報提供することができたということがあったというふうに

聞いたことがありまして、その辺の管理というのは、これから支援を受けるときには、そ

の本人、家族にとっては大変重要なものになってくると思うんです。その辺のことも研究

していただきまして、どこまで保管すべきものかといったら、もう莫大なデータの量にな

ってきて大変かもしれませんけれども、ぜひとも研究をしていただきたいなというふうに

思っています。 

 それから、この報告書の記載のことなんですけども、もう少しこれだけでもわかりやす

い報告の仕方をお願いしたいと思っておりまして、先ほどの１６５番の家庭児童相談室運

営事業についてのところでは、私、今回は質問しなくて、聞き取っていただいた中で理解

したので取り消したんですけれども、この取り扱いケース数と新規児童相談件数というと

ころについての数が３０年度で４７６と４９８っていうことで２段が構えてあるって聞い

たんですが、家庭児童相談室として取り扱った件数は新規が４９８だったということであ

りまして、４７６というのはまた違った捉え方をして、要対協のずっと継続をしている支
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援であるということになっていて、どんどんと数がふえているので９８になったというこ

とがわかったりするんですけど、もう少しこれだけではわからないなというふうに思いま

すので、ぜひともこちらのピンクのほうを充実させていただくか、ブルーとの連携をとい

うところでお願いをしておきたいなというふうに思います。 

○安田分科会長 いいですか。 

○矢田貝委員 はい。 

○安田分科会長 次の項目へ行きます。７０ページ、事業番号１４０番、放課後児童対策

事業（なかよし学級）についてを議題とします。 

 岡村委員。 

○岡村委員 できましたら１４０番のなかよし学級、そして１４１番、次の民間児童クラ

ブ、そして１４２番のなかよし学級施設整備事業、これをあわせて質問させていただくよ

うよろしくお願いします。 

○安田分科会長 はい、どうぞ。 

○岡村委員 まず最初に、なかよし学級についてですけども、通告でお願いしております

ように待機児童数の状況はどうだったのか、これについてお伺いします。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 その前に、一つ訂正をお願いできますでしょうか。事業番号１４

１番の放課後児童対策事業（民間児童クラブ）の２の事業の成果の中ほどに、なかよし学

級待機児童数の推移ということで、年度ごとの人数を載せておりますが、平成３０年度は

４６名とありますが、４４名の誤りですので、訂正をお願いします。申しわけありません

でした。 

 続きまして、なかよし学級待機児童数についてお答えいたします。平成３０年度のなか

よし学級待機児童数は合計で４４名、小学校区ごとの待機児童数は、義方校区ほか８学級

でゼロ人でしたが、一番多いところで福生東７名、その次、車尾、福米西、淀江で５名の

待機児童が出ております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 それぞれ複数名待機児童が生じているというところがあるわけですけども、

この待機児童の定義ですけども、これは一応申し込んだけども、入れなかったというとこ

ろで、なおかつ民間児童クラブに行っておられない方というふうに理解していいのかどう

なのか、お願いします。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 委員のおっしゃるとおりでして、なかよし学級の選考には漏れた

方で、あきがあるのを待つというふうな意思を表明された方というふうになっております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 なかよし学級の選考に漏れたというところなんですけども、例えば申し込ん

で１年生とか２年生とか３年生とかいろいろ申し込みがあったとしまして、特に申し込み

の多いところなんかでは１年生を優先して入れると、２年生、３年生になるとちょっと後

回しになるというふうな状況が出てると思うんですけども、こういった２年生や３年生で

あっても申し込んでさえいれば、一応待機児童としてはカウントされるのかどうなのか、

そこら辺はどうでしょうか。 
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○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 はい、学年に関係なく待機児童として数えております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 そういったところ、まだなかよし学級に入れなくて、かつ民間児童クラブに

も行ってないという方が４４名、平成３０年度はあったということなわけですけども、例

えば今度民間児童クラブに行きますけども、見させていただきますと、平常月の毎月の利

用料が大体安いところで６,０００円とか、高いところになると、いろんなオプションがつ

いてるということもあるんでしょうけども、２万４,０００円というところで、なかよし学

級に通わせようかというところと利用料の幅がちょっと違い過ぎるなというふうに感じて

るわけですけども、ここら辺っていうのは、やっぱりオプションをつけてるからこれは市

としては何とも言えないという状況なんでしょうか。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 民間の放課後児童クラブさんのほうは、例えば送迎ですとか長期

休業期間中の給食の提供、それから英語やパソコンの指導、水泳など、いろいろ特色のあ

る活動をするということで、そういったものを実施していらっしゃいますので、よしあし

ということではなくて、なかよし学級とはまた少し違う位置づけで事業をしていらっしゃ

るというふうに捉えております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 いろいろ、いわば習い事のような性格というのも何か強いような気がするん

ですけども、そうしたものが放課後児童対策事業としてふさわしいのかどうなのかという

ところはやっぱりよく研究するべきじゃないかなというふうに私は考えてます。本当にや

っぱり共働きで困ってるなというところの児童が放課後気軽に居場所として行ける、帰っ

ていけるという場所をつくっていこうというのがそもそもだったと思いますので、そうい

った点から、余りにも高過ぎるそうした利用料を設定してあるようなところっていうのは、

こういった事業から本当にふさわしいのかどうなのかというところをぜひ研究していただ

きたいというふうに要望しておきます。 

 そして最後に、なかよし学級の施設整備についてですけども、いろいろ空調の更新だと

かあると思うんです。例えば３０年度の場合、７８０万余りの決算額になってるんですけ

ど、これはどういった内容での状況だったのかというのを教えてください。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 なかよし学級の施設整備事業の内容ということですけれども、福

米西なかよし学級移転に係る設計委託、これが４１６万円。それから就将のなかよし学級

の大規模改修に係る設計委託、これが９７万円。そのほか和田のなかよし学級の空調設備

の改修が１６８万円。福生西なかよし学級の床材の更新の事業が８４万５,０００円。あと

住吉のなかよし学級の空調器具の取りかえで２０万円というふうな内訳になっております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 これは最後要望にとどめたいと思いますけども、放課後とか長期休業中、夏

休みなど等、そういった児童生徒たちが過ごす場所でもありますので、本当に過ごしやす

い快適な空間とか、そういうものをぜひ提供していただけるよう、空調整備など等を含め

てお願いしたいというふうに要望しておきたいと思います。 
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○安田分科会長 それでは、なかよし学級の運営について。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 そうしましたら、私のほうも１４０と１４２とあわせて御質問させていただ

きたいと思います。通告してありますとおり、先ほどの岡村委員の答弁と重なるとは思う

んですが、まずは３０年度の各施設の充足率についてお願いします。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 平成３０年５月１日現在のなかよし学級の充足率ですが、入所可

能児童数が９６１人に対して在籍者数が９０６人となっておりまして、充足率は９１.３％

でございます。２３学級あるうちの１６学級で充足率は１００％となっている一方で、大

篠津ですとか和田のなかよし学級では５０％未満というふうになっております。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 実際そういった数値が出てる中で、先ほども待機のお話等々もあったんです

が、保護者さん、お子さんが希望される中でなかよし学級のほうに入れないという方もお

られると思うんですが、そういったところに対してはどういった対応をしておられました

でしょうか。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 対応といたしましては、民間の放課後児童クラブさんを紹介をさ

せていただいているという対応です。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 その紹介後の追跡調査とかはされてますか。というのも、紹介をした後に皆

さんが全部民間さん等に入れたかどうなのかというようなところも含めてです。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 追跡調査まではしておりませんけれども、夏休みが明けますと多

少あきが出るということがございますので、そういうところでなかよし学級が利用可能な

ところに関しては御紹介をしているところでございます。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 夏休み明けてというような御答弁もあったんですけど、先ほどの岡村委員の

質問と少し重なるんですが、保護者さんも余裕がない状況でなかよし学級等の希望をされ

てると思いますので、そういったところに対しましては、充足率は今さっきの数値である

んですけど、待機も出てるというのは事実ですので、そういったところに対しましてはな

るべく早い段階で対応していただけたらと思います。通告もしておりますとおり、空き教

室等の活用なのか、そういったところで対応ができないかというようなところの検討は３

０年度はされましたでしょうか。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 小学校の教室の利用につきましては、これまでも教育委員会と協

議を続けてしておりましたけれども、現状では、さらに利用可能な教室というのはないと

いうふうに伺っております。ただ、今年度は福米西小学校の改築に伴ってなかよし学級も

移転するんですけれども、こういう機会に教室の面積を少し広くさせていただいて、受け

入れ人数をふやすというようなことの取り組みはさせていただいております。 

○安田分科会長 奥岩委員。 
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○奥岩委員 なかなか難しいというところではあるんですけど、連携されてるということ

でした。空き教室なのか、余裕教室なのか、議場でもいろいろと議論があったところでは

あるんですが、どちらの文言が正しいのかもあれなんですけど、ちょっと空き教室、余裕

教室、両方で表現をさせていただくんですけど、そういったところの活用に関しましても、

子育て支援課さんのみならず、今おっしゃられていたとおり教育委員会さんのほうと連携

していただきまして、放課後子ども教室等も新放課後子ども総合プランのほうでも打ち出

されてますので、そういったところまでぜひぜひ協議・検討していただきたいなと思いま

すので、そこのところを指摘させていただいて質問を終わりたいと思います。 

○安田分科会長 施設整備はいいですか。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 済みません、失礼いたしました。施設整備のほうは先ほど岡村委員のところ

で答弁をしていただいたんですが、施設整備もあわせて、空き教室なのか、余裕教室なの

か、先ほどの小学校の面積要件のところも含めて引き続きそこも必要であれば、なかよし

学級に対応できるような施設整備を進めていただきたいと思いますので、こちらも指摘事

項とさせていただくようお願いします。以上です。 

○安田分科会長 続きまして、民間児童クラブについて。 

 安達委員。 

○安達委員 今まで各委員から質問があって重なる部分はあるかもしれませんが、済みま

せん、そこは同様な質問になるかもしれませんが、対応をお願いします。 

 放課後児童対策事業で民間児童クラブということで質問を上げたんですが、聞いてると、

対象者が年々ふえているという状況の中で、またそのために経費も増加しているというこ

ともありますが、あわせて、１年間の決算のくくりですので、そういった対象者、経費の

増加、そして成果の分析を改めて聞かせてください。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 民間の放課後児童クラブにつきましては、なかよし学級の拡充が

なかなか難しい中で一定の役割を果たしていただいているというふうに考えておりまして、

平成３０年度は１億４,３９８万９,０００円という補助金を支出しているところでござい

ます。民間児童クラブのほうは定員と入居者数を比較しますとまだ余裕がある状況ですけ

れども、福米東・西、福生東・西の校区につきましては児童数が多いことから、箕蚊屋や

伯仙校区につきましては、それぞれの校区の対象としている民間の放課後児童クラブが少

ないことなどもありまして、利用しにくい方が発生している状況になっております。民間

事業者さんが新規開設をされるという御相談がある場合は、市としては待機児童の解消に

つながるような地域での開設というふうなことでの助言をさせていただいているところで

ございます。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 端的に言って町なかと少し周辺というですか、郊外のほうのニーズが違うの

かなというふうにとるんですね、今お聞きしてると。その中で、担当者として課題という

ものははっきりするもんですか。地域の特性があって、少し周辺部ではこういう要望があ

るんだけど、町なかのほうはもっともっと足りないよという印象を受けておるんですけれ

ども、その特性というのはどのように担当者は分析しておられますか。課題としてありま
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すか、それとも全体を含めて人数が少ないんで、その対応を民間のほうで余裕があります

よ、なんですか。何かちょっと質が違うように聞いたんですが、どうでしょうか。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 民間の放課後児童クラブが開設される地域については、その対象

とする地域も含めて特に制限があるわけではございませんけれども、どうしても送迎が必

要ということがありますので、児童数が多い校区、利用者が見込まれるところで開設され

ることが多いというふうに聞いております。ニーズは、必ずしも人口が多い地域ばかりと

いうことではないというふうには把握しておりますけれども、なかよし学級については学

校の敷地内に開設するということを方針としておりますので、なかなかこちらが利用して

いただきたいというような枠組みに合ったような開設が難しいという状況が出てきており

ます。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 すごく焦点化してしまって言いづらいところは答えづらいところにいくか

もしれませんが、その当初の目的ですよね、事業の目的と事業内容が何か聞いてると少し

違うのかな、いわゆる相違点があり過ぎますなんてまではよう言いませんけれども、当初

目的と事業の成果の比較検討が、聞いてて少し一致しないところがあるように思いますが、

そうではないですか。聞いてる側が識見が足りないのかなと思うんですが、何かずれを思

って聞いたんですけど、違いますか。当初目的。 

○安田分科会長 安達委員、聞いてたんですけど……。 

○安達委員 ですから当初目的、事業目的と実績。 

（「ちょっと質問がよくわからない。」と声あり） 

○安田分科会長 もう一回。 

○安達委員 傾向としては、ふえる傾向にあります。民間が今、この事業の対応をしてま

す。ただ、地域によっては少しニーズがこことここは違う中で、当初の事業目的と１年間

の実績が少しずれたように聞こえたんですよ。それは自分の聞き違えなのかもしれません

が、そこが同じ目的、目標があって、結果、成果は変わりませんでしたなら、もう一回答

えてもらっていいですということです。 

○安田分科会長 ずれたというのは、どこがずれたかということをきちんと言って質問し

てください。 

○安達委員 ですから、当初目的というより前に、地域のニーズが違う、大くくりでは一

緒というふうに捉えないけんですけれども、そこは違うんだよって言われましたよね。周

辺部と町なかは違うっていうふうに聞いたんですが、そうじゃなかったですか。 

○安田分科会長 湯澤こども未来局長。 

○湯澤こども未来局長 ニーズとおっしゃるのが、こちらの意図としましては、児童数が

多い校区があったり、やはり少ない校区があったりということで、その必要数が変わって

くるという意味では、ただいま池口課長のほうから説明をさせていただいたと思っており

ます。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 続けていきますけど、課題のところ、方向性のところに、方向性としては拡

大が見込まれるって書いてあるんですよね。そこのところの思いをもう少し具体的に伝え
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てもらえませんか。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 定員というところで全市的に見ますと、充足してるというふうに

思える部分もあるかもしれないんですけれども、校区によっては希望する方が十分に受け

入れられてない現状もございますので、そこの部分については民間の放課後児童クラブさ

んのほうで役割を担っていただけるように考えております。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 最後にしますが、拡大なんですね、やはりね。狙いは、この事業を３１年度、

今年度も拡大化に進めていくということですよね。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 まだ希望する方が入ることができない校区もございますので、こ

こについては民間の放課後児童クラブのほうで補完をしていただきたいというふうに考え

ております。 

○安田分科会長 いいですか。 

○安達委員 はい。 

○安田分科会長 では、次の項目に行きます。７３ページ、事業番号１４６番、二市連携

ＩＣＴ活用保育事業について。 

 土光委員。 

○土光委員 この事業について、目的としては事業概要で、保育士のスキルアップと保育

の質の向上ということでこういうふうに書いてあるんですけど、まずＩＣＴを使ってそう

いったことを目指すということで、この事業の大体のちょっと概要を改めて説明していた

だいて、これが平成３０年度で３年目で、この保育士のスキルアップとか保育の質の向上

ということに実績としてそういうふうなことが達成できそうなのかどうか。事業の成果で

自立運用に道筋をつけるということで、ある意味で試行的な事業というふうに読み取れる

のですけど、こういった３年間、ことしを含めれば４年ですけど、踏まえて今後どういう

ふうに考えているのかということがあれば説明をお願いします。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 まず、事業の概要についてですけれども、保育にＩＣＴの技術を

活用する事業でございまして、保育士が園児に対する気づき、例えば園児の挨拶、食事の

様子、行動、対人関係、そういうようなことを一人一人の園児に対して保育士がコメント

を記録するようにいたします。それに対して、先輩の保育士、園長とかも含めるんですけ

れども、そういう者の個々の保育士の気づきを見える化、データ化したものを情報共有い

たしまして、保育士の保育が充実すること、スキルアップすることを目的としたものでご

ざいます。対象園は、公立では東保育園と淀江保育園、民間ではキッズタウンかみごとう

とキッズタウンさくらの４園になってまして、３歳から５歳児を対象としております。 

 どのような効果があるのかということなんですけれども、個々の保育士の気づきを保育

士全体で情報共有いたしまして、保育の振り返りをするということでスキルアップにつな

げていくということを目的としているもので、そういう保育士の教育という面で成果があ

るものと思っております。 

○安田分科会長 土光委員。 
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○土光委員 実際、評価というか、そういうことを目指してやってきて、それなりのこと

が達成できそうなのか、特に評価で、要は保育士のスキルアップとか保育の質向上という

ことなんですけど、現場の保育士さんが実際やってみてこの取り組みをどういうふうに評

価しているのかということで、評価をする視点として、現場の保育士さんがこれはいいな

みたいな評価があるのか、仕事が一つふえたわみたいな評価があるのかも含めてどういう

ふうに捉えているのかを説明をお願いします。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 情報共有をするという点では非常に役に立っていると聞いてお

りますけれども、ただ、ＩＣＴの技術がなくてもこれは保育士が日ごろから行っているこ

とでございます。この事業を実施しておりますけれども、日ごろの業務に加えての入力作

業ということになっておりまして、保育士のほうからは、ちょっと入力作業そのものが負

担になっているということを聞いてはおります。入力作業が煩雑ということがあるという

ことですので、そこらあたりの改善というのが必要ではないかというふうに考えておりま

す。 

○安田分科会長 土光委員。 

○土光委員 多分、矢田貝さんが質問されるから譲りますけど。 

（「どうぞ。」と矢田貝委員） 

要は、聞きたいことは、それなりのお金をかけてやってる取り組みだと思います。それ

で、これが今後スキルアップとか保育の質につながるというふうなことだったら展開して

いけばいいし、実際やってみて余りめどがなければまた考え直さないといけないと思うん

ですけど、今の時点の評価をお聞きします。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 保育士のスキルアップということは、これはもう必要なことです

し、情報共有ということも大事なことだというふうに考えております。今回、実証実験と

いう形で導入しているソフトなんですけども、これは保育士のスキルアップに重点を置い

たものでございまして、それから先の発展性といいますか、例えば入力した記録をほかの

ことに使っていくというようなところが少し足りないところがあるというふうに聞いてお

りまして、保育士の負担を軽減するためにＩＣＴの技術を導入していくということは必要

であるというふうに考えておりますけれども、今回、実証実験したこのソフトに関してい

いますと、その発展性が少し足りない部分がありますので、これを続けていくかというこ

とに関しては少し課題を整理することが必要だというふうに考えております。 

○安田分科会長 いいですか。 

○土光委員 あとは譲ります。いいです。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 私は、土光さんが今おっしゃったとおりで、どこかでこの事業をどうする

のかという判断をしていかないといけないというふうに思っております。課長がおっしゃ

ったみたいに、定着して進化をしてほかの園まで広げていくということでないのであれば、

ある程度この活用のためのガイドラインというのが作成をされて、このシステムについて

の結果というか、完結してものじゃないかなというふうに思うんですね。保育士の皆さん

のスキルアップのためのいろいろなやり方というのはほかにもあるんだろうと思いますの
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で、この２市が連携してＩＣＴを活用してというところのきっかけはあったかもしれませ

んけれども、そろそろ考えていく時期なのかな、継続して広げていくのかっていうところ

については土光さんと同じ意見であります。以上です。 

○安田分科会長 なら、次に行きます。７５ページ、事業番号１５０番、公立・特別保育

事業について。 

 岡村委員。 

○岡村委員 １５０番の公立・特別保育事業と次の７６ページの１５１番、私立・特別保

育事業、あわせてお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○安田分科会長 どうぞ。 

○岡村委員 ここでお聞きしたいのが、公立の場合ですけど、延長保育２カ所、一時預か

り３カ所なんですね。私立の場合、延長保育２９カ所、一時預かり７カ所など、いろいろ

記載されているわけですけども、そもそも延長保育っていうのは具体的にどういった場合

で、どのぐらい延長保育になるのか、また一時預かりっていうのは、どういったケースに

一時預かり、どのくらいの期間預かるのかというところを、ちょっとそもそものところを

お聞きしたいと思うんですけど。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 延長保育につきましては、各施設に入所している子どもさんが保

育の認定のときに標準時間、短時間というふうに利用可能な時間数というのを設定するん

ですけれども、その時間を超えて保育園を利用されることを言っております。公立保育所

では西保育園とねむの木保育園が実施しておりまして、延長保育時間は１８時３０分から

１９時というふうになっておりますし、また私立の保育所さんは、ほとんどの保育園で実

施されてますけども、時間は１９時までのところもございますし、長いところは２０時ま

でされてるところもございます。 

 それから、一時預かりは、保護者が例えば仕事の都合や病気や事故、看護や介護等さま

ざまな理由で家庭での保育が一時的に難しいときに利用ができるもので、米子市の公立の

保育園では３０年度は東保育園とねむの木保育園と南保育園で実施をしておりますし、民

間では成実保育園ほか７カ所で実施をされております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 わかりました。それで、素朴なところなんですけども、なぜ公立では延長保

育２カ所、一時預かり３カ所ということでとどまって、私立の場合は２９カ所とか７カ所

とかっていうふうに広げてあるのかといった点、この辺の違いというのは何かあるんでし

ょうか、毎年こういった傾向なんでしょうか。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 公立保育園の実施園の数につきましては、大体同じ３園程度とい

うふうになっております。なかなか拡大できない理由の一つは、保育士の確保が難しい状

況になっておりまして、通常の保育のほうに保育士を配置するということを重点にしてお

りますので、この特別保育のほうまでは今のところはこれ以上できないところでございま

す。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 といいますと、結局ニーズがないからじゃなくて、受ける体制側としてなか
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なか受けられないことがあるということなんでしょうか。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 ニーズはあるというふうに思っております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 こういうのをどんどんふやしたほうがいいというふうには、私はちょっと言

い切れない部分というのがありますけども、ただ、やはり私立、福祉会も含めてそういっ

たところがやっておられるようなところっていうのが、公立でなぜできないのかというと

ころをやはりもっと検討して、本当に子どもたち、保護者のそういった要望、ニーズに応

えるような保育を実施できるようにぜひ努めていただきたいというふうにお願いしたいと

思います。 

 それから、最後にちょっとお伺いしたいのが、私立の特別保育事業で決算額を見ますと、

本年度決算額が１億８,７００万円で、次年度予算額が倍以上の３億７,９００万円という

ふうに膨らんでいますけども、この要因というのは何かあったんでしょうか。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 次年度予算が増額になった理由についてですけれども、幼稚園の

２園、かもめ幼稚園と東みずほ幼稚園が新制度幼稚園に移行するということがございまし

て、この２園で実施されます一時預かり保育事業について２,０００万円程度は増額をして

おります。それに加えまして、平成３０年度中途に保育の必要性がある２歳児さんの預か

り保育事業というものが新しく始まりまして、そちらのほうの事業費の増として８,８００

万円程度を見込んでおります。 

○安田分科会長 いいですか。 

○岡村委員 わかりました。 

○安田分科会長 次の項目へ行きます。７６ページ、事業番号１５１番、私立・特別保育

事業について。 

 土光委員。 

○土光委員 この事業の成果でいろいろ説明があって、この中で障がい児保育という項目、

これについてお聞きします。事業の内容としては、民間の保育園が障がいのある子を受け

入れるときに加配措置が必要なので、それに対応する補助というふうに聞いています。こ

れの補助の基準とか内容をまず説明をお願いします。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 この私立・特別保育事業に含まれる障がい児保育の補助の基準に

ついてということでございますけれども、まず障がい児、発達支援ですとか障がいがある

子どもさんに対して保育士を加配するということがございます。加配の目安は、おおむね

子どもさん２人に対し保育士１人というふうになってますけども、これは障がいの程度に

よって変わってまいります。米子市は、県補助と本市単独の補助制度と２つ持っておりま

して、合計で障がい児に対する加配保育士１人当たり１２万９,８７５円、これは月額です

けれども、それを上限に補助をしております。そのうち県補助になっておりますものが私

立・特別保育事業のほうに含まれておりまして、そちらは加配保育士１人当たり月額７万

９,８７５円を補助しておりまして、その実績額は１,７５９万２,８５０円となっておりま

す。米子市の単独事業としては加配保育士１人当たり月額５万円を補助しておりまして、
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その実績額は１,２０９万円でございますけれども、この米子市単独分につきましては、事

業番号１５３の私立保育等支援事業のほうに計上しております。以上です。 

○安田分科会長 土光委員。 

○土光委員 加配の基準ですけど、障がいのある子１人とか２人とかについて補助がある

ということですか、それとも障がいのある子を受け入れるために保育士の増員が必要で、

要は加配した保育士に対して１人当たり幾ら、どちらになるのですか。ちょっと今の説明

でよくわからなかったんですけど。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 加配保育士１人当たりの補助になります。 

○安田分科会長 土光委員。 

○土光委員 今の説明で、県と、それから米子市独自で最大でほぼ１３万というふうな内

容ですけど、実は民間の保育士さんの関連する保育士さんから話を聞いたのですけど、民

間の保育所が障がいのある子を受け入れて、そのために保育士をふやす、加配が必要だと

いうことで最大１３万補助が出るということ、そういう制度に対して実際受け入れて保育

士をふやすと、この１３万では普通おさまらないと。もっと人件費等１３万以上、だから

受け入れると、もう受け入れることイコール赤が出る、そういった状況だという話を聞い

ているのですけど、それはそういう状況だと思っていいのですか。その辺は把握はされて

るんですか。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 補助金の申請のときに、どれぐらい実際に経費がかかってるのか

ということは当然把握はしております。その中で、保育士さんが例えば正規職員なのか、

非正規の職員さんなのかによって必要な経費が違ってくるということはあると思いますし、

必ずしもこの補助金の額で全額賄えるかどうかということに関しては、そういうふうにな

らないケースがあるということも承知しております。 

○安田分科会長 土光委員。 

○土光委員 そうすると、この補助の制度として、民間にそういった障がいのある子を受

け入れていることにより必要な人件費とか経費でそれが賄えないような補助の額というの

は、賄えないというのは、要は赤字部分はそちらでやってねみたいな前提での受け入れを

要請してることになるので、少なくとも賄えるぐらいの補助額はやはり保障すべきではな

いのかと思うのですけど、いかがですか。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 保育園の運営というのは、障がい児だけに限らず公定価格の中で

運営していただいているものと考えております。障がい児の加配保育士に対するものは、

あくまでも補助ですので、全額を市が賄わなくてはいけないというふうには考えておりま

せん。 

○安田分科会長 土光委員。 

○土光委員 いや、あくまでも補助だから民間の保育所が受け入れることによって持ち出

しが発生するというのが、それが正常の姿と私は思えないんですけど、それに関しての見

解はいかがですか。 

○安田分科会長 湯澤局長。 
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○湯澤こども未来局長 障がい児加配の職員さんについての補助ということでございま

すけれども、民間の法人さん等が保育所運営事業、大きな事業の中でこの加配を配置して

おられるということで、その運営費の中でこの補助を活用していただいているという仕組

みでございます。あくまでも県の補助、市の補助の要綱に従って今はこの金額で助成をさ

せていただいているということでございます。 

○安田分科会長 土光委員。もう同じことは……。 

○土光委員 はい。これは私の意見というふうに受け取ってもらって構いませんけど、実

際受け入れることによって人件費がこの補助額では賄えないというか、そういう現状があ

るというふうな話を耳にしているので、それによって何が起こるかというと、例えば民間

でもう受け入れができないという御意見も、そういうこともあると聞いています。だから、

障がいのある子をきちっと受け入れて保育を保障するという意味で、この補助の額もそう

いった視点でやはり私は考えるべきではないかということで、指摘ということで受けとめ

てください。 

○安田分科会長 次に、奥岩委員。 

○奥岩委員 先ほどから岡村委員、土光委員と質問されたところで、通告しておりました

が次年度予算額増となったところは承知しましたので。そうしますと、３０年度、補正で

増額をされたんですが、その後、決算が結構な減額になっておりますので、ここについて

伺いたいと思います。 

○安田分科会長 池口課長。 

○池口子育て支援課長 まず補正をした理由なんですけれども、これは病児・病後児保育

事業、国の事業でもあるんですけれども、こちらのほうで国が交付基準額を改定されまし

た。そのことに伴って、３カ所分として７８０万９,０００円増額したものでございます。 

 続きまして、決算額と予算額に差があるということでございますけれども、主なもので

申し上げますと、１歳児の保育士の特別加配事業、これは１歳児クラスの保育士配置を国

基準の６対１から４.５対１に引き上げるものでございますが、ここで２,３９６万８,００

０円の予算残が出ております。それから延長保育事業、保育が必要と認定された時間を超

えて利用する保育事業でございますけれども、それが２,２６６万円の予算残となっており

ます。それから一時預かり保育事業、保護者がいろいろな御都合で子どもさんを一時的に

保育園に預けられるという事業でございますけれども、こちらのほうで１,９１０万９,０

００円予算残が生じております。これは、それぞれ各園で実施可能な最大数の時間、人数

で当初予算に計上しておりましたけれども、保育士の確保ができなかったことですとか実

績が減ったことによりまして不用額が発生したものでございます。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 補正予算と決算のところはわかりました。繰り返しになりますが、決算のと

ころで差額が出たのは、当初のときに各保育園さんといいますか、施設さんのほうからこ

れだけ受け入れができますよというところでそこで予算を組んでいただいて、結果ニーズ

がなかったのか、それともサービスを提供しようとしたけど、途中で保育士さんが不足し

て実施に至らなかったというところだと思いますので、これが次年度予算額、今年度に係

ってくるんですけど、これに対しましても、先ほど御答弁ありましたとおり、施設増、受

け入れ増でかなりの額が増額になって上がっておりますので足りるとは思うんですが、先
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ほどおっしゃられた、利用者さんが少なかった場合はいいとして、保育士さんが少ないの

で受け入れがなかなかできませんという、そこのところに対しまして今後も対策を随時打

っていただけたらと思いますので、そこのところを指摘させていただきまして質問を終わ

りたいと思います。 

○安田分科会長 以上で福祉保健部所管については終わりました。 

 説明員入れかえのため、暫時休憩をいたします。 

午後２時５７分 休憩 

午後３時１５分 再開 

○安田分科会長 それでは、休憩前に引き続き予算決算委員会民生教育分科会を再開いた

します。 

 次に、議案第７９号、平成３０年度米子市一般会計等の決算認定についてのうち、教育

委員会所管部分を議題といたします。 

 まず最初に、１８６ページ、事業番号３７１番、中学校運営標準経費について。 

 土光委員。 

○土光委員 事業番号３７１に関して、平成３０年度決算額、この中で図書の購入費用、

これがどのくらいなのかというのを説明してください。それから図書の購入ということで、

実際学校の現場でどういった図書を購入するかというふうに決定するということで、その

図書の選定を主に学校現場で誰がやっているのかというところ、その２つをまず説明をお

願いします。 

○安田分科会長 松下教育委員会事務局長。 

○松下教育委員会事務局長 図書費への配分額と図書の購入額についてという御質問だ

と思います。昨年度の中学校への配分額の合計は８３７万８,０００円で、購入額の合計が

８３６万８,０００円でございます。小学校への配分額合計は１,４９６万６,０００円で、

購入額合計は１,４９２万７,０００円でございます。 

 それと、図書の購入の選定を誰が行うのかということでございますけれども、購入図書

の選定につきましては、各学校においては学校司書と司書教諭が共同して選定していると

いうふうに認識しております。 

○安田分科会長 土光委員。 

○土光委員 予算額、実際の購入額はわかりました。選定に関してなんですけど、学校司

書と司書教諭両方おられて、それで共同でやっているというふうな説明で、これに関して

実際司書教諭と学校司書の位置づけなんですけど、学校司書というのは非常勤で、一応位

置づけとしては事務的補助という仕事だというふうに位置づけられていると、待遇もそれ

に沿った形でという、それが実情だと思います。ただ、図書館の場合なんかでこれは一つ

の例ですけど、図書の選定の部分で事実上、学校司書が単なる補助的な事務ではなくて実

務の中身に関しての仕事もやっているというふうに、それが実態だということを私は耳に

するんですけど、それに関しては実際はそういう実情だと思っていいですか。 

○安田分科会長 松下事務局長。 

○松下教育委員会事務局長 学校司書と司書教諭の役割でございますけれども、これは鳥

取県教育委員会が作成しております学校図書館活用ハンドブックというものがございます。

その中で、学校図書館資料の選択については、学校司書と司書教諭が共同して行う技術的
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活動の業務というふうに位置づけておりますので、本市におきましても、学校図書館の購

入図書につきましてはこういったことをもとにしまして、教職員とか児童生徒からのリク

エストですとか授業に使う図書などを学校司書と司書教諭が共同して選定しているところ

でございます。 

○安田分科会長 土光委員。 

○土光委員 この辺は、指摘というか、意見ということになります。例えば、図書の選定

なんかの実際の実務を、むしろ学校司書が主にやっているという実情だということを耳に

します。司書教諭もおられますけど、今、学校現場が非常に忙しくてなかなか図書館に関

することに時間を割くことができなくて、実質上は学校司書がメーンで図書の選定も含め

てそういった業務をやっているというか、そういった実情で実際現場が支えていると思い

ますので、今県の例を出しましたけど、例えば県立高校なんかは学校司書は正規職員に位

置づけて仕事をしていますけど、小中はそういう位置づけがないままで、実際に担ってい

る役割は図書館運営の実質的なメーンという形になっているので、そういった実際の仕事

と職種の位置づけ、それから待遇、その辺をやはりきちっと考えないと、これからもずっ

と学校司書がそういったことを継続的にやっていくというのが難しくなるのではないかと

思うので、その辺はやはり考えていくべきではないかということで、これは指摘というこ

とで。 

○安田分科会長 続いて、岡村委員。 

○岡村委員 この問題を取り上げさせていただいたのは、かなり以前ですけども、学校図

書館図書標準というものに対して下回る状況っていうのが若干見受けられたケースがあっ

たんじゃないかといったことがあって、現状はどうなってるのかということでお伺いした

ところで、ヒアリングを通じて全ての学校で図書標準は１００％以上になっているという

状況っていうのは把握できましたので、よしとはしたいと思うんですが、一点ちょっと気

になったことで申し上げますと、小学校でいいますと、一番達成率が上回ったのが成実小

学校の２０４.１％といった数字で、低かったのが福生東小学校の１０７.１％ということ

で、１００％を辛うじてクリアしたといった状況があったと思うんです。それで、中学校

の場合でいいますと、一番達成率が高かったのが美保中学校の１８８.７％というところで、

一番低かったのが福米中学校で１１０.９％ということでありました。 

 ここでお気づきのように、やっぱり児童数とか生徒数が膨らんでいる学校で、どうして

も図書が児童生徒数の割合に対して達成できてない、膨らんでないという状況があるんじ

ゃないかなと思うんですけども、そういった点は、やはりこれから図書をふやしていくと

いった上で常に考慮してやっていただきたいというふうに思うんですけど、そこら辺は現

在どういった方針でやっておられるかお伺いしたいと思います。 

○安田分科会長 松下事務局長。 

○松下教育委員会事務局長 予算を配分するときに、この図書購入費というのも勘案して

各学校への予算配分というのを定めるんですけども、その際に参考にしておりますのが、

国の単位費用というものをもとにしております。それに対して学級数がその学校で何クラ

スあるかということを加味しまして予算配分の中で考えておりますので、そういったとこ

ろで配慮はしてるんですけど、今、委員指摘のとおり、高い学校、低い学校ということが

ございますので、ここらあたりは学校単位等できちんと把握して考えていきたいというふ
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うに思っております。 

○岡村委員 お願いします。 

○安田分科会長 では、次の項目へ行きます。１６８ページ、事業番号３３６番、にこに

こサポート支援事業についての質問をお願いします。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 通告しておりますとおり、実績、事業成果についてなんですけど、平成３０

年度も中途退職者を含む配置人数で実施をされたということなんですが、年間を通じてど

の程度充足していたのか、またこの退職者さんがおられたときに空白期間があったのか、

ここもあわせて伺いたいと思います。 

○安田分科会長 西村学校教育課長。 

○西村学校教育課長 では、学校支援員について昨年度の状況としましては、年度初めに

まず２２名を配置してございます。小学校２３校中の２２名配置して、１名はあきがあっ

た状況でございましたが、その場合、１人の学校支援員を巡回する形で全校に配置したと

いう形をとっております。１０月１日にお一人途中で採用させていただきました。退職者

が出たのが１月の末でございましたが、２週間のうちに学校長の推薦を受ける形で新たな

者を任用させていただいております。ということで、２２名配置しておりましたが、途中

１名退職、途中３名採用という状況で、なるべく空白期間がないように配慮したところで

ございます。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 空白期間がないように対応していただいたということで、年当初２２名とい

うことで全小学校に対して配置をされたということだったんですけど、先ほどの御答弁と

ちょっと重なるんですが、多寡についてどういったような対応をされたのか、もう少し詳

しく。各学校の児童数と比べて、小学校に現実置かれて、途中、中途退職者さんがおられ

て３名入られて各学校を回られてというところだったんですけど、そういったところが実

際、支援員をどういうふうに回しておられたのか、もうちょっと詳しく伺わせていただき

たいと思います。 

○安田分科会長 西村学校教育課長。 

○西村学校教育課長 まず、学校支援員の配置についての考え方でございますが、そのほ

かの県の非常勤講師等とのバランスも勘案しまして、ひとまずは全校に１名ずつは配置し

たいというような考えのもとで、年度当初に全校１名ずつ配置を目指して前年度から採用

試験をして採用しているところでございます。その採用に当たりましては、学校からの推

薦を受けたりしてより広く情報を集めて、よりよい人材確保の迅速に行えるように努める

ところでございますが、その多寡につきましては、学校の子どもの分母に限らず全校１名

配置を目指して行ったところでございます。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 今、答えていただいたんですけど、全校１名以上というようなところでまず

は配置をされて、学校さんによって児童数が多かったり少なかったりというところもある

んですけど、そこに対しては各学校を回られる方がおられるときとおられないときとあり

ながらも１名は確実に確保されておられたということですね。特に基準等はないとは思う

んですが、そうはいっても児童数によって、皆さんのほうがよく御存じだと思うんですけ
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ど、業務内容といいますか、どうしてもいっぱいになってしまうところもあると思います

ので、そういったところも今後考えていただいて予算編成に人員配置も次年度以降、次々

年度以降と続けていただけたらと思います。 

 もう１点だけ、済みません、質問させていただきたいんですが、３０年度決算の額から

次年度予算額、４００万ぐらい上がってるんですけど、これはどういったのがありました

でしょうか。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 こちらは、中学校のほうへの配置も目指しまして予算のほうを計上

させていただいたところでございます。 

○安田分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 承知しました。では、先ほどちょっとお話しさせていただいたところで、学

校で生徒さんの人数も違いますので、そこに対しては柔軟に対応していただくようまずは

検討段階に入っていただければと思いますので、そちらのほうを指摘させていただきます。 

○安田分科会長 ほかはいいですか。 

（「いいです。」と三鴨委員） 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 にこにこサポート事業、だんだんニーズもふえてきて米子市としての取り

組みっていうのが充実してきてるんだろうというふうに思っているんですけれども、実際

に学校現場に先生として入られる方々の就業の実態っていいますか、そこら辺は学校に１

名という人員確保はできていると思うんですけれども、どういった感じで登校から下校に

至るまで対象となるお子さんに対してサポートされてるのか、学校全体というところで個

別の支援が必要なお子さんの人数も学校によって違う中で、全体としてある程度自由に動

ける状況ということで、時間が制限のあるのかという現状を教えていただけますでしょう

か。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 学校支援員の勤務実態というところでございますけれども、１日７

時間４５分以内で月９９時間の縛りの中で学校長の指示命令のもとで勤務しているような

ところでございます。この学校支援員独自で授業をすることはできませんので、担任の指

導のもと、配慮の必要なお子さんに個別にサポートに回るというような状況です。それは

クラスが固定化することもございますし、広く学校内を回って支援に当たっているような

状況で、学校の裁量で行っているところでございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 教育委員会の中でサポート支援員になられる方っていうのが、ある程度登

録制というか、人数を把握しておられて、その都度学校からこういった方をというような

推薦もあるのかもしれませんけど、何年か前のときにはある程度持ってますというふうな

ことも聞いたんですけども、現状はどうなんでしょうか。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 毎年、配置可能な人数は全て配置できるように前年度から採用試験

を行って準備を進めているところでございますが、今もう配置可能な人数のぎりぎりいっ

ぱいのところで人材のほうは確保しているというような状況でございます。 
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○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 最初これは１０校からでしたか、前期、後期を分けて広く配置校をという

ところから一気に小学校数というところまで持ってこられたということで、物すごく頑張

っていただいてるなというふうには思いますし、現場の先生方にとっても大変助けられる

方々であろうと思います。いろいろな角度からのこういった支援をしていただく人の集め

方は、地域の中の人材ということでぜひ工夫をしていただきまして、今後も充実していっ

ていただければなというふうに思っていますし、新しいにこにこサポート支援事業という

より、地域の人が学校支援の中にどのようにかかわっていけるのか、新しい視点での検討

もできれば、それが米子版のコミュニティ・スクールのあり方まで続くかどうかわかりま

せんけど、そういったところまで開いていけばいいんじゃないかなと、この事業は大いに

期待をしているところです。中学校もことしは２校ですか、スタートしているところと理

解しておりますので、ぜひ全校にいくように要望しておきます。 

○安田分科会長 次に行きます。１６９ページ、事業番号３３７番、スクールソーシャル

ワーカー活用事業について。 

 岡村委員。 

○岡村委員 問題を抱える子どもたちの課題解消に向けてというふうな取り組みで、本当

にスクールソーシャルワーカーの方々の御尽力というのは大変なもんだなというふうに感

じてるわけですけども、やっぱりいろんな専門性を備えておられる方が配属、配置されて

いるというふうに思うんですけども、どういった方が何名配属、配置されてるのか、まず

最初お伺いします。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 スクールソーシャルワーカーの人材についてでございますけれど

も、本市では現在、社会福祉士の資格を有する者を２名、教員経験者を１名配置してござ

います。また、２年前から医療の専門的知見を有した者２名とスーパーバイザー契約を交

わしております。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 そういった３名の方を中心に活動されているといった状況なんですけども、

３０年度の実績を見ましても、問題件数が４２８件、そのうち問題が解決または好転した

のが１２９件ということで継続支援が３００件ということで、かなりやっぱり困難を抱え

ながらの活動なんだなというふうに理解はするんですけども、そういった点で、この３０

年度、３名のソーシャルワーカーの方はどういった活動をされたのか、年間何時間活動さ

れてきたのか、そしてまた処遇はどういった処遇になってるのかお尋ねします。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 スクールソーシャルワーカーの対応状況についてでございますが、

まず社会福祉士の資格を有する者２名は、年間１,０００時間、主な業務としましては、小

中学校への訪問や関係機関を含めたケース会議のコーディネート等を行ってきております。

それから教員経験者である１名のスクールソーシャルワーカーは、年間５７０時間、家庭

訪問等を行うアウトリーチ型の支援を行ってございます。また、それらの支援がより効果

的に行われるよう、月に一、二回程度スクールソーシャルワーカー３者とスーパーバイザ

ーのほうで対応の見立てでありますとか支援を構築する会議を行ってございます。 
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○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 年間１,０００時間、お二人ですと合わせて２,０００時間ということ、そし

てあと５７０時間ということで、トータルして２,５７０時間ということになろうかと思う

んですけども、その点で３０年度に比べて次年度予算額がかなり膨らんでるといったのは

どういった関係で膨らんでるか、お伺いします。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 予算の増額分でございますが、平成３０年度より社会福祉士の資格

を有する者２名につきまして、年間勤務時間を５００時間をふやしまして１人当たり１,

５００時間の勤務としております。それから教員経験者である者は年間５７０時間という

ふうに勤務時間を、これは変わりませんけれども、そういった形で社会福祉士の資格を有

する者２名分の増時間分というふうに御理解いただければと思います。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 社会福祉士の資格を持っている方が５００時間ずつ、年間でトータル１,０

００時間、活動時間がふえたといったことだと思うんですけども、それだけやっぱり問題

っていうのが非常に多岐にわたっておるんだなというふうに思います。そういった点で、

こういったところをぜひいろんな交流なども含めてやっていただきながら生徒たちの問題

解決に当たっていただきたいというふうに要望しておきます。 

○安田分科会長 では、次に、安達委員。 

○安達委員 今、岡村委員からも質問がそれぞれあったんですが、重なった部分について

は許してください。ヒアリングというですか、意見を何回か交換させてもらう中で、この

事業は米子市が始めてから今日まで１０数年間経過してますよということがあったんです

が、毎年事業を展開される中でさまざまな事案とか問題解決に向かわにゃいけん内容が出

てくると思うんですが、いわゆるその年の問題解決っていうのはどのように図られてるか

を教えてもらえればと思うんですが。そして、それによって成果を積み上げておられると

思うんですが、示してもらえませんか。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 委員おっしゃいますように、近年は特に児童虐待でありますとか、

あるいは子どもの発達に関する支援への対応を求められるケースが大変増加してきており

まして、その支援についてはなかなか難しいような状況でございますが、先ほども申し上

げましたように、社会福祉士の資格を有する者のケース対応でありますとか教員経験者の

アウトリーチ型の支援によりまして問題が解決したり、あるいは解決には至らずとも好転

したりしたケースの報告を多数受けているような状況でございまして、本事業は一定の成

果を上げているというふうに認識しているところでございます。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 その成果を受けとめておられますけれども、関係機関っていうのは、今スタ

ッフとして配置されていますけれども、例えば警察なのか児相なのか、ケースによってで

すよね。その辺もう少し、学校以外、教育委員会以外の支援機関というのはどんなところ

があるんですか。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 委員おっしゃいましたような警察はもちろんでございますし、児相
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もそうでございます。それから家児室でありますとか、そういった関係機関と必要に応じ

て連携をとっておるところでございます。ケース会議の座長は学校長でございますので、

学校長が必要に応じてそれらの人選を図って、その中で連携を図っているようなところで

ございます。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 それで、最後の方向性のところに書いてあるんですけども、事業の継続をっ

ていう一文があるわけですけれども、十数年間経てきて、いろいろケースがあって人材も

確保され専門職も確保されてくる中で、まだまだこの事業の継続性は必要ということにな

ろうかなと思って聞きたいんですが、事業の継続性を求めるというところは、次年度以降

になりますけれども、例えばことしこのようなことを進めてます、さらに事業の進化を進

めていますということがあれば教えてもらいたいですが。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 生徒指導上の諸課題が多様化、複雑化してきておりますので、児童

生徒及びその保護者へ適切な支援を引き続き行うために、本事業を一層充実させていきた

いというふうに考えておりますし、これらの重要性を必要に応じて国や県に働きかけをし

ていきたいというふうに考えております。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 最後になりますけれども、財源の内訳もいろいろあったりする中で事業の継

続っていうのが、担当者からの出てくる言葉と重なってくるんですけれども、やはり市だ

けでも大変ですし、人材的にも大変だと思うので、継続を言われるなら、なおかつ、いわ

ゆるそれぞれの機関、県とか国とかあるかもしれませんが、支援を呼びかけて財源の確保

もしたりということをこちらとしては要望として申し上げておきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○安田分科会長 次の項目に行きます。１６９ページ、事業番号３３８番、地域とつなが

る学校支援ボランティア事業について。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 各学校で地域の方等でいろいろな支援をされているグループがあると思

うんですけれども、それが学校とどのようなつながり方をしていらっしゃるのかというの

が一点。そしてそれぞれのその支援グループの方々の横つながりといいますか、そういっ

たことがどのようなことになっているのか、あるのかないのか、あればどのような状況な

のかというのを教えてください。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 本事業は、それぞれの学校に学校支援ボランティア事業の推進委員

会を設置する形で運営を行ってございます。その推進委員会に地域コーディネーターとい

う者が２名配置されておりまして、そのうち１名は教員ですが、もう１名を地域または保

護者から選出された学校と地域とをつなぐ役割をしている方を各学校選出してございます。

その方に依頼する形で各ボランティアと学校をつないでいただくと。その方にお願いする

形で各グループ同士もつないでいただいているような状況でございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 学校を支えるので、全然地域とは関係ない方々がやってくるというのは余
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りケースとしてはないんだろうと思うんですけれども、そういったときに、地域の中の教

育というところと地域の支え合いのボランティアを束ねるというところで、学校の中のそ

ういった推進委員という先生と地域の中の推進委員さんと、また地域のコーディネート力

というところだと公民館というところの位置づけもあったりとかすると思うんですが、本

市がアンケートとかいろんなところになったらコミュニティ・スクールというのはまだな

いですっていうことになると思うんですが、私の中では学校を支える形というのはそれぞ

れの地域の中で本当にいろいろでき上がっているというふうに思いまして、それをコミュ

ニティ・スクール、学校運営のあり方だという形をつくるかどうかというところの問題で、

米子市だけがなかなか進んでないということではないと思うんですけれども、その辺はど

う考えていらっしゃいますでしょうか。これだけそれぞれの学校の中で地域とつながると

いう教員と地域の中のお二人を中心に推進委員というのがあるとすれば、もっともっとコ

ミュニティ・スクールに向かって前進できるんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺

はどのように思っていらっしゃるのかお伺いします。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 コミュニティ・スクールの今後につきましては、今、検討段階に入

っているとこでございます。学校運営協議会を立ち上げているか否かというところが一番

大きな差になってくるところでございますけれども、これを導入するしないは別としまし

ても、今後ますます地域とともにある学校ということで、地域と協力、協働しなければ解

決できない問題でありますとか、あるいは地域と協働することによってより効果的に問題

解決していくようなことは今言われているところでございますので、いずれにしましても

地域とより連携をとる形で進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 ぜひ、この事業が展開することでコミュニティ・スクールになるかどうか

はわかりませんけれども、米子市の中の学校を支える仕組みっていうところについては、

しっかりと検討していただきまして推進をよろしくお願いいたします。 

○安田分科会長 次に、安達委員。 

○安達委員 重なる分は許してもらいたいんですが、事業の全体評価の中で、支援体制が

整ったということがありますけれども、ここの一文だけではなかなかわかりづらいところ

があって、この中をもう少しわかりやすく説明、支援体制っていうのはどこを持ったり、

それから学校の周辺の環境整備もあるでしょうけれども、人的体制がどのように整ったか

をもう少し説明してもらえませんか。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 先ほど申し上げました地域コーディネーターと学校をつないでい

く中で、地域の協力を得ながら、例えば子どもたちへの学習支援でありますとか、あるい

は校舎内外の環境整備でありますとか、そういった活動を各学校の実態に応じて行ってい

るところでございます。また、登下校の安全管理でございますとか防災の重要性が増す昨

今の状況や、子どもたちの豊かな育ちのための連携を大切にした学校運営といった視点か

らも、交通安全の交通立ち番でありますとか青パトでありますとか、そういった活動をし

ているところでございます。今後もこのようなことを継続するとともに、地域とともに子

どもたちの支援に当たる体制づくりに努めていきたいというふうに考えております。 
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○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 その支援体制が整ってきた、さっきの言葉の中で、運営協議会的な協議体も

図られているかもしれませんが、一方で事業の転換というものがあるとしたら、いや、も

うこのままの継続で十分ですよ、十分っていう言い方が妥当かどうかわかりませんが、転

換、見直しがあるとしたらどの辺のところを考えておられるのか。もしなければいいです

が、俺はあるように思うんですけれども、どうですか。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 先ほども申し上げたコミュニティ・スクールを一つ検討材料としま

して、より地域と学校がともに歩んでいくような、お互いに学校あるいは校区の目標を共

有しながら地域とともに学校が歩んでいくような体制づくりはコミュニティ・スクールの

一番のだいご味だというふうに指摘がありますけれども、そういったところを視野に入れ

て、転換を図るとすれば、そういったところも勘案しながら必要に応じて対応していきた

いというふうに考えているところでございます。 

○安田分科会長 安達委員。 

○安達委員 最後ですけれども、自分も社会教育主事をやっているときに、学校と公民館

のつながりを求めたい、いわゆる１年間の計画をつくったわけですね。そのときに、これ

は今は変わったのかもしれませんが、ちょっと古い自分の体質をいいますと、学校現場は

とにかく２月、３月ごろからその翌年度の事業計画、学校現場の計画を立てられますけれ

ども、社会教育は４月以降、年度が過ぎないと、文科省や、それから県の事業の新しい事

業が入ってこない。そこにうまいぐあい調整ができないことがあったりしている中で、先

ほど課長が言われるように、周りの支援体制との整合性を積み上げないけんという中で、

なかなか言われることはわかってるんだけど、社会教育の出番がすごく少なかったりする

ので、そこの辺が改善されていくかなと思ってちょっと細かいことを聞きました。これは

要望にかえておきます。 

○安田分科会長 次に行きます。１７６ページ、事業番号３５１番、準要保護児童就学援

助事業（小学校）について、学校教育課から説明書の修正があるようですので、最初に説

明を求めます。 

 西村課長。 

○西村学校教育課長 準要保護児童生徒就学援助事業につきまして、決算に係る主要な施

策の説明書記載の数値に誤りがございましたので、訂正をお願いいたします。まず、１７

６ページの上段でございます。事業番号３５１番、就学援助事業の小学校分です。決算の

概要中の事業の成果の認定者数欄です。平成３０年度が１,５３８人とございますが、正し

くは１,６０７人です。 

また、１８６ページの下段、中学校分でございますが、事業番号が３７２番です、こち

らは平成３０年度認定者数が８０２人とございますが、正しくは８２２人でございます。

訂正をよろしくお願いいたします。確認不足で申しわけございませんでした。 

○安田分科会長 了解です。 

 それでは、岡村委員。 

○岡村委員 またあわせてお願いしたいというふうに思うんですけども、先ほど言われま

したように、１７６ページの３５１番、準要保護児童就学援助事業（小学校）、それから１
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８６ページの３７２番、準要保護生徒就学援助事業（中学校）、それと２０４ページの４０

７番、準要保護児童生徒給食扶助費、これはあわせてお願いしたいと思います。 

○安田分科会長 いいです。 

○岡村委員 最初にお伺いしようと思ったのが、今、訂正がありました認定者数について

ですけども、３０年度がかなり前年度までに比べて減ってるなというふうに小学校の場合

でも中学校の場合でもあったもんですから、その要因をお伺いしようというふうに思って

たんですけど、今、訂正がありましたので、ある程度理解しましたので、それはいいです。 

 それで、決算額が平成３０年度が小学校の場合が４,１４０万円ということで、前年度に

比べて約１,０００万円、中学校の場合が３０年度が５,３９４万円ということで、前年度

が３,８７９万８,０００円ということで、３０年度が膨らんでるといったことについての

要因ですけども、考えますに、平成３１年４月入学の児童生徒に対してのいわば就学援助

の入学準備金、これが前倒し支給されたということで、結果的にその入学準備金が平成３

０年度の場合は春と、それから最終の冬の１月、２月に支給された分の２カ年分になった

ことによることが大きいのかどうなのか、その点について確認したいと思います。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 平成３０年度分の決算額の増加の要因としましては、委員おっしゃ

いましたように、新入学用品費の前年度支給の開始年度となったためで、平成３０年度入

学者と平成３１年度入学者の２年度分を支給したことによるものでございます。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 理解しました。そういった点で、ぜひこういったものを充実させていただき

たいというふうに思います。 

 それと、給食扶助費についてお伺いしたいというふうに思うんですけども、現在、給食

費の７割助成ということで、３割は保護者負担になってるといった状況で、今本当にいわ

ば準要保護を受けられている、そういった児童生徒の家庭というのはやっぱり相当経済的

にも苦しいところが多いと思うんですけども、そういった点でぜひ私は１０割助成にすべ

きだというふうに思うんですけども。そこでちょっとお伺いしたいのが、学校給食費の滞

納状況というのがどうなっているのかということですね、小学校、中学校の件数と金額、

そしてその滞納のうち準要保護世帯が幾らを占めているのか、これについてお伺いします。 

○安田分科会長 山中学校給食課長。 

○山中学校給食課長 平成３０年度分の学校給食費の未納件数と未納額でございますが、

小学校で７３人、１３１万２,９０４円、中学校で１８人、４２万４０４円、合計で９１人、

１７３万３,３０８円でございます。また、この滞納状況のうち準要保護世帯の滞納状況で

ございますが、未納件数、未納額のうち就学援助の分、小学校で３４人、３４万３,５００

円、中学校で８人、１０万２,９５４円、合計で４２人、４４万６,４５４円になります。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 今、滞納状況をお知らせいただいたわけですけども、残念ながら滞納をせざ

るを得ないという家庭が生まれてるという中で、とりわけ準要保護世帯の滞納状況という

のを見ますと、かなり高い割合になってるといった状況が見てとれると思います。小中学

校合わせて９１人のうち準要保護世帯が４２人ということで、４割強の状況ということで、

これは相当やっぱり払いたくても払えないという状況が広がった結果じゃないかというふ
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うに思いますけども、そういった点は何か分析はされてますでしょうか。 

○安田分科会長 松本学校教育課長補佐。 

○松本学校教育課課長補佐 委員のおっしゃるような分析のほうはしておりませんが、学

校給食費については、就学援助での引き去りであったり、それから就学援助の補助もあり

ますし、児童手当からの引き去りというような方法の説明を保護者にするよう学校に求め

ているところです。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 こうした滞納せざるを得ない状況が広がってる、これを後々またお支払いい

ただくことはかなり困難なケースじゃないかというふうに私は思うんですけども、そうい

った点で、やはり７割補助から全額補助にすべきだというふうに思いますけども、全額補

助にする場合、３割分さらに余分に市は持ち出さないけんといった状況になるわけですけ

ど、財政的な持ち出しが幾らぐらいふえるのかということは試算していただいておると思

いますけども、幾らでしょうか。 

○安田分科会長 松本課長補佐。 

○松本学校教育課課長補佐 今の認定者数及び給食費で試算をしてみますと、およそ３,

６００万円ほどの増になるとそういう１０割補助というのになります。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 約３,６００万円ということですけども、こういった方についてやはり就学

援助を充実すると、ほかの自治体を見ましても、１０割補助とかそういったところってい

うのは広がっているわけですから、ぜひ米子市もそうした方向に向けて検討いただくよう

要望したいと思います。 

○安田分科会長 次に、事業番号３５３番、小学校少人数学級実施事業は取り下げでよろ

しいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○安田分科会長 次、１７７ページ、事業番号３５４番、発達障がいの可能性のある児童

生徒に対する支援事業について。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 この事業は、間違ってたら済みません、Ｔ式のひらがなの音読支援をまず

始めた、それがすごく好評で、他校にも広げたいということで学校現場のほうから要望が

あり、それが広がったっていうふうに理解をしておりますけれども、それが現年度事業と

して３０年度で終わったということでよろしかったでしょうかという確認と、そうしまし

たら、小中学校にどの程度そういったシステムが広がり、その活用は今どういうふうにな

っているのかというのを教えていただきたいと思います。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 本事業は平成２９年度と平成３０年度の２年間、国の委託事業、発

達障がいの可能性のある児童生徒に対する教科指導法研究事業という事業の採択を受けま

して行いました。１年目の平成２９年度に市内６校のモデル校で実施したところです。そ

の成果をもとに平成３０年度には市内全小学校に広げて実施したところでございます。本

年度につきましては、現段階で市内で約１６校以上の学校が実施しているというところで

す。ただ、このＴ式ひらがな音読支援につきましては、２学期以降、１０月等にも行うよ
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うなプログラムもございますので、今後についてはまだ把握はし切れてないところでござ

いますが、現段階で１６校以上の学校がこのＴ式ひらがな音読支援を今実施してるという

ところでございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 実施に適しているお子さんがいらっしゃるって判断したところで、Ｔ式の

ひらがな式というのが活用されていくということだと思うんですけれども、それで合って

ますか。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 通常学級におきまして、こういう発達障がいの可能性のある児童生

徒が一定数在籍しているということは、もう国のほうも言っているところでございますし、

本市でもそのような状況であるというふうに把握しているところでございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 全小学校が一応環境的にはできるんだけれども、実際、今年度は１６校に

なっているということなんでしょうか。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 現段階で１学期から通年でしっかり行っているところが１６校と

いうふうに把握をしておりますけれども、昨年度から１学期からスタートする学校もあれ

ば、２学期からスタートしてる学校もございまして、そこの状況はちょっとまだ今把握し

切れていないというような状況です。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 スタートの段階が４月からできなくて２学期からかもしれないというス

タートのところもあるだろうという理由が、学校にそういった活用についてアドバイスを

していく専門のアドバイザーがいなくなったため、もしかしたら取っかかりに学校内の体

制づくりであるとかっていうのが１学期のおくれということではないんでしょうか。どう

いうふうに捉えたらいいでしょうか。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 個別に学校に聞き取ったわけではないので、ちょっと詳細について

は把握はし切れてないんですが、ただ、理想は１学期、２学期、３学期、年３回の実施が

理想だというふうに言われているんですけれども、昨年度から２回実施した学校もござい

ます、実績としましては。その原因が、発達障がい支援アドバイザーの有無についてとい

うところまでは把握しておりませんけれども、年度当初にしっかり継続して行うように指

示はさせていただいたところです。それからこういった支援が発達障がい支援アドバイザ

ーがいなくなっても持続可能なものとなるように、ハード面の整備とともにソフト面のほ

うの整備についても２年間で進めてきたところでございますので、現在それぞれの小学校

の状況に応じて取り組んでいるところでございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 この事業については、新聞でも報道されて期待をされている事業だと思う

んですね。この２年間で各学校がそれぞれの取り組みとしていけるっていう体制ができた

というふうな想定ということですけれども、しっかりと現状を捉えていただきまして、も

しそういったフォローが必要ということとか、各学校の連携とかが必要あるとかっていう
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ことをよく検討されまして、もし必要であれば、違った名前になるかもしれませんけれど

も、来年度に向かっての検討に値するところではないかなというふうに思います。現状の

２年で活動が終わるものではないと思っておりますけども、その辺の検討を要望しておき

たいと思います。必要だったらぜひ改善をよろしくお願いします。 

○安田分科会長 次に行きます。事業番号３７４番、中学校大会派遣事業は取り下げでい

いですね。 

〔「はい」と声あり〕 

○安田分科会長 次、１８８ページ、事業番号３７６番、運動部活動外部指導者活用事業

について。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 現状をまずお伺いしたいと思います。運動部っていうところに限ってを先

にお伺いさせていただきます。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 部活動指導員及び外部指導者の現状というところでございますけ

れども、現在、米子市内の中学校では部活動指導員を２校２名、それから外部指導者を６

校１０名配置しております。今年度から新たに部活動指導員を配置したわけでございます

が、単独での引率でありますとか指導が可能となっておりまして、より子どもたちは専門

的で効率的な指導を受けることが今できているところでございます。また、結果として、

教員がこれまで部活動に費やしていた時間を教材の研究や教育相談等に充てることができ

て、体力的、心理的な負担の軽減にもつながっているというふうに把握しております。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 これは、いろんな部活動がある中で学校に６校１０名っていうのは、学校

によっては複数の部活動に対する指導者を部活動指導員として迎え入れているところがあ

るっていうイメージでよろしいんですか。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 単独での引率でありますとか指導が可能である部活動指導員につ

いては、１校複数名というのは現段階ではまだございませんが、運動部活動外部指導者に

つきましては複数の指導者を配置している学校もございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 部活動指導員は６校１０名じゃなかったですか、反対でしたか。 

（「はい。」と西村学校教育課長） 

 ごめんなさい、わかりました。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 先生方の負担軽減という意味では、積極的にそういった外部の方々を招き

入れていくっていうことは大事だと思うんですけれども、この予算のとり方なんですけれ

ども、申請があって予算化していくのか、ある程度予算を持っておいて、いつでも人が決

まり次第いらっしゃいませみたいなところなのか、順番的にはどういったことになってま

すでしょうか。 

○安田分科会長 西村課長。 

○西村学校教育課長 まず、学校のほうにそういったニーズがあるかどうかというような
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照会をかけまして、そういったニーズがあるということでございましたら予算化して要望

しているところでございます。 

○安達副分科会長 ごめんなさい。委員長を、ちょっと生理的現象で、かわります。 

 どうぞ、矢田貝委員。 

○矢田貝委員 これは要望ですけれども、外部の方が学校にそういったかかわりをされて

いく中で、生活をされている方、普通の仕事をしたりとかそういった中で学校に絡んでい

くっていう環境を整えていくっていう意味では、結構学校にニーズを把握するというとこ

ろと、そのニーズに応える人が見つかってきて学校に入ってくるっていうときというのは

うまく合わないと思うんですね。そこら辺の融通がきくような予算組みというか、そこら

辺をぜひ検討していただいて、学校、地域からも積極的にそういった人材が手を挙げやす

く、また見つけてもらってお願いをしやすく、利用してもらいやすくというふうにお願い

をしておきたいというふうに思います。要望です。 

 次に、運動部以外の現状を教えてください。 

○安達副分科会長 西村学校教育課長。 

○西村学校教育課長 運動部につきましては、今年度、運動部活動のみの配置でございま

したけれども、文化部のほうにつきましては、今年度はニーズがなかったということもご

ざいまして配置をしてございません。 

○安達副分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 この事業名は運動部っていうことになってるんですけども、実際、運動部

以外でもニーズがあれば対応可能なんでしょうか。 

○安達副分科会長 西村学校教育課長。 

○西村学校教育課長 令和元年度、本年度から部活動指導員を配置しているところでござ

いますが、これは文化部活動も対象でございますので、今年度は運動部のみでございまし

たけれども、今後の配置に際しては事前に学校への調査を行って、あるいは双方向のニー

ズ把握等も検討しながらニーズに合った人材の確保を行っていきたいというふうに考えて

おります。 

○安達副分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 今年度について文化系でもいけることになったということですけど、その

地域人材の把握の仕方ということにつきましてはどのような方法をとられたんでしょうか。

ニーズというか、学校に対して文化系でも適用できますよというふうなお知らせ、ニーズ

調査をされたっていうことなんでしょうか。 

○安達副分科会長 西村学校教育課長。 

○西村学校教育課長 学校に対して、運動部に限らず文化部活動も指導員を配置すること

ができますというふうにアナウンスしております。 

○安達副分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 予算が伴うことで、積極的に地域の方を外部指導者として迎え入れるとい

うところがどうなのかというのはありますけど、私としては地域の方に向かって、中学校

の生徒さんに指導するっていうことに対して御協力いただけないでしょうかという広報の

仕方っていうのが必要じゃないかというふうに思っております。特に運動というところに

ついては私も何となくイメージできるんですけど、子どもが運動部じゃないところに所属
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している場合ですけれども、比較的早期に帰宅をしたりとか、なかなかコミュニケーショ

ンが苦手なお子さんというのがどうしようというところで、仮に名前がある部活、文化系

の部活というのもあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういったとこ

ろの活動がそのお子さんに対してぴたっと合ったときには、物すごく力を発揮していく場

になると思いますし、自信をつけていくことにもなると思うんですね。ですので、ぜひそ

こは運動部以外の指導者の方に対しての広報というのも違った角度でしてみていただきた

いなというふうに要望しておきます。 

○安田分科会長 次に、１９３ページ、事業番号３８５番、公民館運営費について。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 公民館運営費の中のことで、今、公民館の担当の方々が来られてるんです

けど、その前の福祉保健部の方々にも全体に聞かせていただいたことなんですけれども、

子どもの居場所として、それぞれ子どもが行けそうな公共の施設っていうのが今現状どう

なってるのかというのをお伺いをさせていただきました。公民館について、今どのような

開放の仕方というか、利用の状況になっているのかというのをお伺いさせてください。 

○安田分科会長 木下生涯学習課長。 

○木下生涯学習課長 各公民館におきましては、主に土曜日、日曜日、祝日を利用して子

どもを対象とする事業やサークル活動を実施しております。ただし、少数ではございます

が、平日の夕方、週に１回とか２回ではございますけども、教室を開催している公民館も

若干ございますがあるというふうに認識をしております。また、子どもが放課後に公民館

を訪れた場合は、公民館職員が勤務している時間までであれば、図書室での読書ですとか

ロビーでの宿題をするなど、館内で過ごしてもらっているという事例もございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 実際にどれぐらいそういったお子さんが公民館の職員がいらっしゃる間

に訪れて、そのような活動というか、過ごし方をされてるんでしょうか。 

○安田分科会長 木下課長。 

○木下生涯学習課長 済みません、人数まではちょっと把握をしていないんですけれども、

実際に少数というのが具体的な数でいいますと、公民館で平日にそういったサークル、教

室をやってるのが６館、それから放課後に子どもが訪れているような公民館っていうのが

５館というふうに調査をして数字は把握しております。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 意外とありました。私、びっくりしました。結構子どもが自由に行き来し

にくいのかなと思ったら、本来はそういう使い方っていうのはありかなというふうに思っ

ています。公民館にグラウンドとまではいきませんけど、ある程度広場があるんですけど

も、そういったところの使用っていうのは、開放はどのようになってますか。 

○安田分科会長 木下課長。 

○木下生涯学習課長 公民館のグラウンドでございますが、公民館ごとに事情は違うかと

は思いますが、例えばボール遊びをして建物のガラスに影響があったりとか、それから駐

車場として利用しているところの車に影響があったりとかっていうことがございますので、

基本的には子どもさんへの開放というのはしていないのが現状でございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 
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○矢田貝委員 福祉保健部の中でも言わせていただいたんですけれども、なかよし学級と

か放課後の民間の事業等を使って安心・安全な放課後時の子どもの居場所を確保っていう

ところの視点で親御さんのニーズがあって行けてるわけですけれども、そこに行かせてな

い、そういったサービスを利用してない保護者にとっても子どもの安心な居場所っていう

ところっていうのはとてもニーズが大きいと思うんです。たくさん声も地域の中でも聞き

ます。今あるいろんな施設の使い方っていうところを、制度の中で許される範囲で自由に

なる範囲でいいですので、まずは検討してみていただければなというふうな思いをしてお

ります。要望です。 

○安田分科会長 次に行きます。１９５ページ、事業番号３９０番、図書館管理運営費に

ついて。 

 土光委員。 

○土光委員 この間の図書館の運営で利用者の声をどのように聞いているのかというこ

とと、それからこの間、寄せられた意見で何かあれば報告をお願いしたいんですけど。 

○安田分科会長 菅原図書館長。 

○菅原図書館長 市民の方から寄せられます具体的な御意見等につきましては、私やそれ

以外に勤めております司書が口頭または文書で承っており、その都度把握をしているとい

うところでございます。 

 それから、御指摘の御意見というのは、探す本が見つけにくいというような御意見があ

ったわけですけれども、現在、図書館内の書棚につきましては、図書を分類表示する仕切

りを設置しておりまして配架いたしておりますけれども、今回わかりにくいという御意見

も承ったところですので、館内で協議いたしました結果、通路からも見えるように書棚の

側面に分類の番号をつけるなど、わかりやすい表示を設置することといたしております。 

 また、その他の具体的な意見ということでございますけれども、今までありました主な

ものということでありますと、利用者の方から提案がありましたが、本を読む際に使うた

めに閲覧コーナーに数種類の辞書を置いてはどうかというような御意見がありましたので、

国語辞典や英和辞典など数種類の辞書を閲覧コーナーに設置いたしました。また、カウン

ターの前に荷物を置く場所ができないかというような御意見がありましたので、小さな木

製の荷物置き場を台として設置いたしました。それから１階の一番奥のほうに子どもたち

のおはなしの会の部屋にちょっとした段差がありますので、車椅子でも入れるような、そ

ういう解消できるものができないかという提案がありましたが、それに対しまして、簡単

なものではありますけども、移動式のスロープを設置して段差の解消を図ったところでご

ざいます。 

○安田分科会長 土光委員。 

○土光委員 今、紹介していただいたその利用者からの意見の中で、本がなかなか見つけ

にくいという、私も直接話を聞いていて、ある本を探そうと思って、コンピューターか何

かでここにあるって記号が出て、その記号を探そうと思って書架を回ってもなかなか見つ

からないという、そういった声だったかと思います。それに対して、わかりやすいような

案内の工夫とかをするという対策をしているということで、それはそういうふうにしてく

ださい。 

 ただ、直接利用者の声を聞くと、単に案内のやり方、これは市民からの声をお伝えする
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ということで発言しますけど、案内の工夫とか書架に何か案内板をつける、そういう問題

だけではなくて、基本的に米子図書館の本の並べ順がわかりやすいように並べてないんじ

ゃないかという声を聞いてます。それは何でかというと、例えばほかの倉吉の図書館とか、

それから県立図書館とか、そういうところはそういった記号を見て書架を回れば割と簡単

に見つかると。米子の図書館はそれが見つけにくいというか、知人に聞いたら、自分もな

かなか見つけにくいというふうに前から思ってたとかそういう話を聞いてるので、司書の

方というか、専門の方はその辺多分よくわかるんではないかと思うので、見つけにくいと

いうことに関して、単に案内の工夫だけではなくて、図書の並べ順そのものも何か工夫が

できるんではないかなというふうに思ったので、これは意見をお伝えするということです。 

○安田分科会長 菅原図書館長。 

○菅原図書館長 並び順を分類番号順に書架に図書を並べていくというのは、ほとんど全

国共通な分類番号順になっていると思います。ただ、御指摘のわかりにくいというところ

は、もしかしたら、想像ですけれども番号が飛んでいるとか、そういうところがもしかし

たらあったのかもしれません。その辺については、確認の上、表示をしていきたいと思い

ます。 

（「いいですか、関連して。」と矢田貝委員） 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 予算ですけれども、次年度予算のところが約２,０００万ぐらい８,７００

万から上がってますけど、これは何かの機器の購入ということでしたでしょうか。３０年

度の事業とは違う何か新たな事業ということで、同じ図書館管理運営事業のところなんで

すけれども、ちょっと確認をさせていただければなと思います。 

○安田分科会長 菅原図書館長。 

○菅原図書館長 ３０年度のちょうど夏ごろでしたけれども、図書館システムの更新をい

たしまして、それが途中でリース落ちした状態で３０年度は使っていたんですけれども、

きちんとしたシステムに更新いたしましたので、それが翌年度平準化していくということ

で増額になっています。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 わかりました。済みません、突然に質問しまして。これは要望ですけれど

も、ハートフルコーナーとか視覚障がいの方への機器とかお部屋を設けていらっしゃいま

すけれども、これが有効な紹介の仕方とか活用になってないんじゃないかなというふうに

考えております。実態を把握していただきまして、しっかり必要な方に自由に利用いただ

けるように、日ごろ個室にその機器が眠っているという状態はバリアフリーに近づかない

と思いますので、高価なもので、もしかしたら出しにくいものなのかもしれませんけれど

も、こういったサービスも米子市図書館はやっているんですよという意味でも、少し次年

度、その運営のあり方といいますか、活用のあり方を研究いただければなと思います。要

望です。 

○安田分科会長 では、次に、１９６ページ、事業番号３９１番、図書資料費について。 

 岡村委員。 

○岡村委員 図書資料費についてなんですけど、事業の成果のところで新たに１万３,９

７７冊の図書を購入して蔵書数が約３２万冊になったということが書いてあるわけですけ
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ども、この蔵書数というものは例えば幾らぐらいまで持っていこうとする、そういう目標

値っていうのはあるんでしょうか。 

○安田分科会長 菅原図書館長。 

○菅原図書館長 現在、蔵書数は３２万冊を超えたといた状況ですけれども、ざっと収容

能力を考えてみますと、大体３６万冊程度になるんじゃないかと思ってます。ただ、これ

は、本というのは常に流通していく、貸し出しで外に出ている状態ですので、３６万冊以

上入るという可能性もあるということで、正直言ってまだきちんとつかんだところではな

いです。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 そして、新たに図書を購入されたわけですけども、こうした図書を購入する

に当たってどういった手続を経てどういった選考基準っていうんでしょうか、そういった

ものがあって購入に至るのか、その辺についてちょっとお伺いします。 

○安田分科会長 菅原図書館長。 

○菅原図書館長 図書を購入する際には選書基準というのを設けておりまして、それにつ

いては、原則として市民の要求等に基づきまして、教養、調査・研究、レクリエーション、

それからビジネスなどの日常生活に役立つ資料を初め、子どもたちが読書に親しんだり楽

しめるような児童図書のほか、米子市の特色ある郷土資料のほうをバランスよく選書、収

集するという方針でやっているところでございます。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 お伺いしたいのが、例えば全国の他市などと比べて米子市の図書館の蔵書と

かそういうものっていうのはどういう位置づけにあるかといったところで、これは貸出密

度上位の公立図書館整備状況・２０１１といったところで日本図書館協会事務局がまとめ

られたところのものなんですけど、目標基準例ということで、これは全国の市町村のうち

各人口段階で貸し出し密度、住民１人当たりの貸し出し資料数、上位１０％の市町村の平

均数値を算出したものだというふうに言われてるわけですけども、その中で見ますと、人

口が１０万から１５万の米子と同規模のところを見ますと、上位１０％ということであり

ますから、蔵書数でいいますと、米子の場合を調べていただきまして約３２万だというと

ころが、この数字では６３万というふうになっておりました。それから年間の貸出冊数も、

米子の場合は６６万８,０００冊余りというところですけども、先ほどの目標基準例という

中で示されてるのが１３７万９,０００冊ということでありました。それから年間の図書購

入冊数ですけど、これが先ほど言いましたように１万３,９７７冊が米子の場合だったんで

すけども、この目標では２万３,９２６ということ。そして、人口１人当たりの資料費を幾

らかというところでいきますと、米子は１９１円という数字なんですけども、この目標基

準例では３８０円ということになっておりました。 

 これはどういうふうにあるのかと、大体上位１０％の中の平均値と比べて米子の場合、

約半分というふうな数字になっていたわけですけども、こういったものについて、これは

上位１０％の部分だから米子とはそんなに関係ないよというふうに捉えてしまっているの

かどうなのか、ここら辺についての考え方をお聞きしたいと思います。 

○安田分科会長 菅原図書館長。 

○菅原図書館長 御指摘の目標値というのは、日本図書館協会が作成した上位の１０％の
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人口規模等に基づく数値というふうになっておりますけれども、この数値については、そ

れを目指すということは当然努力していかなければならないというふうに思っております。

ただ、個別具体的な数値目標というものは本市の場合はつくってはおりませんけれども、

前年度の数値を下回らないようにというふうな目標は立てているところでございます。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 ぜひ図書の充実に努めていただきたいというふうに思うわけですけども、前

年度を下回らないというふうに今言われたんですけども、平成３０年度の決算額は３,１０

０万余りというところで、次年度予算額を見ますと３,０００万ということで、若干ですけ

ども、下がっているといった部分については、これは何か要因があったんでしょうか。 

○安田分科会長 菅原図書館長。 

○菅原図書館長 図書資料費の３０年度の決算額３,１００万円でございますけれども、

この時点では、３０年度中に図書購入に充てていただきたいという寄附が１００万円ござ

いまして、大きなものとしてはその部分が若干増加していたということだと思います。 

○安田分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 寄附があったというふうなところがあるわけですけども、やはりそういった

点を含めて図書の充実っていうものをこれからも心がけて努力していただきたいと要望い

たします。 

○安田分科会長 では、次、行きます。事務報告の４０１ページですか、社会教育関係に

ついて。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 社会教育ということで、市長部局との共管が２年目になったと思います。

そこら辺の社会教育を担っていく人たちを育てていくというところと、それから地域の拠

点として公民館が果たしていく役割というところで、どういうふうに人材を確保というか、

配置していくのかと、本当に今検討の真っただ中だと思うんですけれども、この質問につ

いては、社会教育の担い手ということで素直に聞かせていただければ、どのように本市と

して社会教育の担い手を育てていっていらっしゃるのか、まずは現状をお伺いしたいと思

いますが。本市の職員であったり公民館職員であったり、いろいろな角度で社会教育って

いうところを学習する機会を提供していらっしゃると思うんですが、そのあたりをお願い

します。 

○安田分科会長 木下課長。 

○木下生涯学習課長 まず、本市におきましては、教育委員会の中に社会教育主事の配置

をしております。社会教育行政の中核としての役割を担う専門職でございまして、本市に

おいては生涯学習課に現在２名の社会教育主事を配置しているところでございます。この

社会教育主事につきましては、県のフォローアップ研修、それから社会教育担当者研究協

議会の研修などに参加して資質向上を図っているところでございます。 

 それから、もう一つ、社会教育に対する助言をいただくということで、社会教育委員を

任命させていただいております。この社会教育委員につきましては、社会教育に関する計

画の立案、調査・研究を行い、社会教育に関して教育委員会に助言をしていただいており

ます。この社会教育委員につきましては、各種社会教育を実践しておられる方から生涯学

習課のほうでお願いをして社会教育委員に就任をしていただいているところでございます。
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この社会教育委員の御意見を伺いまして、それを反映させることで社会教育行政がより充

実したものとなることを期待しているところでございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 きのう社会教育委員の会がありました。その中で、自分たちがこの場で言

う意見というのはどういった位置づけになるんだろうかということが出ていたように思う

んですけれども、社会教育委員の皆さんに教育委員会としてどういったことを期待をして

いらっしゃるのか、ただただ年に２回の例会を持たれて報告をして、それに対しての意見

を伺う、そういった場になってしまってるんじゃないかなと思うんですけど、その辺はど

うでしたでしょうか。１２月と３月に２回あったというところで、１年の中で２回の１回

目が１２月というとこについても通常遅目なのかなという感じがしていますが、今年度は

きのうだったので早かったように思うんですけど、どうでしょうか。 

○安田分科会長 木下課長。 

○木下生涯学習課長 今年度の話で恐縮なんですけど、今年度につきましても実はもとも

とは６月を予定をしていたんですけども、おくれてしまって９月になったということで反

省をしているところなんですけれども、社会教育委員さんそれぞれ社会教育の実践者とい

うことで就任をしていただいて御意見を伺っておりますので、個別に社会教育上の課題に

つきまして御意見をお伺いをして、それを実際の社会教育を進めていく方向性を決めてい

く上で参考にさせていただくというのが、社会教育委員さんにお話を伺っている理由って

いうんでしょうか、そういったことを期待して社会教育委員さんに御意見を伺って施策の

ほうに反映をさせていただいてるというところでございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 社会教育というのが物すごく深くて私もわかってない中で質問をしてい

るところなんですけれども、米子市の社会教育に対する熱量というか、それはまだまだじ

ゃないかなって感じてるんですね。それぞれの社会教育委員さんが自分のできる範囲、持

ち場で社会教育の実践者であられるのはもちろんなんですけれども、地域の中でそういっ

た人たちをどうやって拾い上げていくのかっていうことに対しての生涯学習課、教育委員

会の中での熱量の不足というのは指摘しないといけないんじゃないかなというふうに感じ

ております。ぜひとも社会教育主事さんというところなんですけど、市の職員の生涯学習

課に配置になられた方は必ず社会教育主事の方向に向かって見地を広められることで、市

の職員の皆さんの地域の中で果たすべき役割というののスキルアップにもつながっていく

と思いますし、過去にも今でも主事でいらっしゃる方々の、どのように意見を吸い上げて

生かしていかれるのかというのもぜひ研究をしていただきたいというふうに思っておりま

す。 

○安田分科会長 なら、最後の項目になりました。事務報告の４０４ページ、公民館職員

研修等について。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 ４０４ページのところで、公民館長が２０回で主任主事と主事が２５回っ

ていう研修等という報告があります。実際どのような研修をされていらっしゃるのかとい

うのをまず伺います。 

○安田分科会長 木下課長。 
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○木下生涯学習課長 公民館職員の研修でございますが、館長向け研修といたしましては

全国公民館研究集会への参加、それから毎月の館長会などで研修をするということになっ

ております。それから主任主事及び主事向けとしましては、新任職員研修、それから新主

任主事研修、それから社会教育関係職員研修などの計２５回の研修ということでございま

す。県や社会教育関係団体が主催する研修に積極的に参加を促して、公民館職員の資質向

上に取り組んでいるところでございます。 

○安田分科会長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 これは要望させていただこうと思うんですけれども、公民館職員の方々に、

地域振興課のほうが中心となられてのことだと思うんですけど、いろいろな来年度の職員

の処遇改善であるとか公民館の業務の複雑化、どのような課題があるのかというような丁

寧な聞き取りをされていらっしゃるんだろうと思っております。それが、自分たちの立場

は今後どうなるのという不安につながってるんじゃないかなって感じております、声が届

きます。これからの公民館を、福祉政策課が中心となられている共生社会を目指しての公

民館単位に置くコミュニティワーカーさんの存在であるとか社会教育の担い手を育ててい

くというところで、公民館の職員の皆さんをどのような位置づけにしていくのか、雇用の

あり方だけを検討すればいいということではないと考えています。 

 きのうの話をまた繰り返して申しわけないんですけれども、きのうある社会教育委員さ

んが、自分のところの公民館職員は地域のコミュニティコーディネーターだっておっしゃ

ったんですね。地域からそう言われる公民館職員さんっていうのは、物すごくすばらしい

方なんじゃないかなっていうふうに思います。逆に、研修に行っても、やっぱり単なる自

分の雇用の条件とかいろいろな立場、雇用時間を含めてあるので、思うようにそういった

立場になれない現状もあるかもしれませんので、そこら辺、これから先、公民館も含めて

どういうふうに地域共生のあり方を検討するかというところを、これから具現化するため

のスケジュールを示される中で、公民館の職員、また社会教育委員の皆様にどういった意

見を求めていかれるのかということとか、ぜひとも見える化というか、スケジュールを早

くに示していただきたいなというのがお願いです。これは、雇用の仕方が来年度から変わ

るということとは別には並行して動かさないといかないことだろうと思っていますので、

ぜひ要望させていただきます。 

○安田分科会長 以上で全ての審査が終わりました。 

 執行部の皆さんは退席をしてください。 

 委員の皆さんは、暫時休憩をして、４５分再開でよろしくお願いします。 

午後４時３９分 休憩 

午後４時４２分 再開 

○安田分科会長 それでは、再開をしたいと思います。 

 分科会長報告に入れるべき指摘事項についての委員の皆さんの意見を求めたいと思いま

す。 

 先ほどの質問の中で、指摘をしますと言われたのが何個かありますので、その辺の協議

に入っていきたいなと、こう思います。 

 まず最初に、障がい児通所等給付事業について、奥岩委員から指摘しますというふうに

話をされたんですけれども、どんなでしょう。 
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○渡辺委員 指摘するって言っちゃっただけじゃない。 

○安田分科会長 言っただけでいいですか。どうなの。 

○土光委員 何を指摘したんだっけ、中身は。 

○渡辺委員 覚えてない。 

○安田分科会長 特にないですか。いいですか。 

○渡辺委員 これは、お一人ずつこれを指摘したいって言ったほうが早いかもしれん、自

分の思いを。それがいいか悪いかっていう話で。 

○安田分科会長 ほんなら、いいですか、全部網羅してそういうふうに聞いていいですか。 

〔「はい」と声あり〕 

○安田分科会長 なら、皆さんから、これは指摘したいというのがありましたら言ってい

ただけたら皆さんに諮りたいと思いますが、どんなでしょう。 

 岡村委員。 

○岡村委員 これでいいますと、９１ページの１８１番のがん検診事業。 

○安田分科会長 ９１、１８１番。 

○岡村委員 低い受診率といった中で、いろいろ厚労省なんかが示しているそういった対

策などもきちっと取り入れていきながら、目標を持って受診率の向上に努めていただきた

いといったところだったと思うんですけど、ぜひそれは上げていただきたいなというふう

に思います。 

○安田分科会長 皆さん、いいでしょうか。 

〔「異議なし」と声あり〕 

○土光委員 指摘内容というのは、そういったことの目標を定めろということ。 

○渡辺委員 誰かがつくって確認してせないけんということ。 

○岡村委員 はい。 

○安田分科会長 ほんなら皆さんの賛同を得るっていうことだったら、一回つくって皆さ

んに諮ってっていうような形でいいですか。 

○矢田貝委員 あわせて、がんに限らず、目標を持ってしっかりと取り組むという意味で、

特定健診に当たる、事業名でいったら９０ページの１８０番、健康増進事業なんですけれ

ども、後期高齢ではない部分の特定健診及びがん検診についてはということで、同じよう

な積極的な目標を持っての今までどおりの啓発ではないところの取り組みをお願いしたい

というところで同じように入れていただければと思いますけど、その中に加えていただく

わけにはいきませんでしょうか。 

○安田分科会長 はい。 

○三鴨委員 岡村委員さんと矢田貝委員さんの勧奨の仕方をもっと工夫しろという意見

も出たと思うんで、そういうところも含めて、特に岡村委員さんなんかは具体的な勧奨の

方法も、個別でやったりとかっていうことをたしか言われたと思うんで、そういうところ

も入れてもらえたらなと。 

○安田分科会長 いいでしょうか。 

○岡村委員 ええ。 

○安田分科会長 ほんなら、それを文章にするというのは、岡村さん。 

○岡村委員 矢田貝委員さんと私とで、がん検診の部分についてはちょっと私がばあっと
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やると。あと、こっちの健康増進はね。 

○安田分科会長 ほんなら連携してつくってもらうっていうことでいいですか。 

○岡村委員 ということでさせていただきたいなと思います。 

○安田分科会長 ほんなら、これは１つ取り上げることにしました。 

 ほかに。 

 土光委員。 

○土光委員 ２つあるのですけど、１つは、６２ページの１２３、敬老事業費補助金交付

事業で、これって敬老会をしたところに出す、敬老会以外に使えないという、ちょっと補

助の仕方が融通性がないというか、やりとりも、もうちょっとニーズに合った補助のあり

方を考えるみたいなやりとりをしたと思うんですけど、そういった指摘をしてもいいんじ

ゃないかと思うんですけど。 

○安田分科会長 皆さん、どんなですか。 

○奥岩委員 これ指摘事項になってましたっけ。 

○渡辺委員 去年なってる、というか、言いっぷりの話。私的には、議会指摘するにはも

うちょっと調べたほうが。というのは、うちの校区でいうと、かなりそれに使いたい。言

ってみれば、７００円っていうのはもう少額なんですよ、ほかに使えるほどの額でもない

と。だけんもっと調べて、端的にもうぽんと指摘するには、もうちょっとやっぱり校区ご

との実態っていうのを把握したほうがいいよね。 

○土光委員 その調べるというのは、事実関係。 

○渡辺委員 事実関係。土光さんが言われるのがいいって言うのか、本当はどうなのかと

いうのをもうちょっと調べたほうがいいような気がしますけども。 

○土光委員 私が言ってるのは、別に敬老会をやってもそれはいいし、だからそれに使途

を限るというふうな補助金のあり方じゃなくてもいいんじゃないかということを言ってる

だけで。 

○渡辺委員 だけん社福にっていうことでしょ、社福の事業っていうことでしょ。要は敬

老でなくてもいいっていうふうに聞こえたんで、社福の事業で何でもそれは敬老に限らず

っていうふうに聞こえたんだけど。 

○土光委員 いや、敬老に限らずじゃなくて、敬老会を開催ということだけに限らずに高

齢者に対して何かやりたいという、例えばで……。 

○渡辺委員 弁当とかを配られるとか。 

○土光委員 そうです、配食サービス。 

○渡辺委員 なかなかちょっと。 

○奥岩委員 委員長、そもそもこれきょう指摘事項に入ってない気がするんですけど。 

○渡辺委員 指摘したつもりでおられるっていうことだけん、意見として言ったっていう

ことの。 

○土光委員 意見と指摘は違う……。 

○渡辺委員 ただ、みんな異議がないっていうんならあれだけど、ちょっと拙速にそうせ

いって私はちょっと乗りにくいっていうこと。 

○安田分科会長 全会一致ということになりませんので、ちょっとほんならこれはやめま

しょう。 
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○渡辺委員 土光さん、もう１個あった。 

○土光委員 もう１個、これは皆さんの意見を聞きたいんですけど、７６ページの１５１、

私立・特別保育事業。ちょっと私は、ピンポイントで障がい児の受け入れで加配の補助の

あり方で、補助額と受け入れるときの実際の必要な費用が赤が出るというのはある意味わ

かっているので、そういった補助のあり方は好ましくないんじゃないかというふうに私は

思ってるんですが、そういう指摘をしたい。 

○渡辺委員 要は人件費を出せってね。 

○土光委員 そうです。 

○奥岩委員 加配に対しては補助になりますんで、そもそもがそこで１０人なら１０人で

やりますっていう中で１人余分に入れると、そこの人に対しての人件費じゃなしに加配で

すよという扱いになるので、ちょっとそれはそぐわないと思いますけど。 

○土光委員 済みません、人件費じゃなくて加配に対する扱いというのがよくわからない

んですけど。 

○渡辺委員 結局、土光さんの論でいくと、赤字になるけんっていうような言い方に聞こ

えたんだけど、じゃあ、その人件費にというだけの加配のでいえば、確かに満額出てない

けん赤字になるんだけど、その子どもさんを受け入れるのは保育全体の収入の中でも赤字

になるのって思ったわけよね、私らは。 

○奥岩委員 そういうことです、大枠じゃなくて。 

○渡辺委員 だけん人件費として、加配の人の人件費は１０万かかるのに市が７万しか出

さんと３万赤字だがなというのはわかる。ただ、この子どもを受け入れるに当たって保育

の料としては今度は市から来るのがあるわけでしょ。 

○土光委員 それは別個にね。 

○渡辺委員 運営費とかいろいろ、だからそっちのほうで見た場合は赤字にならんわけで

っていう思いで私らは聞いとったっていう。確かに人件費は言われるとおりだけど、人件

費満額出せっていうので赤字っていうのはちょっと出せんなという感じでは聞いとった、

私はね。 

○土光委員 私が言ってる赤字というのは、加配を受け入れるということに関してだけで

言ってる。別に全体が赤になったら保育園はできないと思うので。ただ、これって要は障

がいのある子を受け入れてくださいということを言って、それをオーケーした場合に、そ

れにかかる純粋な費用がちゃんと補助として保障されていないというのは、私はよくない

と思うということなんですが。 

○安達委員 いや、補助そのものは……。 

○奥岩委員 加配ですから。 

○安達委員 うん、加配の範囲だから。 

○土光委員 はい、加配ですから。 

○安達委員 全額出ないと。 

○奥岩委員 いや、それが基準じゃない、加配ですんでっていう話になるんですけど。 

○土光委員 加配ですんで、だからどうだということのがわからない。 

○渡辺委員 小学校の少人数の加配みたいに、半分県が持つけど、市が半分だよっていう

いわゆる全額だったらもう加配じゃないという、基準以上のところを持っていく。 
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○奥岩委員 基準以上のところに運営者さんが加配というか、そもそもが基準は満たして

ますというところに対して、そうはいってもというので御自身が選んで採用されて雇って

おられるところに対して、基準じゃないんだけど、やっておられるんでというのの補助に

なりますんで、それありきの話じゃないんですよね。そこ１人に対しての人件費の……。 

○渡辺委員 土光さん、これはまとまらんで、これ以上は。これは思いはわかるけん一般

質問でやってよ。 

（発言する者あり） 

○安田分科会長 ほかにはどんなですか。 

○奥岩委員 １４０、１４２のところでさせていただいた……。 

○安達委員 今のは事業番号、ページ、どっち。 

○奥岩委員 ページが７０ページ、７１ページで、事業番号が１４０、１４２になります。

質問項目の４ページ目になるんですけど、なかよし学級でさせていただいたんですが、ま

ず、学級の運営について充足率が９０％ちょっとというところであったんですけど、皆さ

ん質問していただいた中で、そうはいっても地域差があるということで、待機が出ておら

れました。それに対してどういった対策を講じておられますかというところで、岡村さん、

安達さんが質問していただいた民間のほうに係ってくるんですけど、現状、民間のそこを

紹介しておられますというとこで、そこに対しての追跡調査等は実施しておられないって

いうお話でした。私もさせていただいた空き教室、余裕教室等の活用に関して、そういっ

たところを検討しておられるのかというところは、現時点では空き教室がないというとこ

で、そこは入っていませんというのがあったんですけど、そのなかよし学級の充足率が９

０なんですけど、待機が出ているところに対して、待機に対しての何かしら対策をという

とこで指摘事項に入れたいですが、いかがでしょうか。 

○安田分科会長 それは、だけど、大篠津とか完全に入れるところがあるから、そこに行

けっていう話はできんでしょ。 

○奥岩委員 そこに行けっていうのが、なかよし学級だと自分の学校のところになります

んで、民間さんだと送迎があるので、じゃあ、どこどこ……。 

○安田分科会長 それで９０％っていうんでしょ。 

○渡辺委員 僕はあんまりよくわからなかったね。みんなのまとまるの、意見が。まとめ

て何か指摘できる部分になる合意点があったの。 

○奥岩委員 そこはどうですかっていう、まず投げかけです。 

○安田分科会長 だけん、９０％を１００％にせいっていうことは、そのあいてるところ

に行けっていうことだけんね。 

○渡辺委員 少人数学級を取り下げないけんだがん、少人数学級をやめさせりゃ教室はい

っぱいあくんだけん。あんなもん効果がないって文科省が言っとるんだけん。こんなこと

言ったって誰ものまんでしょうけどね。 

○土光委員 今の指摘で、なかよし学級がいっぱいの場合は、やってることは民間を紹介

しますとは言ってるんですよね。ただ、その後どうなったか追跡調査してないんですよね。

だからそこはちゃんとすべきだというふうな指摘は私はしてもいいと思うんですけど。 

○安田分科会長 それは指摘だけにならへんかな、調査をせいだけぐらいな感じに。それ

がすごい問題があるっていうことだったら……。 
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○土光委員 でも、奥岩さんが何を指摘したいということ、私はそう思ったんですけど。 

○奥岩委員 １００パーまで持っていく方法を考えていただくということですよね。 

○土光委員 考えなさいということ。 

○奥岩委員 そこまで対策をしてくださいっていう。 

○安田分科会長 だけん、それは大篠津に送れっていう話になる。 

○矢田貝委員 委員長、済みません、放課後の子どもの行き場所というところを求めると

いう意味では、なかよし学級だけを充実するということではなく、私は何かいろんなとこ

ろでちょこちょこ言った居場所というところのあり方、それから本来の目的とずれて民間

に託してるっていうところがないですかって指摘しようとされてるのが安達さんだと思う

んです。ちょっと今回の委員会の指摘というところには、問題はあるんじゃないかとみん

なが思ってるんですけど、ここって何か指摘にしにくいかなっていう感じはするんですよ

ね。 

○奥岩委員 なるほどです。 

○安達委員 みんながそう思っとる、自分も。 

○矢田貝委員 何とかせんといけんという問題と、どうやって指摘するんだろうって。あ

あやって言われたのが何か問題意識の低さだとは思うんですけど、じゃあ、それをどうや

って言うっていう感じがしたので。 

○安田分科会長 居場所をつくれぐらいになっちゃう。そんなような指摘事項、あんまり

抽象過ぎるへんか。 

○矢田貝委員 でも、結構皆さん取り上げていらっしゃいましたという気はするんですけ

ど。 

○渡辺委員 大篠津はあいてます、確かに。半分も入ってない。 

○奥岩委員 意外と箕蚊屋は入るんですよ。 

○安達委員 五千石も入ってる。 

○渡辺委員 要するに三世代、世帯の問題にあるのよ、あれ。家に帰ったらおじいちゃん、

おばあちゃんがいる家がほとんどなんだ。 

○安田分科会長 やっぱり少人数の学校になると、どうしたってあいてくる可能性が高い。 

○渡辺委員 これまとまらないな。 

○安田分科会長 文章を書いてもらいましょうか。 

○渡辺委員 文章書いてみて否決されるかどうか頑張るか。 

○奥岩委員 そういうことですか。 

○渡辺委員 いやいや、まとまるかどうかってそういうことだ。文章にして、もうその必

要もなければいいけど。 

○奥岩委員 今お話しさせていただいたところでも方向性が難しいかなと。 

○安田分科会長 １００％を目指さんでもいいけども、やっぱり全ての人がいろんなとこ

ろで居場所ができるような形っていうのは、市としても考えんといけんじゃないかってい

うようなぐらいの指摘だったら何とかなるかもしれんけどね。 

○渡辺委員 でも１００％目指さんでもいいけどもっていうこと自体、もう終わってます

ね、この議論は。 

○奥岩委員 では、なしで大丈夫です。ありがとうございます。 
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○安田分科会長 いいでしょうか。 

 なら、次は、皆さん、ほかにありますか。 

 どうぞ。 

○矢田貝委員 全然違う話になってしまったなと反省はしてるんですけど、この事業報告

と私たちが説明する決算の説明っていうところについて、本当に審査するに当たって、も

う少し何か工夫していただきたいなって。取っかかりが、長寿社会課の地域包括支援セン

ターの事業報告をもう少し整理すべきって言わせてもらったんですけど、そのあたりを皆

さんどう考えられたでしょうかと思って。もしよければ何か。無理ですかね。 

○渡辺委員 そこまで持っていくのは無理だと思うな。 

○矢田貝委員 難しいですね。わかりました。済みません。 

○安田分科会長 多分いろんな項目があって、それを小さなそこに全部網羅しようかって

いうこと自体が無理があるから、だから事業報告とか事務報告とかにきちっとこういうふ

うに載せてる。そこをもう少し工夫するっていうのだったらあるかもしれんけれども、全

て対応せいというのは難しいと思うけど。 

○矢田貝委員 全ては難しいと思いますが、事務報告で……。 

○安田分科会長 事務報告の中で、これはもう少し充実して書いてほしいということだっ

たらいけると思うけども、連携させて、それが全て網羅できるみたいなんはちょっと。 

○矢田貝委員 充実はさせてほしいと思いました。 

○安田分科会長 それは今の委員会の中でも指摘したから。 

○矢田貝委員 指摘というか、お願いしましたので。 

○安田分科会長 何か書いちょうなったけん、少しは改善してくれるんじゃないかなと。 

 ほかにはどんなですかね。自分の質問の中で指摘というのは結構出たんです。５歳児健

診とか、それから指摘をしますっていうのは障がい児の関係とか、それから地域福祉活動

とか指摘しますとかっていうのが出たんですけれども、どんなですか。いいですか。 

○矢田貝委員 じゃあ、お願いします。５歳児健診とこども総合相談のところっていうの

は、３０年度スタートした事業ですので、しっかりと就学支援であるとか発達支援である

とか、いろんなところにつながる体制っていうのを強化してほしいな、種類を整えられた

りとか、今年度きっちりしてほしいというようなことが入ればいいんじゃないかと思うん

ですけど。５歳児健診のところと総合相談というところでどうでしょうか。簡単にはまと

まらないですけど。 

○安田分科会長 どんなですか。 

○奥岩委員 ５歳児のところは、僕は答えていただいたので。 

○安田分科会長 どんなですか。もう少し充実するために……。 

○矢田貝委員 指摘って言われませんでしたか。私は言った記憶がないんですけど。 

○奥岩委員 私、言ってます。 

○三鴨委員 うちも連携したらっていう話はした。 

○奥岩委員 連携を……。 

○矢田貝委員 しっかりしていこうという。 

○奥岩委員 はい。５歳児健診のところなんですけど、教育委員会さんともう少し連携を

してっていうのを、健康対策課さんで調査されて、それを合同情報交換会ですか、で情報
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をシェアされるというところまではしておられるということだったんですけど、その次の

段階として、じゃあ、お話をして渡してそこで終わりになるか、それがずっと続いていく

ものなのか、また追跡調査等も必要じゃないかなとは思いますけど。 

○安田分科会長 いいですか、皆さん、そんなら指摘で。 

○安達委員 そういう指摘を言われたように自分は記録してるんだけど。 

○奥岩委員 はい、そうです。 

○安田分科会長 いいですか、ほんなら。なら一回書いてもらって。 

○土光委員 文章を書いてもらって。 

○安田分科会長 ほんなら書いてください、５歳児健診から。 

○渡辺委員 半落ちみたいなところ。 

○奥岩委員 ありがとうございます。 

○安田分科会長 それから、障がい者の就労施設等の物品の調達について、三鴨さんが指

摘事項ということになってるんですが。 

○三鴨委員 これは指摘させていただいたんですけど、次年度に向けて考える、検討する

っていうふうな形ではっきり言われましたんで、いいです。 

○渡辺委員 議会事務局の数字が落ちたのは原因がありますよね。 

○奥岩委員 原因がはっきりしてます。 

○渡辺委員 こないだ代表者会で言ったはずなんですよ、何で落ちたか。 

○先灘議会事務局長 頼んだんですけど、広域行政に仕事をとられまして、要するにやる

人間が限られてますので、その人が西部広域の仕事をやって議会事務局の仕事はできない

って言われたです。 

○渡辺委員 議会事務局として、ああいうところへ出せる仕事っていうのが限定されてる。 

○先灘議会事務局長 限定される。 

○渡辺委員 それを持っていったら広域が先にとっちゃって、もう受けれないと言うけん

３３％になっただけで、議会事務局が怠けたわけでも何でもない。相手方が少ない。 

○土光委員 どういう仕事内容なんですか。 

○先灘議会事務局長 反訳です。テープで聞いて反訳する仕事は限られた人がするから。 

○土光委員 うんうん、そうね、あれはね。 

○先灘議会事務局長 その方がほかの仕事をされますとできなくなっちゃうということ

で。 

○渡辺委員 外注とか仕入れがないじゃないですか、あんまり、議会事務局は。 

○安田分科会長 なら、それはいいね。 

あとは、にこにこサポートはいいんかいね。これも指摘とかになってるけど、誰か。 

○矢田貝委員 より充実していただきたいということだったと思うけど。 

○安田分科会長 いいですか。 

○奥岩委員 大丈夫です。 

○安田分科会長 ほんなら、２項目しかないですけど、いいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○安田分科会長 ほんなら２項目を、ここで一つちょっと事前に考えて。 

○奥岩委員 委員長提出でよろしいですか。 
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○安田分科会長 ええ、してもらって、皆さんにまた諮りますからと、こう思いますけれ

ど、いいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○渡辺委員 昔は準用家庭のを出したことがあるけど、一向に効き目がなかったですね。

昔、項目で出したけど、一向に効き目がなかった。７割を１０割にしてやれっていう話。 

○安田分科会長 ほんなら、文章のところに戻ります。 

 文案を作成される委員は、指定事項委員提出表を９月２０日午後５時までに事務局に、

可能な限りメールで提出していただきますようお願いをいたします。なお、文案について

は、分科会で述べられたことしか記述できませんので、御了承ください。 

 提出された文案については、２５日の分科会で文案調整を行いますので、よろしくお願

いします。 

 以上で予算決算委員会民生教育分科会を閉会いたします。 

午後５時０５分 閉会 
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